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要約 

Ⅰ. 提案事業の概要 

案件名 自動洗浄機能付搾乳システム及び生乳冷却機による生乳の品質向

上に関する普及・実証事業 

（英文）Verification Survey with the Private Sector for Disseminating 

Japanese Technologies for Improvement of Milk Quality Control by 

Introducing Auto Milker and Milk Cooler 

事業実施地 タイ国ナコンラチャシマ県、サケオ県、チェンマイ県 

相手国政府関係機関 農業・協同組合省畜産振興局 

事業実施期間 2017 年 10 月～2019 年 11 月（2 年 1 ヶ月） 

契約金額 99,668,880 円（税込） 

事業の目的 タイの酪農業における搾乳技術・知識の向上を通じて、生乳の品質

向上と酪農業の効率化・生産性向上に資するために、搾乳システム

及び生乳冷却機の有用性及び優位性を実証するとともに、それらシ

ステム・機械を同国で普及させるための方法と課題が整理される。 

事業の実施方針 タイの酪農現場への提案製品の導入、DLD 職員、試験場職員に対す

る搾乳指導、酪農技術指導を通じて、安全で衛生的な搾乳を実現し、

同国の生乳の品質向上に貢献する。同時に、現地、本邦における人

材育成研修を行い、機材の利用方法にとどまらず搾乳に係る全般的

な知識、技術の向上を図る。また、事業終了後の持続的な利活用を

前提に、事業期間中も十分な研修を行うとともに、水道・光熱費や

消耗品代等は本事業期間中から試験場の負担とし、機材の適切な運

用、維持管理が継続するよう、意識喚起にも重点的に取り組む。 

実績 【要約】 

1. 実証・普及活動 

(1) 事業実施国政府機関との協議 

機材設置対象施設、関係者の役割分担等について C/P である DLD

と協議し、合意内容を覚書に取りまとめた。試験設置対象施設とし

てパクチョン家畜研究開発センター（パクチョン試験場）、サケオ

研究繁殖センター（パクチョン試験場）及びフォイフォンカイ王立

開発研究センター（フォイフォンカイ王立試験場）の 3 試験場を選

定した。 

(2) 機材設置 

①パクチョン試験場 

2018 年 6 月中旬 搾乳室完成、同 7 月上旬 機材設置完了 

同 7 月 稼働 
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②サケオ試験場 

2018 年 8 月 搾乳室完成、同 10 月 機材設置完了 

2019 年 1 月 稼働 

③フォイフォンカイ王立試験場 

2018 年 10 月 搾乳室完成、2019 年 3 月 機材設置完了 

2019 年 4 月 稼働 

(3) 実証 

本事業は、機材導入と技術指導等の活動によって、生乳の品質向上

及び酪農業（搾乳）の効率化、生産性向上を図ることを目的とする。

機材導入等の効果を実証するため、品質向上の指標として細菌数及

び体細胞数、効率性向上の指標として作業時間を設定し、機材導入

前後のデータを収集した。その結果、細菌数は機材導入後に平均

91%減少、体細胞数は平均 51%減少した。また、作業時間は平均 62%

短縮された。いずれも開始時に設定した目標を達成した。 

(4) 人材育成 

①現地講習会 

2018 年 3 月：第 1 回現地講習会（3 試験場、65 名参加） 

2018 年 9 月：第 2 回現地講習会（3 試験場、189 名参加） 

2019 年 2 月：第 3 回現地講習会（3 試験場、150 名参加） 

2019 年 6 月：第 4 回現地講習会（3 試験場、190 名参加） 

②本邦受入活動 

2018 年 4 月：第 1 回受入（DLD 職員、6 名参加） 

2018 年 9 月～10 月：第 2 回受入（3 試験場職員等、7 名参加） 

2019 年 2 月：第 3 回受入（DLD・試験場職員、4 名参加） 

2019 年 5～6 月：第 4 回受入（DLD・試験場職員、4 名参加） 

(5) 普及 

2018 年および 2019 年 1 月～2 月：サラブリ県 Muak Lek において開

催された共進会（National Dairy Festival, Thailand）出展 

2019 年 3 月：バンコクで開催された ASEAN 最大の農業酪農機械

展”VIV Asia”に DLD、JICA、オリオン機械の三者で共同出展 

2.ビジネス展開計画 

オリオン機械は、本事業実施以前からタイにおける営業活動を開始

し、販売実績を有していたが、本事業開始後はタイ市場参入に向け

た活動を一層積極的に進めた。本事業開始記念セレモニー（2017

年 11 月）には DLD の呼びかけによりタイ国内の有力酪農協、乳業

メーカー等が出席し、酪農機器メーカーとしての知名度向上につな

がった。2018 年 1 月及び 2019 年 3 月にはタイで開催された酪農展

示会に出展した。JICA の ODA 事業として位置付けられた効果は非
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常に大きく、タイにおける知名度向上につながった。並行して営業

活動を実施した。DLD の紹介を得て、約 7 団体の酪農協を訪問した。

このうち 4 団体、8 戸の酪農家から引き合いがあり、うち 3 戸が成

約した。また、酪農展示会（前述）において引き合いがあった酪農

場に接触し、合計 7 戸が成約した。 

オリオン機械は、酪農協以外の酪農機器販売ルートとして、地域別

にタイ企業 2 社と代理店契約を締結した。うち 1 社については、受

託企業の製品販売のための販売会社を設立した。アフターサービス

面では、タイにおいて消耗品である洗剤を販売するための許認可を

得ており、日本と同様、アフターサービスによる継続的な収益獲得

を目指す。 

課題 ①実証活動において、乳質検査結果の一部に信頼性の疑問が生じ

た。搾乳技術の向上と搾乳機器の導入によって乳質が改善しても、

公的な検査機関の検査結果でさえ信頼性が低いとすれば、乳質が正

確に計測されず、買い取り価格に適切に反映されない可能性があ

る。 

②適切な機器の導入とともに、酪農技術の向上が重要である。現地

講習会等で伝達した知識や技術が、受講した酪農協職員及び主要酪

農場から各地の多くの酪農家に伝達されることが望まれる。 

③複数の業界関係者から、パーラー等の配管を要する搾乳機器は、

導入コスト、ランニングコストともに高く、管理技術も必要とする

ため、過剰ではないかとのコメントがあった。また、タイにおいて

は酪農場から集乳ステーションまでの距離が短いため、バルククー

ラーの必要性は小さいとの意見があった。本指摘についての対応は

「３．普及・実証事業の実績（９）今後の課題と対応策」に記載し

た。 

事業後の展開 本事業終了後は、事業の成果を活用し、タイの現地法人を中心とし

て酪農機器事業を展開する。搾乳頭数 50 頭程度の中小規模酪農家

を主なターゲットとし、酪農協を通じた販売及び地域別の代理店 2

社を通じた販売を進める。一部の有力酪農家には直接の販売も行

う。本事業で導入した機器は、タイの酪農機器市場ではハイエンド

の領域に属するため、将来的には需要が高まると予想するものの、

主なターゲットである中小酪農家の購買力に合わせ、中価格帯製品

の販売を中心とする。このため、タイ現地法人において、タイの中

小酪農家のニーズに応じた小規模ユニットのミルカーを開発し、す

でに販売活動を始めている。 

日本においては、受託企業独自のサービス形態であるルートカーを

通じた 24 時間体制のアフターサービスを確立し、点検、消耗品販
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売等によって継続的に収益を上げるビジネスモデルを確立してい

る。タイにおいても将来は同様のルートサービスを展開する計画で

ある。中長期的には、タイ現地法人を ASEAN の拠点として位置付

け、ASEAN 近隣諸国の市場開拓を進める計画である。 

Ⅱ. 提案企業（受託企業）の概要 

企業名 オリオン機械株式会社（以下「受託企業」という。） 

企業所在地 長野県須坂市 

設立年月日 1946 年 11 月 3 日 

業種 製造業 

主要事業・製品 酪農機器、精密空調機、真空ポンプ、チラー/除湿乾燥機、圧縮空

気関連機器、温度検査機器、ジェットヒーター、精密温調機器等の

開発、製造、販売、保守サービス 

資本金 1 億円 

売上高 559 億円（グループ連結、2019 年 3 月期） 

従業員数 2,307 名（グループ連結、2019 年 3 月時点） 
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1. 事業の背景 

（１）事業実施国における開発課題の現状及びニーズの確認 

① 事業実施国の政治・経済の概況 

ア）基礎情報 
タイ王国（以下「タイ」という）は、東南アジア地域のインドシナ半島の中央に位置し、国土

面積は 51.4 万平方キロメートルである。カンボジア、ラオス、ミャンマー、マレーシアの 4 ヵ国

に隣接しており、南部のマレー半島部分はタイランド湾（南シナ海）とアンダマン海（インド洋）

に面している。国土は中部、東部、西部、北部、東北部、南部、そしてバンコク周辺の 7 地方に

分けられ、さらに行政区画として 77 の県が存在する。 
人口 6,572 万人（2015 年）のうち、全体の 2 割弱を占める約 1,500 万人がバンコク首都圏に集

中している。タイ国内の在留邦人数は 7.2 万人で、アジア地域では中国に次いで 2 番目に多い（世

界では第 4 番目）。 
タイ国民は、国民の大半を占めるタイ族に加えて、華人、マレー族、インド系、カンボジア系

など、様々な民族から構成されている。全体の 9 割超が仏教徒、残りはイスラム教徒となる。 
 

表 1-1 タイの概況 

 

出所：外務省 

 
イ）政治・行政体制 

1932 年の立憲革命による臨時憲法公布以降、数度にわたる憲法改正を経ながらも、一貫して国

王を国家元首とする立憲君主制が採用されている。国王は原則的に政治への関与は行わず、議会

制民主主義のもと、首相と内閣が政治運営を司る。 
2011年 8月に発足した前インラック政権による政治運営は、当初は比較的安定していたものの、

面積 51.4万平方キロメートル

人口 6,572人（2015年、タイ国勢調査）

首都 バンコク

民族 大多数がタイ族、その他は華人、マレー族等

言語 タイ語

宗教 仏教94％、イスラム教5％

在留邦人数 72,754人（2017年10月）

政体 立憲君主制

元首 マハ－・ワチラロンコン・ボテインタラーテーパヤワランクーン国王陛下（ラーマ 10世王）

議会 国家立法議会（220名）

首相 プラユット・ジャンオーチャー

主要産業
農業（就業者の40％弱、GDPの12％）、製造業（就業者の15％、GDPの34％、輸出額の90％）

　注：（ ）内は構成比

名目GDP 4,069億ドル（2016年、国家経済社会開発庁）

1人あたりGDP 6,033ドル（2016年、国家経済社会開発庁）

実質GDP成長率 3.2％（2016年、国家経済社会開発庁）

通貨 バーツ。1ドル＝30.73バーツ、1円＝0.28バーツ（国際協力機構2019/7外貨換算レート）

一般事情

政治体制・内政

経済
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2013 年 11 月に大赦法案（タクシン元首相の恩赦）を強行採決したことで、反政府運動の活発化

を引き起こした。さらにインラック氏は、公務員の人事異動に対する職権乱用で憲法裁判所から

違憲判決を受け、2014 年 5 月に失職することとなった。その後も都内でデモが発生するなど国内

で緊張が高まる中で、同月 20 日に陸軍がタイ全国に戒厳令を発出。22 日には軍を中心とする「国

家平和地区所維持評議会（NCPO）」が全統治権を掌握することを宣言し（クーデター）、同年 8
月に立法議会、暫定内閣が設立された。その後、当時陸軍司令官であったプラユット氏が正式に

暫定政権の首相に就任した（2014 年 8 月 25 日）。 
なお、NCPO はクーデター後の 2014 年 5 月 30 日、民政復帰に向けた「ロードマップ」を公表

した。これに基づき新憲法の起草が開始し、2016 年 8 月の国民投票で新憲法案が可決、2017 年 4
月に発布された。その後、民政移管に向けた総選挙の実施は度々延期されたものの、2019 年 3 月

24 日に実施された。第 2 位の議席を確保した「国民国家の力党」が他の中小政党との連立により

過半数を確保し、新政権を樹立した。前軍事政権でも首相を務めたプラユット氏が、民政移管後

初の首相に就任した。 
2019 年 7 月時点のタイの中央行政機関は 1 府 19 省から成る。内閣は国王によって任命された

首相 1 名と 35 名以内の国務大臣から構成されている。 
 

 
図 1-1 タイの国家機構 

 
出所：『アジア動向年報 2019 年版』日本貿易振興機構アジア経済研究所、タイ政府ウェブサイト

（http://www.opm.go.th/opmportal//index.asp?pageid=1629&parent=1629&directory=12158&pagename=content1）より作成 

国王

国家平和秩序維持評

議会（NCPO）

国家改革推進会議

（NRSA）
国家立法会議

（NLA）

首相

内閣

枢密院

裁判所

・首相府

・国防省

・財務省

・外務省

・観光・スポーツ省

・社会開発・人間安全保障省

・農業・協同組合省

・運輸省

・天然資源・環境省

・デジタル経済社会省

・エネルギー省

・商務省

・内務省

・法務省

・労働省

・文化省

・科学技術省

・教育省

・公衆衛生省

・工業省

・選挙管理委員会

・オンブズマン

・国家汚職防止委員会

・国家会計検査委員会

憲法上の独立機関

・検察機構

・国家人権委員会

他の憲法上の機関

・王室財務管理局

・タイ国銀行（中銀）

・証券取引等監督委員会

・保険業監督委員会

他の独立機関
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ウ）経済の概況 
タイでは 1985 年以降、政府による積極的な企業誘致策や通貨バーツの切り下げを受けて、日本

企業を含めた製造業の集積が進んできた。実質経済成長率は 10％前後の高成長が継続し、1 人あ

たり GDP も 1980 年の 719 ドルから 1996 年の 3,046 ドルへと急激に拡大した。しかし 1997 年に

発生したアジア通貨危機の影響で投資が急激に減速し、1997 年、1998 年はマイナス成長を計上、

1 人あたり GDP は 1997 年に 2,475 ドル、1998 年に 1,855 ドルにまで落ち込んだ。1999 年以降の

実質経済成長率は 5％前後に留まり、2000 年代後半にかけて、従前と比較すると緩やかな成長が

継続した。 
直近 10 年間では、2008 年 9 月に発生したリーマン・ショック、2011 年後半のバンコク首都圏・

中部・北部地方の大規模な洪水によるマイナス成長に見舞われながらも、2015 年以降は 3％前後

の堅調な成長率が続き、2017 年、2018 年も約 4.0％の成長が見込まれている（IMF World Economic 
Outlook）。1 人あたり GDP は、2017 年に 6,731 ドル、2018 年に 7,187 ドルに達し、2020 年には

8,000 ドルを超える見通しである。 
表 1-2 タイの経済状況 

 
注：網掛け部分は IMF 予想 

出所：国際通貨基金（IMF） 

 

 
図 1-2 タイの 1 人あたり GDP と実質経済成長率 

注：2018 年以降の 1 人あたり GDP、実質 GDP 成長率は IMF 予想 

出所：国際通貨基金（IMF） 

単位 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

人口 万人 6,517 6,554 6,592 6,621 6,649 6,676 6,700 6,724 6,746 6,765 6,779 6,791

名目GDP 億USD 2,914 2,817 3,411 3,708 3,976 4,203 4,073 4,013 4,124 4,553 4,872 5,167

1人あたりGDP USD 4,471 4,298 5,175 5,601 5,979 6,296 6,080 5,968 6,114 6,731 7,187 7,608

実質GDP成長率 ％ 1.7 -0.7 7.5 0.8 7.2 2.7 1.0 3.1 3.4 4.0 4.1 3.5

消費者物価上昇率 ％ 5.5 -0.8 3.3 3.8 3.0 2.2 1.9 -0.9 0.2 0.7 1.1 1.0

経常収支（GDP比） ％ 0.3 7.9 3.4 2.5 -0.4 -1.2 3.7 8.0 11.7 11.0 7.7 7.1

一般政府歳入（GDP比） ％ 20.0 19.5 20.7 21.1 21.3 22.2 21.4 22.3 21.9 21.0 21.4 21.5
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産業構造をみると、1950 年代には第一次産業（農林水産業を含む）が GDP の約 4 割、第二次

産業が約 2 割、第三次産業が約 4 割を占めていたが、1990 年頃まで続く急速な工業化に伴って、

構造は大きく変化した。同期間に第一次産業の構成比は約 1 割にまで急激に低下し、第二次産業

の構成比は約 4 割、第三次産業は約 5 割にまで上昇した。1990 年以降は変化が一巡しており、足

元でも第一次産業の構成比は約 10％で推移している。 
 

 
図 1-3 GDP の産業別内訳 

出所：NESDB より作成 

 
エ）日本との経済関係 
日本とタイの貿易額は、1998 年のアジア通貨危機後、概ね増加が続いてきたが、2012 年の貿易

額 722 億ドル（日本への輸出：235 億ドル、日本からの輸入：487 億ドル）をピークに一時は減少

に転じた。しかし 2016 年以降は再度増加傾向にある。 

 
 

図 1-4 タイと日本の貿易額の推移 
出所：Ministry of Commerce（タイ商務省）より作成 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15

（暦年）

第１次産業 第２次産業 （うち、製造業） 第３次産業

基準変更

0

100

200

300

400

500

600

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

日本への輸出

日本からの輸入

（億USD）



5 
 

2018 年の日本への輸出総額約 258 億ドルの内訳を HS コード大分類別に見ると、全体の 36.2％
を占めるのが機械・電気機器等であり、うち原子炉・ボイラー及び機械類の構成比が 13.8％、電

気機器・部品等が 22.3％となっている。次いで、調製食料品、飲料等（12.8％）、プラスチック・

ゴム及びその製品（11.0％）の構成比が高い。 
一方、日本からの輸入総額約 370 億ドルのうち構成比が最も大きいのが、機械・電気機器等の

38.0％であり、うち原子炉・ボイラー及び機械類の構成比が 18.5％、電気機器・部品等が 19.5％
であった。次いで、卑金属の 25.1％（うち大部分を鉄、スチールが占める）、車両・航空機・船

舶及び輸送機器が 10.4％（うち大部分を鉄道以外の車両が占める）の構成比が高い。 
 

 
図 1-5 日本との輸出入の品目別内訳（左：輸出、右：輸入） 

 

注：為替は 1 ドル＝32.31 バーツで算出（IMF 外貨換算レート、2018 年平均） 

出所：Ministry of Commerce（タイ商務省）より作成 

 

 
図 1-6 進出日系企業の業種別内訳（2017 年 10 月時点、2,482 社） 
 

出所：『海外進出企業総覧 2018 年版』東洋経済新報社 
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なお、東洋経済新報社の調査によると、タイに進出する日系企業数は 2015 年：2,318 社、2016

年 2,412 社、2017 年：2,482 社（いずれも 10 月時点）と、足元では若干の増加傾向にある。業種

別では製造業が約半数となる 1,223 社を構成しており、うち自動車を含む「輸送機器」が 242 社

で最多となり、次いで化学の 192 社、電気機器の 169 社、機械の 145 社が多い。 
 
② 対象分野における開発課題 

ア）タイにおける酪農業の現状と課題 
(a)タイの酪農業の概況 
タイにおける酪農業の発展の本格化は 1960 年、プミポン前国王のデンマーク訪問が契機となる。

1962 年にはデンマークの支援のもと、サラブリ県にて Thai-Danish Dairy Farm が稼働を開始。の

ちに農業・協同組合省傘下の企業、Dairy Promotion Organization of Thailand（DPO）として、タイ

の酪農業の振興に貢献してきた。DPO は現在も、酪農家に対する教育、タイの環境に適した乳牛

の交配、乳製品の開発、タイにおける牛乳の消費促進の 4 つの目標を推し進めながら、酪農業の

発展を支えている。 
その後、1980 年代後半にかけて乳牛の人工授精センターの創設や、集乳ステーションの設置、

酪農協の組成が進み、国土の広範にわたって牛乳が供給される体制が整った。これを受けて、1992
年には学校牛乳制度が開始した。同制度は牛乳を飲む習慣の定着による国内需要の安定的確保、

学校の周辺地域における酪農業の振興を目的とするもので、当初は未就学児を対象に年間 120 日

分の牛乳が供給された。その後対象は徐々に拡大し、現在は就学前から小学校 6 年生までの児童

に対して年間 260 日分の牛乳が供給されており、全国の生乳生産量の約 30～40％を学校牛乳が占

めるなど、国産生乳の主要な仕向け先となっている。 
直近では、統計が入手可能な直近 10 年間の期間で見ると、酪農家数は微減傾向にある。一方、

飼育乳牛数のうち、子牛や乾乳期の乳牛を除いた搾乳乳牛数は 21.1 万頭から 27.6 万頭に増加し、

生乳生産量は 84.1 万トンから 123.3 万トンと、年率平均 4.4％の増加が続いている。 
 

表 1-3 タイの酪農業関連データ 

 
出所：農業・協同組合省 農業経済室（OAE） 

 
1 頭あたり生産量（生乳生産量÷搾乳乳牛数÷365 で算出）は酪農業の生産性を示す重要な指

標である。タイでは 1 日あたり 10.9kg から 12.2kg へと改善傾向にあるものの、日本の約 30kg と

比較すると大幅に低い水準にあり、タイの酪農業の生産性には改善の余地があると言える。 
タイは南北に長い国土を有するため、気候は地域によって多少の違いがあるが、総じて熱帯モ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009-18
年率増加率

酪農協数 軒 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100 98 N.A. N.A. N.A.

酪農家数 軒 20,130 21,371 22,084 21,887 21,265 19,849 19,239 19,454 N.A. N.A. N.A.

飼育乳牛数 千頭 495 525 555 573 590 592 608 626 645 660 3.2%

搾乳乳牛数 千頭 211 219 225 228 238 257 267 279 268 276 3.1%

生乳生産量 千トン 841 911 982 1,022 1,095 1,144 1,179 1,194 1,191 1,233 4.4%

酪農家あたり飼育乳牛数 頭 25 25 25 26 28 30 32 32 N.A. N.A. N.A.

1頭あたり生産量 キロ/日 10.9 11.4 11.9 12.3 12.6 12.2 12.1 11.7 12.2 12.2 1.3%
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ンスーン気候であり、首都バンコクにおいては年間の平均気温は 29℃、平均湿度 73%（2014 年）

である1。生乳生産において優良な品種とされるホルスタイン種は、オランダからドイツにまたが

る地域の原産とされており、本来、冷涼な気候に生息する動物であるため、高温多湿の気候には

適していない。タイの酪農においては、耐暑性に優れるタイ在来種（インド原産のゼブ系）とホ

ルスタイン種を交雑した乳牛の繁殖、育成が行われている。従来、ホルスタイン 75%の交雑種が

大部分であったが、牛舎の暑熱対策等の工夫が進んだことも影響し、近年ではホルスタイン 87%
の乳牛が増えている2。 

 

 

図 1-7 ホルスタイン 75%の乳牛（サケオ試験場） 
 

出所：JICA 調査団（2017 年 12 月撮影） 

 
 
大手酪農家を除く大多数の酪農場では、機械装置の導入は搾乳工程の一部に留まっており、前

後の工程では作業員の労力を要し、非効率的であることも生産性に影響している。本事業におけ

る提案製品である搾乳機機器は、一般に、手搾りからバケット式ミルカー、パイプライン式ミル

カー、ミルキングパーラー、搾乳ロボットへと高度化すると言われている。現在、タイにおいて

はバケット式ミルカーが中心であり、パイプライン式ミルカーやミルキングパーラーは普及して

いない。日本においては 1960 年代から 1970 年代にかけて手搾りからバケット式ミルカーへの転

換、現在主流となっているパルプライン式ミルカーへの転換は 1980 年代後半以降進んだ。これを

参考にすれば、タイの酪農業は日本の 1980 年代前後の状況に近いと言えるだろう。また、生乳の

品質維持及び生乳の歩留まり向上を図るためには冷却（おおむね 5℃以下）及び低温維持が重要

であり、搾乳段階における冷却・低温維持のため用いられるバルククーラーの普及も進んでいな

い。 
 

  

                                                        
1 在タイ日本国大使館ウェブサイト（http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/mamechishiki_bangkok.html、2018 年 7 月
18 日アクセス。）。 
2 タイ・ホルスタイン協会に対するインタビュー（2019 年 6 月）。 
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図 1-8 日本の搾乳機、バルククーラーの変遷 

 
         出所：農林水産省資料 

 
図 1-9 搾乳機器の種類 

 
① バケット式ミルカー     ②パイプライン式ミルカー 

         
 

③ ミルキングパーラー      ④搾乳ロボット 

    

出所：JICA 調査団 
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なお、タイの酪農業の状況を地方別で見ると、生産地はバンコク周辺に集中している。2016 年

の生乳生産量合計 116.1 万トンのうち、中部地方・バンコク近郊が 73.5 万トン（同 63.3％）、東

北地方が 28.6 万トン（同 24.6％）、北部地方が 13.4 万トン（同 11.5％）、南部地方が 0.6 万トン

（同 0.5％）を占めた。また、2016 年 1 月 1 日時点のタイの乳牛頭数 62.3 万頭のうち、40.1 万頭

（構成比 64.4％）が中部地方に、14.2 万頭（同 22.9％）が東北地方で飼育されている。 
 

図 1-10 酪農業 上位 10 県（2016 年） 

 
出所：白地図専門店（http://www.freemap.jp/）、Agricultural Statistics of Thailand より作成 

注：各県名の下の記述は、中段が乳牛頭数、下段が年間生乳生産量、カッコ内は構成比を示す。 
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上記の図では、乳牛頭数、生乳生産量において上位 10 位以内の県に着色し、それぞれの乳牛頭

数、生乳生産量を記載した。これらの 10 県の合計で、国全体の乳牛頭数、生乳生産量の約 9 割を

構成する。生乳生産量の全国シェアが 10％以上である県は、サラブリ県（シェア 21.8％、中部地

方）、ナコンラチャシマ県（15.3％、東北地方）、ロッブリー県（10.4％、中部地方）と、最大消

費地であるバンコク近郊に近く比較的冷涼である中部地方、東北地方に集積している。一方、南

部においては平均気温が高く消費地から遠方であることから酪農業は低調である。 
 
(b)牛乳・乳製品の需給構造 
近年のタイでは経済成長に伴う食生活の多様化、嗜好の欧米化によって牛乳・乳製品に対する

需要が伸長しており、牛乳・乳製品市場は ASEAN 加盟国の中ではインドネシアに次ぐ規模とな

っている。消費量を見ると、2014-16 年平均の 240 万トンから 2018 年予想の 256 万トンへと、年

率 2.2％程度の増加が予想されている。一方、生産量は飼育頭数の増加、1 頭当たり搾乳量の増加

が寄与しているものの同 1.4％程度の増加に留まり、消費の増加分を国内生産のみで賄うことは難

しい状況である。2017 年の推定消費量 249 万トンに占める国内生産量は 112 万トンと約 45％に留

まり、輸出分を考慮すると、約 65％は海外からの輸入に依存していると考えられる。 
 

表 1-4 アジア主要国の牛乳・乳製品の生産・輸入・輸出量（千トン、生乳換算） 

 
出所：生産量、輸入量、輸出量は Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)、消費量は「生産＋輸入－輸

出」で算出。 

 
  

生産 輸入 輸出 消費

2014-16 2017 2018 2014-16 2017 2018 2014-16 2017 2018 2014-16 2017 2018
平均 推定 予想 平均 推定 予想 平均 推定 予想 平均 推定 予想

中国 42,294 41,289 42,306 11,981 13,311 14,140 95 75 74 54,180 54,525 56,372

インド 153,872 165,612 172,899 104 162 181 401 244 251 153,575 165,530 172,829

インドネシア 1,453 1,510 1,530 2,639 2,738 2,777 75 37 35 4,017 4,211 4,272

イラン 7,330 6,855 6,980 431 355 359 519 772 662 7,242 6,438 6,677

日本 7,371 7,281 7,245 1,911 2,171 2,274 7 9 10 9,275 9,443 9,509

韓国 2,159 2,087 2,098 975 1,101 1,162 23 24 24 3,111 3,164 3,236

マレーシア 73 53 54 2,183 2,173 2,125 683 640 657 1,573 1,586 1,522

パキスタン 40,509 40,167 40,569 571 649 665 48 33 33 41,032 40,783 41,201

フィリピン 16 15 17 1,919 2,164 2,156 151 50 56 1,784 2,129 2,117

サウジアラビア 2,531 2,740 2,720 3,258 3,142 3,241 1,276 1,115 1,086 4,513 4,767 4,875

シンガポール - - - 1,714 1,580 1,609 597 470 463 1,117 1,110 1,146

タイ 1,089 1,120 1,135 1,521 1,612 1,667 212 246 246 2,398 2,486 2,556

トルコ 18,467 17,917 18,670 204 124 120 683 861 883 17,988 17,180 17,907

その他 37,033 36,824 36,930 11,239 11,045 11,462 1,758 1,627 1,549 46,514 46,242 46,843

アジア合計 314,197 323,470 333,153 40,650 42,327 43,938 6,528 6,203 6,029 348,319 359,594 371,062
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図 1-11 牛乳・乳製品の輸出入金額の推移 

 

出所：OAE 

 
牛乳・乳製品の輸出入の推移をみると、データが入手可能な 2007 年以降、輸入額が輸出額を一

貫して上回っている状況である。2016 年の牛乳・乳製品のタイへの輸入額は 164 億バーツ（548
億円）となったが、うちニュージーランドからの輸入が 82 億バーツ（274 億円、構成比 50.1％）、

オーストラリアが 21 億バーツ（70 億円、12.5％）を占め、残りは主に欧米諸国からの輸入となっ

ている。形態別では、脂肪分 1.5％未満の粉乳（26.3％）、加糖粉乳（24.6％）、チーズ等（14.1％）

の輸入金額構成比が高い。 
なお、2005 年 1 月にはタイ・オーストラリア自由貿易協定（TAFTA）が、2005 年 7 月にはニ

ュージーランド・タイ経済緊密化連携協定（TNZCEP）が発効し、両国からの乳製品の輸入に係

る関税割当、関税とも、2025 年まで段階的に撤廃される予定である。 
 

 

図 1-12 牛乳・乳製品の国別・製品別輸入金額構成比（2016） 
 

出所：OAE 
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他方、2016年の牛乳・乳製品の輸出は71億バーツ（237億円）となった。輸出先は公表されてい

ないが、豪州から輸入した脱脂粉乳等を加工して周辺国に輸出する製品が中心となる。製品別で

みると、バターミルク・ヨーグルト等が約4割、味付きロングライフ牛乳が約3割を占めている。 
 

(c) 牛乳・乳製品の生産 
 (i)牛乳のサプライチェーン 

市販される牛乳・乳製品の基本的なサプライチェーンは下図の通りである（学校牛乳を除く）。

各酪農家で搾乳した生乳は酪農協または酪農協以外の集乳ステーションが集乳し、酪農協または

集乳ステーションは酪農家に乳代を支払う。酪農協は乳業メーカーに生乳を販売し、乳代を受け

取る。乳業メーカーの製造した牛乳・乳製品はコンビニエンス・ストアやスーパー、ハイパーマ

ーケットなどのモダンストア、個人商店を含むトラディショナルストアなどの小売業者に販売さ

れ、最終消費者に届けられる。また、一部製品については近隣諸国に輸出されている。 
 

図 1-13 牛乳・乳製品のバリューチェーン 
 

出所：各種資料、DLD インタビュー等に基づき JICA 調査団作成 

注：学校牛乳を除く。 

 
一部の乳業メーカーは酪農家と直接契約し、生乳を調達している。また、一部の大規模酪農場

は、自社で加工した乳製品を消費者に直接販売している。例えば国内最大規模の酪農場であるチ

ョクチャイデイリーファーム（Farm Chokchai、ナコンラチャシマ県）は、敷地内で約 5,000 頭の

乳牛を飼育するほか、牛舎に近接する生産工場にて乳製品等の生産を行っている。同社の

「Umm!..Milk」ブランドの乳製品は、敷地内のショップやバンコク市内等の直営店舗で販売され

ている。 
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図 1-14 Umm!...Milk のアイスクリーム（バンコク市内店舗） 
 

出所：JICA 調査団 

 
(ii)乳価決定のしくみ 

タイにおける生産者乳価（酪農家から酪農協または集乳ステーションが買い取る価格）及び生

産団体乳価（酪農協または集乳ステーションから乳業メーカーが買い取る価格）は政府による価

格統制が行われている。また、牛乳（粉乳及び牛乳）の小売価格は商務省による統制対象となっ

ている。 
「牛乳・乳製品法」（後述）に基づいて農業・協同組合省が設置した牛乳及び乳製品委員会（Milk 

and Milk Products Committee、以下「ミルクボード」（後述）。）は、乳価の決定において参照さ

れるべき指針として通達を発行している。生産者乳価に関する通達と生産団体乳価に関する通達

とがあり、それぞれ、買い取り段階の生乳が満たすべき必須条件を挙げた上で、買い取りの基準

価格（Standard Price）及び生乳の品質による基準価格からの増額または減額の基準を示している。

買い取り価格の調整要素となる品質は、栄養面である成分及び衛生面である細菌数等の両面で設

定されている。生産者乳価の調整は、成分として乳脂肪分及び無脂乳固形分、衛生面の基準とし

て細菌数（メチレンブルー還元試験による脱色時間で判定）、SPC 及び SCC に基づいて行われる。

生産団体乳価の調整も、メチレンブルー還元試験による細菌数判定を除き、生産者乳価とほぼ同

様の基準で行われる。 
酪農協または集乳ステーションは、ミルクボードの通達を参照し、基準価格をベースとして品

質による増額または減額の調整を行って買い取り価格を決定し、さらに手数料を差し引いた金額

を酪農家に支払う。乳業メーカーは、ミルクボードの通達を参照し、基準価格をベースとして品

質による調整を行って買い取り価格を決定する。多くの酪農協、集乳ステーション、乳業メーカ

ーがミルクボードの通達に準拠して生乳を取引していると考えられる3。基準価格は酪農家と酪農

協及び集乳ステーションの間、酪農協及び集乳ステーションと乳業メーカーの間の取引価格をコ

ントロールし、酪農家の経営を維持する目的で設けられている。強制力、明確な罰則はないが、

通達に示された金額を下回って取引する場合にはミルクボードによる制裁を受けることとなり、

事実上、下限は確保されている。ただし、乳質が悪い場合には集乳ステーションまたは乳業メー

                                                        
3 DLD に対し、どの程度の割合の酪農協または集乳ステーションが基準価格を使用しているかたずねたところ、

「どの程度準拠しているかについては把握していないが、大部分が従っていると思う」との応答があった（2019
年 2 月インタビュー）。 
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カーが買い取りを拒否することもある4。一方、通達に記載された価格を上回って買い取ることは

制限されないため、良質な生乳を確保する目的で、独自の品質基準や買い取り価格を定める集乳

ステーションや乳業メーカーが存在するとの情報もある。 
 

表 1-5 生産者乳価及び生産団体乳価の基準価格 

出所：農業・協同組合省 

 

 
表 1-6 生産者乳価の調整基準 

出所：2016 年の集乳ステーションにおける生乳標準買い取り価格に関するミルクボード通達（2016 年 9 月 28 日付） 

 
 
 
 

                                                        
4 集乳ステーションや乳業メーカーは、細菌数（SPC）が基準を超過している場合は減額した上で買い取るが、体

細胞数（SCC）が超過している場合は買い取りを拒否することがある。一部の酪農協は、体細胞数の超過が複数

続いた場合は当該酪農家との取引を停止する場合もある（2019 年 6 月、学識経験者に対するインタビュー）。 

（THB/kg）

生産者乳価 生産団体乳価

2013年 16.92 18.00

2014年 16.91 18.00/19.00

2015年 17.74 19.00

2016年 18.02 19.00

2017年 18.09 19.00

3.20%未満 0.40THB/kg減額 脱色時間3.00時間未満 0.50THB/kg減額

3.20%～3.39% 0.20THB/kg減額 脱色時間3.01～4.00時間 0.25THB/kg減額

3.40%～3.59% 調整なし 脱色時間4.01～5.00時間 調整なし

3.60%～3.79% 0.20THB/kg増額 脱色時間5.01～6.00時間 0.25THB/kg増額

3.80%～3.99% 0.30THB/kg増額 脱色時間6.00時間超 0.50THB/kg増額

4.00%以上 0.40THB/kg増額

1,000,000CPU/ml超 0.50THB/kg減額

8.25%未満 0.40THB/kg減額 700,001～1,000,000CPU/ml 0.30THB/kg減額

8.25%～8.34% 0.20THB/kg減額 500,001～700,000CPU/ml 0.20THB/kg減額

8.35%～8.49% 調整なし 400,001～500,000CPU/ml 調整なし

8.50%～8.69% 0.30THB/kg増額 300,001～400,000CPU/ml 0.20THB/kg増額

8.70%以上 0.60THB/kg増額 200,001～300,000CPU/ml 0.30THB/kg増額

200,000CPU/ml以下 0.50THB/kg増額

1,000,000個/ml超 0.50THB/kg減額

700,001～1,000,000個/ml 0.30THB/kg減額

500,001～700,000個/ml 0.20THB/kg減額

400,001～500,000個/ml 調整なし

300,001～400,000個/ml 0.20THB/kg増額

200,001～300,000個/ml 0.30THB/kg増額

200,000個/ml以下 0.50THB/kg増額

脂肪分

無脂固形分

メチレンブルー還元試験

SCC

微生物特性

SPC

成分

体細胞数
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表 1-7 生産団体乳価の調整基準 

 
出所：2015 年の生乳買い取りに関するミルクボード通達（2016 年 9 月 30 日付） 

 
乳業メーカーが買い取る際の基準価格は 1998 年から設定されていたが56、2008 年の「牛乳及び

乳製品法」（後述）制定及び同法に基づくミルクボードの設置によって制度的に裏付けられた。

2015 年以降は、生産団体者乳価に加え、酪農協及び集乳ステーションが酪農家から買い取る際の

基準価格も設定されるようになった7。 
ミルクボードは、年次会合において翌年の生乳生産量、基準価格を決定する。DLD は、酪農場

の規模別、地域別にサンプル牧場を定め、サンプル牧場から生産コストのデータを収集し、平均

生産コストを算定する。生産コストを元に、酪農家が 15%の利益を確保できる水準に基準価格を

定める。ミルクボードは、6 か月に 1 回、生産コストのデータと基準価格を比較し、酪農家の利

益が 15%を下回る場合は基準価格を改定する。 
生産者乳価は 2016 年 10 月版、生産団体乳価については 2015 年 10 月版以降の変更は行われて

いないため、これらが現行となっている。基準価格を引き上げる場合は、ミルクボードの会議に

乳業メーカー、商務省の参加も求める。DLD によれば、酪農協及び集乳ステーションが生乳を買

い取る場合の基準価格は見直しが容易だが、小売価格の上限を商務省が定めていることため、乳

業メーカーが買い取る場合の基準価格の変更は容易ではないとのことである。 
乳業メーカーは、酪農協または集乳ステーションとの間で、年間の最低納入量を取り決めた覚

書を作成する。覚書はおおむね 1 年前に作成される。覚書は、生乳の品質維持のための時間及び

温度の管理に関する要件も定めている8。酪農協及び集乳ステーションは、最低納入量を確保する

                                                        
5 「平成 19 年度 食品帰省実態調査 タイの農業政策、農業の現状と周辺国を巡る動き」、日本貿易振興機構

（JETRO）輸出促進・農水産部、2008 年 3 月、p.46。 
6 DLD に対するヒアリングでは「ミルクボード設立以前にも、1995 年以降は、業界関係者による乳価調整のしく

みが存在した」との説明があった（2017 年 3 月ヒアリング）。 
7 2014 年以前についても生産者乳価基準価格の数値が存在するが（表 1-5）、これは、事後的に生産コストから算

定した参考数値である（2017 年 3 月 DLD ヒアリング）。 
8 Pornthipa Ongkunaruk “Business process analysis and improvement for a raw milk collection centre in Thailand”, 
 

SPC
3.20%未満 0.40THB/kg減額 1,000,000CPU/ml超 0.50THB/kg減額

3.20%～3.39% 0.20THB/kg減額 700,001～1,000,000CPU/ml 0.30THB/kg減額

3.40%～3.59% 調整なし 500,001～700,000CPU/ml 0.20THB/kg減額

3.60%～3.79% 0.20THB/kg増額 400,001～500,000CPU/ml 調整なし

3.80%～3.99% 0.30THB/kg増額 300,001～400,000CPU/ml 0.20THB/kg増額

4.00%以上 0.40THB/kg増額 200,001～300,000CPU/ml 0.30THB/kg増額

200,000CPU/ml以下 0.50THB/kg増額

8.25%未満 0.40THB/kg減額

8.25%～8.34% 0.20THB/kg減額

8.35%～8.49% 調整なし 1,000,000個/ml超 0.50THB/kg減額

8.50%～8.69% 0.30THB/kg増額 700,000～1,000,000個/ml 0.30THB/kg減額

8.70%以上 0.60THB/kg増額 500,001～700,000個/ml 0.20THB/kg減額

400,001～500,000個/ml 調整なし

300,001～400,000個/ml 0.20THB/kg増額

200,001～300,000個/ml 0.30THB/kg増額

200,000個/ml以下 0.50THB/kg増額

微生物特性

脂肪分

無脂固形分

成分

体細胞数

SCC
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ため、契約農家数を増やす、乳量を増加させる等の対応が必要となる場合もある。 
 

表 1-8 平均生乳生産コスト（2017 年度） 

 
出所：DLD 

注：2017 年度全国平均。 

 

                                                                                                                                                                             
Agriculture and Agricultural Science Procedia 3(2015)35-39, p.3. 

(THB)

金額

1.　変動費 1,269.44

1.1　人件費 251.01

飼養作業 127.01

搾乳作業 124.00

1.2　物財費 1,012.84

繁殖費 5.81

濃厚飼料購入費 626.85

粗飼料購入費 302.77

医薬品費 7.82

水道料金・電気料金 8.81

燃料費他 6.25

消耗品費 11.71

修理費 4.08

生乳納入費用 21.10

雑費 17.64

1.3　機会費用（注） 5.59

2.　固定費 216.18

2.1　土地 4.54

2.2　建物、機械減価償却費 45.24

2.3　飼養牛減価償却費 82.65

2.4　建物、機械機会費用 42.59

2.5　飼養牛機会費用 41.16

3.　費用計 1,485.62

4.　生乳1kg当たり総生産費 14.86

区分
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図 1-15 牛乳のサプライチェーンと乳価決定のしくみ 

 
出所：各種資料、DLD インタビュー等に基づき JICA 調査団作成 
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図 1-16 出荷価格の推移 
出所：DLD 

 
(iii)業界のプレーヤー 

農業・協同組合省畜産振興局（以下、「DLD」という。）は、国内獣疫サービス、陸生動物の

健康及び獣医公衆衛生を所掌し、酪農業の振興について中核的な役割を果たす行政組織である。

DLD は当プロジェクトのカウンターパートでもあり、特に酪農業においては、畜産に係る政策の

策定・実施や酪農技術の研究開発・促進・移転等を行っている。 
DLD 所管の外郭団体、DPO は、タイにおける酪農業振興を目的に、酪農家への指導やセミナ

ー開催等を通じて酪農業の振興に寄与するとともに、人工授精用の精液の提供や、生乳処理工場

の運営、牛乳の製造、販売を行っている。 
タイでは全国に約 100 の酪農協、約 70 の民間経営の集乳ステーションが存在し、一部の大規模

酪農家を除き、大部分の酪農家が最寄りの酪農協に加盟している。特に酪農が盛んな地域（サケ

オ、サラブリ、パクチョン等）の有力な酪農協では、農協専属の職員を抱え、資金力もあり、酪

農技術の近代化に関心が強いところが多い。 
全国の酪農家数は、統計が入手できた 2007 以降でピークとなった 2011 年の 2.2 万軒以降は微

減が続き、2016 年は 1.9 万軒となった。他方、乳牛数は 2011 年の 55.5 万頭から 2016 年の 62.3
万頭へと約 1 割増加しており、結果、同期間の農家あたり乳牛数は 25 頭から 32 頭へと増加傾向

にある。 
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図 1-17 酪農家数、農家あたり乳牛数の推移 

 

出所：OAE 

 
(iv)タイの酪農業の課題 

タイの酪農業の課題として、1 頭あたりの生産量（乳量）が少ないことが挙げられる。酪農家

から酪農協または集乳ステーションが買い取る単位乳量当たりの価格は統制されているが、1 頭

当たりの乳量が少なければ収入は増加しない。 
まず、乳牛の飼養管理が課題となっている。酪農先進国では乳牛を個体別で管理し、発育段階、

健康状態、搾乳中であるか等の条件に応じて牧草、牧草以外の飼養作物及び配合飼料の構成を機

動的に組み替えることが行われている。例えば搾乳牛と乾乳牛では粗飼料（イナワラ等）、濃厚

飼料（TMR）の適切な分量とバランスが異なる。搾乳牛については、濃厚飼料を与えることによ

り乳量を増加させることができるが、消化器に負荷をかけないためには適量の粗飼料も与えなけ

ればならない。一方、乳量が減少している牛や乾乳牛には、濃厚飼料の過度の給餌は疾病につな

がるため、粗飼料中心に与えるなど、牛の乳量や体調を考慮したきめ細かい調整が必要とされる。 
一方、タイの大半の酪農場では個体管理は行われておらず、搾乳牛に栄養価が比較的低い粗飼

料ばかりを給餌していたり、乾乳牛に濃厚飼料を与えていたりと、飼養管理が不十分であること

が指摘される。いずれの場合も牛の疾病や分娩障害を引き起こす恐れがある。実証開始前の試験

場でも、乳量が多いものの栄養価が足りず、背中が痩せている乳牛も見受けられた。 
牛の周産期管理（個体管理を通じた牛の発情の検知、種付け、及び牛の周産期に応じた飼養管

理）も生産性向上に不可欠である。日本では分娩間隔を 400 日（出産から 100 日以内に受胎）に

近づけるように周産期を管理するが、タイでは一般的に分娩間隔が長く、乾乳牛が多い。乾乳牛

は栄養が不足していると発情が起こらず、栄養過多であると分娩障害のリスクが高まることから、

乳牛の状況に応じた管理が必要とされる。 
また、搾乳技術についても改善すべき点が多い。不適切な搾乳は乳房炎が発生するリスクを高

め、乳房炎の牛が増えると酪農家の経営とって大きな損失となる。しかしタイの多くの酪農家で

は「正しい搾乳方法」を実践できていない。乳房炎は微生物の感染によって引き起こされるが、

搾乳前後の乳房、機器の不十分な衛生管理に加えて、乳房内の乳を機械で最後まで搾りきろうと

して乳房の組織を傷めてしまう過搾乳がしばしば行われている。 
最後に、タイでの酪農家の 90％以上がバケツ式ミルカーで搾乳、搾乳工程は機械化されている
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ものの、手作業で集乳缶に移して集乳ステーションに運搬するなど、前後の各工程で手作業を要

することから酪農家の作業負担が大きく、酪農業における低い生産性の主因となっている。 
 
次に、衛生面での課題も多い。国内生産の牛乳は品質が必ずしも高くないことが指摘されてい

る。例えば 2011 年にナコンパトム県内の 4 校では計 500 人の生徒が学校牛乳制度による食中毒で

病院に搬送される事件が発生した。2016 年にはナコンラチャシマの小学校で 34 人の生徒が学校

牛乳を飲んだ後に体調不良に陥り、2018 年にはバンコク市内の学校に腐敗した牛乳を提供したと

して、農業協同組合省は当該酪農協を出荷停止処分とした。DLD は既に、2013～2017 年の酪農

業に関する計画において、国産畜産の技術向上及び市場確保を二本柱として掲げ、前者について

は牛乳の品質向上を重要課題として位置付け取り組んできたが、このような事件を機に、国民の

間で食の安全・安心に対する意識は一層高まりつつある。 
牛乳の品質が低い要因は搾乳、輸送、保存、製品製造、販売管理の各プロセスにみられるが、

大きな要因の一つは搾乳プロセスにおける品質管理水準が低いことである。特に搾乳段階での品

質管理に大きな影響を及ぼすのが乳房炎による細菌である。タイでは搾乳前の乳房炎の検査が徹

底されておらず、集乳缶に汚染乳が混入する可能性が指摘される。機器類を導入して乳質が改善

したとしても、買取価格に大きな差が出ないため、インセンティブが働かない。酪農家の多くは

小規模経営であり、先進的な酪農関連機器を導入する資金力が乏しく、乳質改善の必要性に対す

る意識も低いため、酪農業全体の改善を図ることは容易ではない。 
また、搾乳機器類の洗浄不十分も指摘される。バケツ式ミルカー、集乳缶の洗浄は手作業で行

われており、また、洗浄能力が十分な専用洗剤が普及しておらず、十分な洗浄効果が得られてい

ない。搾乳後の生乳を集乳ステーションに運搬する際、冷却が行われていない。また、生乳の運

搬に必要な集乳車（保冷機能付タンクローリー）が普及していない。 
 
このような搾乳プロセスは衛生面で課題が多い。生乳中に細菌が入り、増殖するリスクが高く、

牛乳・乳製品の食中毒発生の大きな要因となっている。日本を含め先進国では標準とされている

搾乳技術が普及しておらず、搾乳技術を指導する指導員的立場の人材が不足していることも影響

している。 
一方で、今後は海外からの乳製品との競争が激化する見込みである。オーストラリアとは 2005

年 1 月 1 日にタイ・オーストラリア自由貿易協定（TAFTA: Thailand-Australia Free Trade Agreement）
が発効し、2015 年 1 月 1 日時点で一部品目を除くすべての関税、関税割当が撤廃された。乳製品

についてはセンシティブな品目として関税、関税割当が留保されているが、2025 年に向けて段階

的に撤廃される予定である。また、ニュージーランドとの間についても 2005 年にタイ・ニュージ

ーランド経済緊密化連携協定（TNZCEP: Thailand and New Zealand Closer Economic Partnership）が

発効、既に大部分の関税がゼロまで引き下げられており、オーストラリアと同様、乳製品につい

ても 2025 年までに関税、関税割当とも撤廃される予定である。 
2025 年以降の上記二ヵ国からの乳製品の輸入量急拡大に備え、タイ政府や酪農関連企業・組織

の間では、国内の酪農業の底上げを図るための動きが顕在化している。DLD は国内酪農業の効率

化を推進するため、一定の申請が受理された酪農協を対象に、搾乳機の購入に対する低利融資制

度を提供している。また、DLD 担当者によると、農産品分野では既に鶏、卵の中のヒナ、豚、ア

ヒルについて適正家畜飼育行動規範（GAHP:Good Agricultural Husbandry Practice）認証を導入済み
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であるが、搾乳機、バルククーラーについても導入に向けて調整中であり、GAHP を満たさない

搾乳機は今後販売できないようにする計画とのことである。 
 
なお、③ア）(a)に後述する「酪農生産効率化プログラム」の実施対象となっている酪農協や、

積極的な事業拡大を目指している集乳ステーションにヒアリングを行ったところ、FTA 発効に伴

う乳製品の競争激化に備えて、傘下の酪農場の機械化を早急に進めるべきであるとの危機感を有

していた。そのために、政府等が地峡する金利優遇策などがあれば積極的に活用する意向である。

一方、傘下の酪農家レベルでは FTA について議論される機会がなく、特に大きな問題としては認

識されていないようだ。 
 
(d)牛乳・乳製品の需要 
(i) 需要構造 
タイ国内における生乳生産量は、OAE の数値が入手可能な 2007 年から 2018 年の 11 年間で約

1.7倍の規模に拡大しており、2019年は過去最高となる 133万トンにまで増加する見通しである。

このうち、生産量の約 4 割を学校牛乳が占めると試算されており（出所：DLD、2017 年時点）、

需要を下支えしている。 
なお、学校牛乳の需要量は足元では縮小する傾向にあると推測される。下図は学校牛乳の消費

量を簡便的に試算した図表である。タイの 4～12 歳の人口に対して、1 日あたり 200ml を年間 260
日配布することを想定して試算したところ、2018 年の学校牛乳の消費量の推計は 35.8 万トンと、

生産量 123.3 万トンの 29.0％に相当する量となった。 
しかし、タイにおいても少子高齢化が進んでおり、今後も子供の人口減が続くことが予想され

る。US Census Bureau の推計でも、4～12 歳の人口は 2014 年の 720 万人から 2019 年の 684 万へ

と減少しており、それに対応して学校牛乳消費量・構成比とも減少している。他方で、生乳生産

量から学校牛乳消費量を除いた「その他消費量」、すなわち一般的な小売市場を通じた需要は全

体の 7 割を占め、年間数％のペースで拡大している。 
 

表 1-9 生乳消費量の内訳（想定に基づく試算） 

 出所：OAE、US Census Bureau。「学校牛乳消費量」、「その他消費量」は試算値 

 
 

(ii) 学校牛乳 
1985 年に設立された National Milk Drinking Campaign Board は、牛乳の需要拡大を訴える酪農家

2014 2015 2016 2017 2018 2019F

生乳生産量 千トン 1,144 1,179 1,194 1,191 1,233 1,332

4～12歳の人口 千人 7,198 7,070 6,974 6,918 6,875 6,842

学校牛乳消費量 千トン 374 368 363 360 358 356

伸び率 -- -1.8% -1.4% -0.8% -0.6% -0.5%

割合 32.7% 31.2% 30.4% 30.2% 29.0% 26.7%

その他消費量 千トン 770 812 831 831 876 976

伸び率 -- 5.5% 2.4% 0.0% 5.4% 11.5%

割合 67.3% 68.8% 69.6% 69.8% 71.0% 73.3%
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の声を反映し、学校牛乳制度の前段階となるパイロット事業を開始した。ここではバンコクとチ

ェンマイの幼稚園・小学校に通う子供の保護者に対し、25％値引きで牛乳を購入できるクーポン

が配布された。1992年に開始したNational School Milk Programmeでは対象地域は全国に拡大され、

牛乳も無償で配布されることとなった。同プログラムはタイの酪農産業の支援策としての意味合

いが強く、生産した生乳の安定的な需要先を確保するとともに、幼少期に牛乳の味に慣れ親しん

だ子供たちが将来的に牛乳の消費者へと成長することを目的としていた。加えて、当時問題とな

っていた児童の栄養不足の解消にも寄与することが期待された。 
しかし、National School Milk Programme の導入直後は牛乳の品質等について規定がなく、納入

業者は入札で決定していたことから、学校から遠方に工場を持つ業者が落札して運搬中に牛乳の

品質が低下してしまうケースが発生。また、生乳と比較してより安価なパウダーミルクや水を混

入させる業者が現れるなど、学校牛乳の安全性確保が難しい状況となっていた。 
2000 年以降は学校で提供する牛乳の原料は生乳のみに制限され、学校牛乳専用のパッケージの

利用が求められた。また、学校に牛乳を納入できる業者はすべて HACCP の認定を受けなければ

ならず、納入できる業者は同一地域に存在する工場に制限されることとなった。 
現行の学校牛乳制度では、幼稚園から小学校 6 年生までの児童に対して毎日 200ml のパスチャ

ライズ牛乳が無償で配布される。年間で 260 日分が供給されており、うち夏季休暇等の長期休暇

分については、保存に優れた超高温殺菌（UHT）牛乳を持ち帰る制度となっている。 
 

(iii) 学校牛乳以外（小売市場など） 
Euromonitor によると、ヨーグルトやバター、チーズを含むタイの牛乳・乳製品市場は、小売価

格ベースで毎年 6～8％の成長が続いており、2018 年は約 1,069 億バーツ（約 3,700 億円）となっ

た。また、今後も 7％前後の拡大が続く見込みであり、5 年後の 2023 年には約 1,500 億バーツ（約

5,200 億円）と、現在の 1.4 倍の規模に拡大することが予想される。 
 

図 1-18 タイの乳製品小売市場規模 
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注：上記は小売価格ベースであるため、学校牛乳制度向けの牛乳は含まれない。 

出所：Euromonitor 

 
中でも構成比が高まっているのが乳用乳製品のうち「牛乳」、「その他飲用乳製品」であり、

2018 年から 2023 年にかけて、「牛乳」は 201 億バーツ（700 億円）から 305 億バーツ（1,067 億

円）と約 1.5 倍、「その他飲用乳製品」は 225 億バーツ（787 億円）から 350 億バーツ（1,225 億

円）と約 1.5 倍の規模へと増加することが予想されている。 
「その他飲用乳製品」のうち売上高を伸ばしているのは、特定の栄養機能を持たせた乳飲料で

あり、近年ではタイにおける健康志向の高まりとともに、消費者の支持を集めている。例えば

FrieslandCampina が 2015 年に販売を開始した「F&N Magnolia Ginkgo Plus」は、ビタミンやカルシ

ウム成分を強化するとともに、脳・精神機能の向上に効果があるとされるイチョウ成分を配合し、

売上高を伸ばしている。CP Meiji は 2017 年に「CP Meiji Gold Advance」を発売、50 歳以上の消費

者を対象に、カルシウムやタンパク質、ビタミン等を強化した牛乳を販売開始した。 
 

表 1-10 牛乳・乳製品のブランド別マーケットシェア（2018 年） 
ブランド名 メーカー シェア 

Foremost FrieslandCampina (Thailand) 38.3% 

Meiji CP Meiji Co Ltd 18.8% 

Thai-Denmark Thai-Danish Dairy Farm 10.6% 

Bear Brand F&N Dairies (Thailand) Ltd. 10.6% 

Nong Pho Nong Pho Dairy Cooperation 2.9% 

Anlene Fonterra (Thailand) Ltd 2.9% 

Dutch Mill Dutch Mill Co Ltd 2.5% 

Others  13.4% 

出所：Euromonitor 等より作成 

 
牛乳・乳製品をブランド別で見ると、オランダ系 FrieslandCampina (Thailand)が展開する Foremost

ブランドが 4 割弱のシェア、第 2 位は明治とタイ CP フーズの合弁会社である CP-Meiji の Meiji
ブランドが約 2 割のシェア、次いで Thai Danish Dairy Farm の Thai-Denmark ブランドが約 1 割の

シェアを有している。なお、上記シェアはスーパーや個人商店等の小売販売ベースであるため、

学校牛乳制度を通じた牛乳の消費は含んでいないと推察される。 
Foremostブランドを展開する FrieslandCampinaは約 50年前にアイスクリームのメーカーとして

タイ市場に進出した。1992 年以降、特にロングライフ牛乳、低温殺菌牛乳、ヨーグルトを中心と

した牛乳・乳製品の提供を開始し、現在は味付き牛乳や栄養機能乳製品・ヨーグルトに強みを持

つ。小売店の店頭でもイチゴやココア、フルーツ等のフレーバー乳や栄養機能付きヨーグルトの

構成比が高い。 
CP-Meiji は 1989 年に設立され、タイで初めて低温殺菌牛乳を本格展開した。同国ではそれまで

高温殺菌されたロングライフ牛乳が主流であったが、コンビニエンス・ストア、スーパーマーケ

ット、ハイパーマーケット等のモダンストアによるコールドチェーン整備に伴って、賞味期限が

短く品質管理が難しいが風味が優れている同社の低温殺菌牛乳の構成比が高まった。Meiji ブラン

ドの主流はプレーン牛乳（低脂肪、無脂肪含む）であり、フレーバー乳の構成比は低い。 
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Thai-Denmark ブランドの牛乳を提供する Thai Danish Dairy Farm は、前述の通り、タイ政府とデ

ンマーク政府の共同プロジェクトとして 1962 年に始動。以来、同国内で最も歴史が長いメーカー

として、ロングライフ牛乳、低温殺菌牛乳、その他乳製品を提供している。上記のブランド別マ

ーケットシェアでは 10.4％に留まるものの、タイの全牛乳生産量の約 3～4 割を占める学校牛乳制

度向けの牛乳の提供分を勘案すると、シェアは大幅に上昇するものと考えられる。 
 
 

  
図 1-19 乳飲料の商品棚（バンコク市内店舗） 

 
出所：JICA 調査団（2017 年 11 月撮影） 

 
③ 事業実施国の関連計画、政策（外交政策含む）および法制度  

ア）酪農業関連計画、政策 
(a) 酪農及び乳製品振興戦略 2017-2026  
「酪農及び乳製品振興戦略 2017-2026」（”Strategies for Developing Dairy and Dairy Products 

2017-2026”、2016 年 8 月 15 日）は、タイの酪農業を国際水準に引き上げることをビジョンに掲

げた 10 年間の計画を示す DLD の政策文書である。同文書は、2017 年から 10 年間の戦略として、

「酪農家・団体の強化」、「乳業・乳製品産業のレベルアップ」、「牛乳・乳製品の消費促進」、

「酪農関連データベースの整備」及び「酪農家の知識向上のための研究開発」の 5 項目を示して

いる。同文書は、タイの酪農業を国際水準に引き上げるとのビジョンに向けた具体的なゴールと

して①酪農家・酪農団体が強化される、②国産牛乳の品質が向上する、及び③乳製品が年齢層に

対応して多様化する、の 3 つを示している。これら 3 つのゴールを達するための 2017 年から 10
年間の戦略として、「酪農家・団体の強化」、「乳業・乳製品産業のレベルアップ」、「牛乳・

乳製品の消費促進」、「酪農関連データベースの整備」及び「酪農家の知識向上のための研究開

発」の 5 項目を示している。 
「酪農家・酪農協の強化」に向けたアプローチには、「システマティックな省力化及び日次の

作業負担軽減のための酪農家による総合的な酪農機器の活用促進・支援」が盛り込まれている。

「乳業・乳製品産業の国際基準への引き上げ」については、酪農場、集乳ステーション及び乳業

メーカーの各段階における品質向上、コスト削減による効率性向上が挙げられている。評価指標
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のうち生乳の品質に関する指標は、酪農場段階における生乳の体細胞数 400,000 個/ml 未満、無脂

肪固形分 8.75%以上、脂肪分 3.75%以上、集乳ステーションにおける細菌数 300,000CFU/ml 以下

となっている。 
 
 

 
図 1-20 「酪農及び乳製品振興戦略 2017-2026」の概要 

 
出所：DLD 資料から JICA 調査団作成 

 
(b) 酪農生産効率化プログラム 
DLD が 2015 年 4 月に公表した「酪農生産効率化プログラム」9（2015 年 4 月 3 日）は、酪農業

の生産性向上と酪農家の経営改善を目的とした支援プログラムである。同プログラムは、タイミ

ルク（Thaimilk）酪農協（サラブリ県）、パクチョン酪農協（ナコンラチャシマ県）及びワンナ

                                                        
9 2015 年 4 月 3 日付。 
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ムイェン（Wang Nam Yen）酪農協（サケオ県）の 3 酪農協及び各酪農協の会員酪農家 50 戸を対

象に、以下を目的として 2015 年～2019 年の 5 年間にわたり実施するものである。 
 

 酪農家の生産性向上と生乳の品質向上 
 酪農家の収入増加及び生活の質向上、酪農の労働不足改善 
 TMR（配合飼料）センターによる質・量ともに十分な飼料の供給 
 牛乳の品質向上、生乳の輸送コスト削減 
 持続可能な酪農業 
 商業的な成功を収めるための酪農業の競争力強化 

 
プログラムの評価指標は、平均搾乳量 15kg/頭・日、年間 1,000 頭の子牛生産、年間 5,000 トン

の粗飼料生産及び年間 30,000 トンの混合飼料生産となっている。 
 

表 1-11 酪農生産効率化プログラム 
活動項目 予算 内容 

1. 酪農家の改革 150 百万 THB 
（約 501 百万円） 

酪農場の設備・経営改善： 
 パイプラインと冷却タンクの導入 
 酪農協による TMR（混合飼料）の供給 
 酪農協による子牛買い取り、育成及び売り戻しによる飼

養頭数 50 頭規模の確保 
2. 家畜更新のしくみ構築 62 百万 THB 

（約 207 百万円） 
酪農協が 5 か所の農場を設置、酪農家から子牛を預かり、

15～18 か月間育成、酪農家の負担を軽減。 
3. TMR センターの設立 83 百万 THB 

（約 277 百万円） 
生産量 90～144 トン/日規模（搾乳牛 2,000 頭及び乾乳牛・

育成牛 500 頭）の TMR センターを設立、酪農家に TMR を供

給。 
4. 集乳・輸送コストの削減 5 百万 THB 

（約 17 百万円） 
酪農協が集乳タンクローリーを購入、牛乳の輸送コスト低減

と品質確保を図る。 
5. 連携強化 5.7 百万 THB/年 

（約 19 百万円） 
酪農関連機関間の連携強化：DLD、DPO、協同組合振興

局、土地開発局、牛群管理ユニット
10

及び参加酪農協間の連

携。DLD による人工授精、飼料の提供。 

 
プログラムの実施に必要な資金 9 億バーツ（約 30 億円）は、農業・農業協同組合銀行から各酪

農協に対する低利融資によって供給される。融資期間は 5 年間、返済条件は以下のとおりである。 
 
 1 年目 元本返済なし、年利 2%返済 
 2 年目 元本返済なし、年利 2%返済 
 3 年目 元本 30%及び年利 2%返済 
 4 年目 元本 30%及び年利 2%返済 
 5 年目 元本 40%及び年利 2%返済 

 
融資する農業・農業協同組合銀行に対し、政府から 5 年間で計 9,495 万バーツ（約 3.2 億円）の

                                                        
10 牛群管理ユニット（DHHU: Dairy Herd Health Unit）。 
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利子補給が行われる。 
各酪農協は農業・農業協同組合銀行から融資を受けた資金を会員の酪農場に融資し、会員酪農

場は資金を設備改善、TMR 購入等に充てることができる。融資先酪農場は各酪農協の裁量によっ

て選定することができる。対象 3 酪農協のうち Wang Nam Yen 酪農協（サケオ県）は、2016 年 5
月以降、同プログラムの低利融資を利用して会員の酪農場 50 か所（2018 年 12 月まで）に受託企

業の搾乳システムを導入している。 
なお、2019 年 2 月時点では、同プログラムの後継プログラムの計画はない11。 

 
図 1-21 Wang Nam Yen 酪農協会員酪農場 

 
出所：JICA 調査団（2018 年 3 月撮影） 

 
イ）酪農業・乳業関連法制度 
 食品の安全性に関する主な行政機関は保健省及び農業・協同組合省である。農業・協同組合省

は主に生産段階での安全を確保する目的で、農産物及び食品の規格基準の設定、輸出用農産物及

び食品の規格証明書の発行等を行う。農業・協同組合省において畜産物を担当する DLD は、「牛

乳及び乳製品法」等の関連法制度に基づいて酪農業・乳業の事業者における取扱いと生乳・牛乳

の品質を所管する。また、国内農水産品の規格、食品安全に関する認証は「農産品規格法」に基

づく同省農産品・食品規格基準局 National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
（ACFS）の所管である。保健省は、国産であるか輸入食品であるかに関わらず、国内で流通す

るすべての食品に係る衛生規則を定め、国内で販売する食品を製造する食品製造工場の製造工程、

品質規格管理の検査等を担当する。タイ国内で販売される牛乳・乳製品の検査及び認証、牛乳・

乳製品加工・製造工場の検査は「食品法」に基づき主に同省食品医薬品局（Food and Drug 
Administration（FDA））が所管する。輸出向け農産物及び食品の製造は農業・協同組合省の所管

であるが、国内向け農産物及び食品と海外向けのそれらの品質規格が同等となるよう、両省が共

同で担当することとされている。 
この他、牛乳・乳製品の小売価格については商務省の統制対象となっている。 

 

                                                        
11 DLD に対するインタビュー（2019 年 2 月）。 
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(a) 牛乳及び乳製品法 
「牛乳及び乳製品法（Dairy and Dairy Products Act B.E.2551）」（2008 年 1 月 31 日）は、牛乳

及び乳製品委員会（Milk and Milk Products Committee、以下「ミルクボード」）の設置を定めた法

律である。ミルクボードは農業・協同組合次官を委員長、タイ酪農振興公団（Dairy Promotion 
Organization of Thailand（DPO））所長を事務局長とし、農業・協同組合省、商務省（Ministry of 
Commerce）、内務省（Ministry of Interior）、教育省（Ministry of Education）、保健省（Ministry of 
Public Health）等の関係省庁と酪農関係団体で構成される。 
ミルクボードは以下の役割を担う（同法第 10 条）。 
 
 酪農業の振興及び発展のための政策、計画及び措置の設定 
 国内及び国際的な牛乳及び乳製品の生産及び流通に関する政策及び計画の策定 
 牛乳、粉乳及び乳製品の輸入及び輸出の数量及び条件の決定 
 牛乳の生産コスト算定のための基準及び手続きの決定、酪農生産者からの牛乳及び乳製品

の買い取り価格及び買い取り日の設定 
 ミルクボードが定めた規則または通知を破壊する、または準拠しないものに対する罰則規

定の適用 
 本法に基づく小委員会またはワーキンググループの任命、事実、説明、コメントまたは提

言のための政府機関、国営企業または個人の招集、関連文書の要求を含む。 
 生産、生産要素、酪農業の場所、集乳ステーション及び乳製品工場、牛乳及び乳製品の生

産及び販売にかかる輸送システムに関する政府機関、酪農協同組合、乳製品事業者及び酪

農産業関係者との調整 
 本法の施行を目的とした規則、規定またはこれらの施行に関する指示の発出 
 その他、法の定めに基づく乳製品及び酪農産業に関するその他の義務 
 
生乳の基準価格は、ミルクボード内に設けられた牛乳・乳製品小委員会において審議され、決

定される。ミルクボードは、牛乳・乳製品の企業別輸入割当量を設定しており、国内生産、輸入

及び輸出で構成されるタイ国内の牛乳・乳製品の供給量及び価格をコントロールする役割を担っ

ている。前述のとおり、基準価格の順守についての強制力はなく、直接的な罰則規定はないが、

基準価格に基づかない取引を行った乳業メーカーに対しては、ペナルティとして輸入割当量を削

減している。 
 

 (c) 農産品規格法 
2004 年、タイ政府は、国内で流通する農産品の安全性向上と輸出競争力強化によって「世界の

台所（”Kitchen of the World”）」となることを目標に掲げ、原材料の輸入、農場から食卓に至る食

品安全の強化への取り組みを宣言した。この時策定された「食品安全ロードマップ（Road Map of 
Food Safety）」は、農業における投入、農場、食品加工、製品化及び流通の各段階における基本

方針を掲げており、農場段階においては GAP の導入、食品加工段階においては GMP 及び HACCP
の導入が示された。「ロードマップ」の実現に向けた活動の中心となっているのが農業・協同組

合省食品規格基準局（National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards: ACFS）である。

2008 年、GAP、GMP 等の農産品・食品の生産管理、包装、商標、ラベル表示等の規格について
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取り決めた「農産品規格法（Agricultural Standards Act）B.E.2551（2008）」（2008 年）が制定さ

れ、ACFS が同法の所管部局となった12。 
農産品規格法に基づく各種認証はACFSが統括し、各分野の担当部局、例えば酪農の場合はDLD

が検査を実施、検査に合格したものに対し ACFS が認証を与える。認証されたものには品質保証

を示す「Q マーク」が与えられる。このことから、農業・協同組合省が推進する GAP は「QGAP」
と呼ばれる13。農産品規格には任意規格と強制規格の 2 種類があり、規格において任意規格と定

義された場合、認証の取得が必須とはされないが、申請によって認証を得、農産品等に Q マーク

を付し、安全性が高いことのアピールに役立てることができる。農産品規格は生産品規格

（Commodity Standards）、システム規格（System Standards）及び一般規格（General Standards）に

大別される。 
 

図 1-22 Q マーク 

出所：ACFS ウェブサイト（http://www.acfs.go.th/qmark/q_mark_green.jpg、2018 年 1 月 18 日ダウンロード） 

 
農産品規格のうち牛乳・乳製品に関する規格は TAS6003-2010（生乳）（2010 年 11 月 12 日）

（生産品規格）である。同規格は「生乳」を「初乳を含まない出産後 3 日以降の酪農牛の乳で、

添加、抽出、冷却を除くいかなる工程も経ていないもの」と定義し、生乳の品質について以下の

とおり定めている（「第 3 項 品質」）。 
 
3 品質 
生乳の品質は以下のとおりでなければならない： 
3.1 色は白色または乳白色で自然の匂い及び味を有する。 
3.2 乳は正常でいかなる不純物も含んではならない。 
3.3 70%エチルアルコールによる簡易検査においてタンパク質の沈澱があってはならない。も

し沈殿が観察された場合、沸騰試験による凝固によって試験結果を確認しなければならない。 
3.4 滴定酸は 0.16%を超えてはならず、pH は 6.6 から 6.8 の間でなければならない。 
3.5 凝固点は-0.520℃以下でなければならない。 
3.6 比重は 20℃で 1.028 以上でなければならない。 
3.7 メチレンブルー脱色時間が 4 時間以上またはレサズリン脱色時間が 1 時間培養で少なくと

もグレード 4.5 でなければならない。 
3.8 体細胞数は 500,000 個/ml 以下でなければならない。 
3.9 タンパク質含有量は重量に対し 3.00%以上でなければならない。 
3.10 脂肪分は重量に対し 3.35%以上でなければならない。 

                                                        
12 本項の作成に当たっては JETRO「平成 21 年度 タイにおける食品安全性確保への取組み」（2010 年 3 月）を参

考にした。 
13 タイにおいては、政府が主導する QGAP の他、タイ商工会議所等が推進する民間ベースの ThaiGAP 及び

GLOBAL GAP の 3 種類の GAP が存在する。 
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3.11 無脂肪固形分は重量に対し 8.25%以上でなければならない。 
 
出所：TAS-6003-2010 

 
生乳の規格 TAS6003-2010 はシステム規格 TAS6402-2009（Good Agricultural Practices for Dairy 

Cattle Farm）（酪農場のための GAP）（2009 年 12 月 28 日）と併せて利用すべきとされている（「第

1 項 範囲」）。TAS6402-2009 は酪農場の施設、飼料、組織、清掃・メンテナンス、乳牛の健康

管理、搾乳について基準及び基準ごとの検査手順を規定している。このうち「搾乳」については、

別紙で生乳の品質を規定し、生乳の品質検査によって確認することとしている。 
TAS6003-2010 及び TAS6402-2009 はいずれも任意規格だが、2019 年 2 月時点で約 30%の酪農

場が取得済みであり、DLD としては 2 年以内に全農場が取得する見通しを持っている14。 
この他、牛乳・乳製品の製造に係る農産品規格には以下のものがある。 
 
規格 内容 

TAS6401-2015（集乳ステ

ーションのための GMP）

2015 年 11 月 19 日 

集乳ステーションの施設、機器、管理手順（牛乳の受け入れ、冷却、保管、品質検

査）、清掃・メンテナンス、職員の衛生管理、牛乳の輸送、研修、会員（当該ステ

ーションに牛乳を納入する酪農家）の管理、記録等について要求事項（requirements）

を規定している。 

集乳ステーションは、十分な容量の生乳冷却システムを持ち、会員酪農家から持ち

込まれた生乳を 4℃以下に冷却することとされている。集乳ステーション段階にお

ける生乳の品質に関する具体的な基準は同規定に含まれておらず、「基準に則って

検査・試験すること」とされている。 

TAS6407-2008（牛乳及び

乳製品の衛生に関する

手順の規範、第 2 巻） 

TAS6003-2010（生乳）「8 衛生」において、生乳の製造、包装及び保管は、衛生的

な条件下で行うこと、及び、TAS6407-2008（牛乳及び乳製品の衛生に関する手順の

規範、第 2 巻）に準拠することが必要であり、消費者にとって害を及ぼす混入を防

ぐこととされている。 

 
(c) 酪農機器の規格 
現在、DLD は、酪農機器の規格策定を進めている。2019 年 6 月時点では、バケット式ミルカ

ー及びパイプライン式ミルカーの 2 種類の案が作成され、パブリック・コメントを実施中である。

いずれも強制ではなく任意規格となる見込みである。酪農機器の規格策定はタイ・ホルスタイン

協会が DLD に提案したものであり、同協会内に設置された小委員会においてドラフティングさ

れた。今後は搾乳機器を設置する技術者の資格制度を設ける構想もある15。 
 
(d) 食品法 
「食品法（Food Act）B.E.2522（1979 年）」は、食品消費による健康被害から消費者を保護し、

健康被害を予防することを目的に、食品工場設置、食品輸入の許可、製造、表示、販売、広告の

                                                        
14 DLD に対するインタビュー（2019 年 2 月）。 
15 DLD に対するインタビュー（2019 年 2 月）。 
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許認可など食品衛生に係る運用基準を定めた法律である16。保健省食品医薬品局（FDA）は食品

法に基づいて国内食品の安全性確保に関する中心的な役割を担い、食品に係る製造、販売、輸入

の基準策定、許認可等を監督する17。 
食品法において、食品は以下に区分される18。区分に基づき、保健省令によって登録手続き等

が規定され、保健省食品規則（notification）によって個別食品規格が規定されている。 
 
 特定管理食品（7 品目） 

 消費者の健康衛生に甚大／かなり大きなリスクがあり、消費者を死亡させる可能性が

ある。 
 食品添加物、チクロ、ステビア等の複数の多種食品生産と併用する食品／化学物質 

 品質規格管理食品（39 品目） 
 発酵食品、栄養価や安全面に影響を及ぼす食品 
 消費者の健康衛星にただちに重大な影響を及ぼさないが、長期的には消費者の健康衛

生に重大な影響を及ぼす可能性のある生産プロセスを経る食品 
 製品の消費者に対する安全確保のために生産プロセス管理を実施する必要のある食

品 
 表示管理食品（11 品目）：特定管理食品、規格食品に該当しない食品 

 食品添加物の仕様が厳格に規制されており、微生物の繁殖に適さない環境が保たれて

いるために危険性の低い食品 
 一部に管理が不十分な生産プロセスがあったとしても製品の消費者の健康衛生に対

する危険性がかなり低い食費イン 
 一般食品：上記 3 種類以外の食品 

 
特定管理食品、品質規格管理食品及び表示管理食品を製造または輸入する者は、FDA に製品を

登録しなければならない。 
牛乳・乳製品は品質規格管理食品に区分される。牛乳には食品規則 No.350/2556（2013）（牛乳）

が適用され、この他、フレーバー牛乳（No.351/2556（2013））、その他の乳製品（No.352/2556
（2013））、乳酸飲料（No.353/2556（2013））、アイスクリーム（No.354/2556（2013））につい

てそれぞれ規則が存在する。 
牛乳の食品規則 No.350/2556（2013）では、牛乳を味付けされていない液状生乳（fresh plain fluid 

cow’s milk、生乳から製造され、80℃以下で殺菌された、乳脂肪分重量比 3.2%以上の製品）また

は味付けされていない液状牛乳（plain fluid cow’s milk、生乳から製造され、「味付けされていな

い液状生乳」以外の工程を経た生乳。分離、または無脂肪固形分が重量比 1%を超えない範囲で

の乳脂肪分の添加を除く添加が行われていないこと。）と定義し、規格を以下のとおり定めてい

る。 
 

                                                        
16 http://www.ilsijapan.org/ILSIJapan/COM/W2015/04_Thailand.pdf 
17「加工食品の現地輸入規則および留意点：タイ向け輸出」貿易・投資相談 Q&A、JETRO ウェブサイト

（https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-080913.html）、2019 年 7 月 19 日アクセス。 
18 「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」JETRO、2015 年 3 月、p.9。 
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第 7 条 熱処理を経た味付けされていない液状生乳または味付けされていない液状牛乳は以下の品

質または規格を満たさなければならない： 
(1) 結核、流産などをヒトに引き起こす伝染病が存在しないこと 
(2) 初乳を含まないこと 
(3) 味付けされていない液状生乳または味付けされていない牛乳の特長固有の香気があること 
(4) 均質化された液体であること 
(5) 有害物質、微生物が放出する有害物質及び汚染物質が健康に有害となる可能性がある量で検出

されないこと（残留農薬、抗生物質、アフラトキシン等） 
(6) 保存料を含まないこと 
(7) 人工甘味料を含まないこと 
(8) 乳タンパク含有量は重量比 2.8%以上であること 
(9) 無脂乳固形分及び乳脂肪分： 

(9.1) 熱処理された全生乳では無脂乳固形分が重量比 8.25%以上、乳脂肪分が重量比 3.2%以上

であること 
(9.2) 熱処理された部分脱脂生乳では無脂乳固形分が重量比 8.5%以上、乳脂肪分が重量比 0.1%

以上かつ 3.2%未満であること 
(9.3) 熱処理された脱脂生乳では無脂乳固形分が重量比 8.8%以上、乳脂肪分が重量比 0.1%以上

であること 
(10) 病原微生物が検出されないこと 
(11) 大腸菌が加熱処理乳 0.1ml 中に検出されないこと 
(12) 低温殺菌乳中の細菌数が製造工場において 1ml 中に 10,000 以下、それ以降表示された期限ま

での間常に 1ml 中に 50,000 以下であること 
(13) 大腸菌群が製造工場において殺菌乳 1ml 中に 100 以下であること 
(14) 殺菌乳及び超高温殺菌乳 1ml 中に細菌が検出されないこと 
 
牛乳に関する食品規則 No.350/2556（2013）は改正が予定されており、殺菌乳中の大腸菌群の規

制（上記の(13)）が現行の 100 以下から 10 以下となる等、品質基準が厳格化される見通しである。

乳業メーカーは、消費者の食品安全に対する意識の向上を背景とした牛乳・乳製品の品質に対す

る要求水準の高まりに対応する必要がある19。乳業メーカーのみならず、原料の生乳を供給する

酪農協及び集乳ステーション、酪農家に対する品質管理の要求水準も高まると予想される。 
 
(e) 牛乳・乳製品の製造工程に関する基準 
保健省は、54 種類の食品について、製造段階における危害の発生を防止するため、GMP 基準

（GMP: Good Manufacturing Practice、適正製造規範20）を設けており、2000 年の保健省告示

No.193/2543（2000）によってこれらの食品を製造するタイ国内の全ての工場に対して GMP に適

合することを義務付けた。牛乳・乳製品は No.193/2543（2000）の対象となっており、全ての集乳

ステーション及び乳業工場は GMP への適合が必要である。 
 

                                                        
19 タイ国内学識経験者へのヒアリングにおいては、「大手乳業メーカーは新たな品質基準への対応に何ら問題はな

いが、中小乳.業メーカー、特に学校牛乳を中心に生産するメーカーの中には対応が困難であるかもしれない」と

のコメントがあった（2019 年 6 月ヒアリング）。 
20 品質のよい優れた製品を製造するために、原料の受入れから最終製品の包装・出荷にあたる全行程について必

要な要件をまとめたもの（厚生労働省「健康食品の安全性の確保施策」）

（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/26.pdf、2018 年 1 月 17 日アクセス）。 
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保健省告示 No.193/2543（2000）の対象となる食品（抜粋） 

 
(1) 乳幼児用食品及び乳幼児用フォローアップフォーミュラ食品 
(2) 乳幼児用補助食品 
・・・（中略）・・・ 
(8) 牛乳 

(9) 発酵乳 

(10) アイスクリーム 

(11) フレーバードミルク 

(12) 他の乳製品 

・・・（中略）・・・ 
(52) 肉製品 
(53) 香料 
(54) 調理済みの食品および／または加工冷凍食品 
 
 
GMP 基準への適合検査は FDA が承認する検査機関によって実施される。 
輸入食品については、当該食品の製造工程等がタイの GMP を上回る水準であることを示すた

め、HACCP、ISO 等に準拠した証明書の提示が求められる（保健省告示 No.193/2543（2000））。 
 
(f) 学校牛乳に対する品質規定 
DPO は、「学校牛乳向け生乳事業者に対する品質規定」（2015 年 3 月 5 日）によって、学校

牛乳向け生乳を納入する集乳ステーション及び乳業メーカーに対し品質規定を課している。体細

胞数及び全固形分の 2 項目について基準を設定しており、体細胞数についてはミルクボードの通

達より厳しい基準となっている。基準を満たさない生乳を納入した事業者には 1 学期間～2 年間

の納入停止処分が下される。従来、学校牛乳が原因だと考えられる食中毒がしばしば発生してい

たが、品質規定の導入によって、乳業メーカーから酪農家に対する品質改善要求が高まり、酪農

場から納入される生乳の乳質が改善してきた21。DLD によれば、最近では学校牛乳に関するトラ

ブルはほとんどみられないとのことである。 
  

                                                        
21 学校牛乳を生産する乳業メーカーに対するインタビュー（2019 年 6 月）。 
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表 1-12 学校牛乳向け生乳事業者に対する品質規定 

基準 罰則 

体細胞数 

 700,000 個/ml ~850,000 個/ml 1 学期間納入停止 

 850,000 個/ml 超～1,000,000/ml 1 年間納入停止 

 1,000,000/ml 超 2 年間納入停止 

全固形分 

 12.00%～11.75% 1 学期間納入停止 

 11.75%～11.50% 1 年間納入停止 

 11.50%未満 2 年間納入停止 
出所：DPO 

注：タイは 2 学期制。 

 
④ 事業実施国の対象分野における ODA 事業の事例分析及び他ドナーの分析 

ア）日本 
日本政府は、「対タイ王国 国別援助方針」（2012 年 12 月）において、日タイ双方の経済・

社会面の利益に資することを念頭に、第一の重点分野として「持続的な経済の発展と成熟する社

会への対応」を挙げており、同重点分野に対応して農業分野の支援が実施されている。JICA が過

去 10 年間に実施したタイに対する ODA 事業のうち農業分野についてみると、大規模案件は少な

く、専門家派遣等の小規模な案件が中心となっている。民間企業の提案に基づいて実施する「中

小企業・SDGｓビジネス支援事業」では、タイの農産品の高付加価値化を図る案件を中心に、2013
年度～2016 年度までの間に 6 案件が実施済みまたは実施中である22。JICA によるタイの酪農分野

に対する支援実績はない。 
  

                                                        
22 本事業を含む。 
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表 1-13 近年の JICA による対タイ農業分野 ODA プロジェクト 

出所：JICA 

注：2007 年以降に実施された JICA によるタイの農業分野に対する ODA プロジェクト。 

 
酪農は、広い土地を必要とせず、即時に収入を得ることができる農業として、土地を持たない

農民、貧困層の収入向上への貢献度が高い分野である。近年（過去 10 年間）の JICA による酪農

分野の ODA プロジェクトは、東南アジア、南アジア諸国を中心に実施されている。タイについ

ては、1993 年 8 月～1998 年 7 月に技術協力プロジェクト「タイ中部酪農開発計画」の実績がある。 
 

 
 
 
 
 
 
 

スキーム プロジェクト名 協力期間

専門家派遣 地元産品の収穫後管理及び地域開発 2017/10～2019/03

専門家派遣 灌漑システムの近代化・レジリエンス向上支援 2017/08～2019/08

技術協力プロジェクト
ベトナム、カンボジア、タイにおける戦略作物キャッサバ侵入病害
虫対策に基づく持続的生産システムの開発と普及プロジェクト

2016/4～2021/4

技術協力プロジェクト タイ農業セクター洪水対策プロジェクト 2012/2～2013/6

専門家派遣 生鮮物の収穫後処理技術 2010/01～2012/03

国別研修 食品加工に係る指導者研修 2010/09～2013/03

技術協力プロジェクト
カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナムにおけ
る家畜疾病防除計画地域協力プロジェクト（フェーズ2）

2008/2～2011/2

技術協力プロジェクト 農業協同組合におけるコミュニティリーダー育成計画プロジェクト 2007/3～2011/2

草の根技術協力 アジア農業教育指導者支援事業 2005/06～2008/03

中小企業支援
（案件化調査）

高品質コーヒー生産加工技術の導入によるゴールデン・トライアン
グルの貧困削減を目的とした案件化調査

2013年度

中小企業支援
（案件化調査）

日タイ連携による高付加価値果菜類の生産販売ビジネス構築を
通じた農業技術・生産性向上の案件化調査

2015年度

中小企業支援
（普及・実証事業）

インディカ米を原料とする低たんぱく加工米の普及・実証事業 2015/5～2017/10

中小企業支援
（普及・実証事業）

地域資源循環型のペレット飼料及び肥料製造・活用に関する普
及・実証事業

2016年度

中小企業支援
（普及・実証事業）

自動洗浄機能付搾乳システム及び生乳冷却機による生乳の品質
向上に関する普及・実証事業（※本事業）

2017/10～2019/11
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表 1-14 近年の JICA による酪農分野の ODA プロジェクト 

出所：JICA 

注：2007 年以降に実施された JICA による酪農分野の ODA プロジェクト。草の根技術協力、第三国研修を除く。 

 
イ）デンマーク 
タイにおける酪農は 1910 年頃にインドからの移民によって始まったと言われているが23、産業

としての酪農業は、1960 年 9 月、プミポン国王（当時）のデンマーク訪問をきっかけに開始され

たデンマーク政府の支援によって誕生した。酪農業に対する同国王（当時）の高い関心を受け、

デンマーク農業連盟（Danish Farmer’s Association）の資金提供により24、酪農の技術支援、タイ－

                                                        
23 Pensri Chungsiriwat and Vipawan Panapol, “Thailand: An industry shaped by government support, Smallholder dairy 

development: Lessons learned in Asia”, FAO, 2009, p.131. 
24 後にデンマーク国際開発援助活動（Danish International Development Assistance、デンマーク政府による開発援助

 

国名 プロジェクト名 スキーム 協力期間

インドネシア 乳牛人工授精プロジェクト 技術協力プロジェクト 2010/09～2012/09

インドネシア 乳牛生産病対策改善計画プロジェクト 技術協力プロジェクト 2008/06～2011/05

ミャンマー 口蹄疫対策のための組織能力強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 2019/5～2024/5

ミャンマー 口蹄疫対策改善計画 無償資金協力 2016/6～2018/12

ミャンマー 中央乾燥地畜産振興アドバイザー 専門家派遣 2013/2～2015/2

ベトナム ベトナム中小規模酪農生産技術改善計画 技術協力プロジェクト 2006/4～2011/4

インド 酪農セクター情報収集・確認調査 － 2017/9～2018/3

インド
インド国　協同組合を通じた酪農セクター生計向上事業準備調
査

－ 2018/6～2019/3

パキスタン シンド州持続的畜産開発プロジェクト 技術協力プロジェクト 2014/02～2020/06

パキスタン シンド州畜産（肉・酪農）開発マスタープラン策定プロジェクト
開発計画調査型技術
協力

2010/07～2013/03

スリランカ スリランカ北部州酪農開発プロジェクト 技術協力プロジェクト 2019/3～2023/3

スリランカ 北部州酪農開発プロジェクト詳細計画策定調査(酪農技術普及) － 2018/6～8

スリランカ 小規模酪農改善プロジェクト 技術協力プロジェクト 2009/4～2014/3

スリランカ 北・東部州家畜飼育プロジェクト（現地国内研修） 技術協力プロジェクト 2005/12～2008/11

キルギス 乳品質向上のための食品検査人材育成プロジェクト 技術協力プロジェクト 2019/4～2022/10

キルギス キルギス国チュイ州市場志向型生乳生産プロジェクト 技術協力プロジェクト 2017/7～2022/6

キルギス 乳・乳製品の品質及び安全性検査マスタープランプロジェクト
開発計画調査型技術
協力

2015/8～2017/1

パラグアイ イタプア県における小規模酪農家強化プロジェクト
ボランティアのグルー
プ型派遣

2012/7～2018/3
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デンマーク酪農場（Thai-Danish Dairy Farm）の設立及び農業研修所の設立から成る支援プログラ

ムが計画され、両国国王（当時）の承認を得て開始された25。タイ－デンマーク酪農場のプロジ

ェクトは、建屋の建設のみならず、酪農従事者の研修、酪農に関する相談サービスの提供、小規

模牛乳加工プラントの設置、乳製品の販売方法も含んで行われた。1962 年 1 月、中部サラブリ県

にタイ－デンマーク酪農場が完成、同年春に最初の 39 頭がデンマークから同酪農場に運び込まれ

た。農業研修所にはタイの農業学校から研修生を受け入れ、修了した研修生の多くがタイ－デン

マーク酪農場の近辺で自らの農場を開いた。1971 年、タイ－デンマーク酪農場は農業・協同組合

省に譲渡され、タイ酪農振興公社（DPO: Dairy Promotion Organization of Thailand）となった。 
 
ウ）国際連合農業機関 
アジアの途上国は、牛乳及び乳製品の消費が急速に拡大する一方、拡大した需要を国内生産で

賄うことが困難であるため、不足する牛乳及び乳製品を輸入に頼らざるを得ない。このような環

境変化は酪農業・乳業に従事する農家や事業者にとって成長のチャンスであるが、同時に、自国

民の参加確保、環境や生態系に対する配慮等を含めた「持続可能な（sustainable）」酪農の実現も

求められる。国際連合農業機関（FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations）は、

こうした観点から、特に小規模酪農業の発展に向けた支援を行ってきた。2015 年 9 月、国連にお

ける「持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）」26の採択を受け、アジアの酪

農分野による SDGs の達成に向けた取り組みを支援するため、関心ある国による自発的な活動の

グループとして「Dairy Asia」を立ち上げた。Dairy Asia にはタイを含めアジア太平洋地域の 13
か国の政府機関、酪農・乳業関連団体、酪農・乳業関連企業が参加、タイにおける Dairy Asia の
中心機関は DLD である。2017 年 3 月に開催された Dairy Asia の各国中心機関等の会合において、

DLD は、Dairy Asia におけるタイの重点活動項目として以下の 3 点を挙げている。 
 

 戦略目標１：牛乳の生産性と農場の収益性向上 
 戦略目標２：公正かつ効率的な市場の振興による小規模生産者の近代的なバリューチェーン

への統合 
 戦略目標３：酪農食品の品質と安全性向上及び食生活の一部としての乳製品の便益とリスク

に関する選択の消費者への周知による人の健康の保護及び強化27 
 
 

                                                                                                                                                                             
活動の総称）のプロジェクトとなった。 
25 “A Historical Overview of Danish Assistance to 
Thailand”(http://thailand.um.dk/en/danida-en/danida-in-thailand/a-historical-overview-of-danish-assistance-to-thailand/), 
Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2018 年 1 月 10 日アクセス。 
26 国連において 2001 年に策定された「ミレニアム開発目標（MDGs: Millennium Development Goals）」の後継とし

て、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2016 年

から 2030 年までの国際社会全体の開発目標。 
27 “THAILAND”, DLD、DPO 及びタイ乳業連盟（Thai Diary Industries Association: TDIA）、NationalFocal Point 
andSteering Committee Meetin（2017 年 3 月）におけるプレゼンテーション資料、p.2。 
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図 1-23 “Dairy Asia”概要資料 
 

出所：Dairy Asia ウェブサイト（http://www.dairyasia.org/、2018 年 1 月 10 日アクセス） 

 
FAO のタイに対する個別の支援としては、2002 年 9 月～2004 年 10 月、DLD をカウンターパ

ートとして実施した技術協力プログラムがある28。同プログラムは、小規模酪農家・乳業従事者

の人材育成及び小規模乳業における品質向上と収益性向上のためのパイロット事業を中心として

実施された。前者については、北部・チェンマイ県の酪農研修センターにおいて、酪農家及び乳

業従事者を対象とした集乳技術、牛乳の加工、マーケティング及び品質管理に関する研修が実施

された。後者として、地方の小規模乳業における牛乳・乳製品の品質向上を図るため、パイロッ

ト施設として選定された Ban patung Huay Mor 酪農協に低価格の牛乳加工設備を導入し、地域住民

のニーズに対応した乳製品の開発が行われた。 
 
エ）オランダ 
オランダ政府は、1960 年代にデンマークが実施したタイの酪農業支援プロジェクト（前出）に

参加しており、2,350 万バーツ（約 7,840 万円）の資金供与と技術管理者の派遣を行った29。ホル

スタインと在来種との交雑種の導入は 1969 年にタイ・オランダの協力プロジェクトによって始ま

った。同プロジェクトによってホルスタインの血量 75%の交雑種が作出された。 
政府機関による支援ではなく、原料の生乳確保及び拡大を目的とした民間企業による活動であ

                                                        
28 FAO 前出、p.131。 
29 “Thailand: An industry shaped by government support”, Pensri Chungsiriwt and Vipawan Panapol, Smallholder dairy 

development: Lessons learned in Asia, p.130. 
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るが、オランダ系の乳業大手 FrieslandCampina(Thailand)は、タイの酪農家の水準向上を図り、タ

イの酪農業の持続可能性を高めることを目的とした「酪農振興プログラム（DDP: Dairy 
Development Programme）」を進めている。タイの牛乳・乳製品市場で最大のシェアを持つ同社に

とって、需要の拡大に対応するための生乳の確保と契約農家のネットワーク拡大は大きな課題で

あり、酪農家のレベルアップ、高品質な牛乳の生産、酪農家の収入増加を支援し、国内の酪農業

の持続可能性を高める活動に自ら乗り出したものである。同プログラムでは、オランダの酪農家

とタイの酪農家のネットワーク構築による知識の共有や酪農家向け研修を実施しており、参加し

ている酪農家は 5,500 以上、研修に参加した酪農家は 4,000 以上となっている。この活動の結果、

同社の生乳買い上げ量は 2015 年の 1 日平均 340 トンから 2016 年には 1 日平均 360 トンに増加し

ている30。 
 

  

                                                        
30 THE NATION, “Dutch giant to make dairy farming an attractive prospect”, 
(http://www.nationmultimedia.com/business/Dutch-giant-to-make-dairy-farming-an-attractive-pr-30282385.html), March 27, 
2016, 2018 年 1 月 11 日アクセス。 
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（２）普及・実証を図る製品・技術の概要 

名称 (1)スーパーラインミルカー（搾乳システム） 
自動洗浄機能付のミルキングパーラー、過搾乳防止のための乳量計付自

動離脱装置、個々の牛を識別して乳量、搾乳時間を管理するための飼養

管理ソフトから構成される。 
(2)バルククーラー（生乳冷却機） 
冷却保存によって細菌の増殖を防ぐ。自動洗浄機能によって常に衛生状

態が保たれる。 

スペック（仕様） ① スーパーラインミルカー（搾乳システム） 
 ミルキングパーラー（搾乳室：片側6頭×2レール、12頭の同時搾乳

が可能） 
 自動洗浄機能（搭載の洗浄プログラムによって効率的・衛生的な搾

乳ユニット、配管、受乳装置の洗浄が可能） 
 乳量計付自動離脱装置（乳量を計測・管理し、過搾乳による牛の疾

病を軽減） 
 飼養管理ソフト（個々の牛の識別、乳量、搾乳時間を管理する） 

② バルククーラー（生乳冷却機） 
 洗浄プログラム搭載自動洗浄機 
 タンク容量：1000L（Huai Hong Krai 試験場、Sakaeo 試験場） 

1500L（Pakchong 試験場） 
 形寸法： 

  1000L 1,482×2,240×1,370 
  1500L 1,482×2,240×1,700 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ミルキングパーラー（搾乳室） 

①スーパーラインミルカー（部分） ②バルククーラー 
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特徴 衛生面衛生面と過搾乳防止に考慮した搾乳の自動化が実現可能 

 スーパーラインミルカー、バルククーラーに自動洗浄装置を標準装備

してシステム全体の洗浄を行い、細菌増殖を防ぐ。 
 スーパーラインミルカーには自動離脱装置と透明搾乳ユニットを標

準仕様とし、過搾乳防止、乳房ごとの搾乳状態の視認性が向上。飼養

管理ソフトを使うことで牛の個体管理を行い、乳房炎等疾病リスクを

軽減。 
 バルククーラーで搾乳後の生乳を冷却保存することにより細菌の増

殖を抑制。 

競合他社製品と

比べた比較優位

性 

① 他社製品に対する比較優位性 
 日本国内の小規模経営酪農家に60年の酪農機器販売実績 
 搾乳システムについて構成機器の大部分で特許を取得済 
 日本国内で圧倒的なシェア（60%）を獲得 
 全国の販売店を拠点としたルートプログラム（ユーザーの定期訪問）

による手厚いアフターサービス、指導、点検を実施 
 日本国内向けにはドイツのメーカー、海外ではイスラエルのメーカー

と連携し、世界最先端の牛の個体管理ソフトウェアを導入 
 設置場所の環境、搾乳レベルに柔軟に対応可能な独自の搾乳システム 
② タイ市場における比較優位性 
 大規模酪農家が多数を占める欧米と比べ、タイは日本同様に小規模家

族経営（50 頭以下）が多く、酪農家のニーズに合わせた製品の提供が

可能 
 現地で組立を行うことで、現地酪農家の購買力に合わせた製品価格に

下げることが可能 
 タイ現地法人 Orion Machinery Asia（以下「OMA」）による製造、設置

の他、保守点検サービスが可能 
 ISO 規格に準拠した性能・品質の酪農機器を提供可能 

国内外の販売実

績 

①国内 

 売上高：68 億円（2016 年度） 
 日本国内のユーザー数：約 10,000 戸（国内シェア 6 割。日本国内 17,000
戸のうち約 10,000 戸に導入済み） 

 主な販売実績：国立研究開発法人中央農業研究センター、東京大学、

北海道大学、宇都宮大学 
 全国 62 か所の販売店網によって販売、設置、保守点検サービスを提

供。100 台のサービス車による酪農家への定期訪問サービス事業を展

開中。 

②海外 

 売上高：9.9 億円（2016 年度） 
 内訳 中国：5.7 億円、台湾：0.7 億円、韓国：3.5 億円 
 主な販売実績：上海光明乳業金山牧場（中国）、朝日緑源牧場（同）、

台湾国立試験場新化（台湾） 
 中国・台湾・韓国で現地法人や技術供与先企業を通じて過去 13 年間

にわたり搾乳機器・システムを現地生産・販売 
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サイズ 搾乳室寸法：18,000mm×6,000mm 

設置場所  パクチョン家畜研究開発センター（ナコンラチャシマ県） 
 サケオ研究繁殖センター（サケオ県） 
 フォイフォンカイ王立開発研究センター（チェンマイ県） 

今回提案する機

材の数量 

3式（スーパーラインミルカー、バルククーラー、搾乳室等一式） 

価格 

 

企業機密情報につき非公表 

 

2. 普及・実証事業の概要 

（１）事業の目的 

本事業は、タイの酪農業における搾乳技術・知識の向上を通じて、生乳の品質向上と酪農業の

効率化・生産性向上に資するために、搾乳システム及び生乳冷却機の有用性及び優位性を実証す

るとともに、それらシステム・機械を同国で普及させるための方法と課題が整理される。 
 

（２）期待される成果 

 期待される成果 具体的な便益 
成果 1 タイの環境下における搾乳シ

ステム及び生乳冷却機の有用

性及び優位性が実証される。 

 3 か所のモデル牧場で搾乳した牛乳の乳質検

査において、細菌数、体細胞数の測定値が事

業実施前に比べ減少する。 
 搾乳システム利用者の作業時間が削減され、

体への負担も軽減する。 
成果 2 DLD および試験場によって搾

乳・品質管理技術の普及にかか

る課題が認識され、対応方法が

検証、構築される。 

 DLD 職員、試験場職員向けの搾乳指導及び酪

農技術指導、また成果 1 で得たデータの提示

によって、従来の搾乳方法の問題点の把握と、

正しい搾乳方法の理解が促進される。 
 DLD 職員、試験場職員を日本に受け入れ、日

本の関係当局者や酪農関係者による研修を行

うことで、生乳の品質向上に係るより高度な

取り組みについての理解が進み、タイの酪農

発展の参考となる。 

成果 3 導入機材の有用性、優位性が関

係者に周知されるとともに、実

証で得られたデータをもとに

受託企業によるタイにおける

ビジネス展開計画が策定され

る。 

 モデル牧場の見学受け入れや展示会への出

展、ワークショップの開催など、酪農家や酪

農協の職員にも作業工程を見学する機会を提

供することで、提案製品の有用性を周知でき

る。 
 受託企業は、タイの酪農の管轄当局である

DLD と共同で酪農家や酪農協にアプローチす

ることで、タイの酪農業の発展に不可欠な情
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報の発信力を高めることができる。 
 受託企業はこれらの活動を通じて、タイの酪

農家や酪農協からのフィードバックを直接受

けることで、現場のニーズにより沿った製品

の提案を行うことができる。 
 
（３）事業の実施方法・作業工程 

①成果 1 にかかる活動 

1-1 機材導入対象の選定：タイ北部、中部、北東部からそれぞれ 1 か所、計 3 か所の酪農試験

場を、機材を試験導入する「モデル牧場」として選定する。 
1-2 各関係者の責任分担の決定：受託企業、DLD 及び導入先の試験場との三者間で費用分担に

ついて協議、合意する。（協議議事録別紙において合意済み。） 
1-3 搾乳室の設計と現地仕様の機材仕様の決定：第 3 回の渡航までに各モデル牧場の規模と運

営状況に応じた搾乳室の設計および、現地電源事情等に対応したスーパーラインミルカー

とバルククーラーの仕様を検討する。 
1-4 機材の生産：日本他、近隣国を含む各生産拠点からの部品供給及び現地調達によって、現

地法人において製品の一部製造、組み立てを行う。 
1-5 搾乳室の建設：各試験場における搾乳室の建設を行う。必要な工事の詳細については DLD 、

試験場と受託企業が協議し決定する。建築工事（水道・電気を含む）に関しては 現地建築

業者が行い、DLD、試験場、受託企業及び現地法人が確認する。なお、搾乳室までの水道・

電気工事に関しては、DLD が行う。 
1-6 製品の輸送・設置：現地法人において完成品検査を行い設置場所へ搬送、設置する。設置

工事は受託企業と現地法人が配管・機材取付け、稼働確認等全般を行う。 
1-7 試運転の実施：試運転によって搾乳機能、自動洗浄機能等のテストを行い、DLD 職員、試

験場職員に対して操作方法を指導する。 
1-8 稼働状況の確認：製品導入後から最長でも 2 ヵ月に 1 度、受託企業と現地法人がモデル牧

場を訪問し、搾乳作業の実施状況、製品の稼働状況、不具合の有無をヒアリングする。 
1-9 乳質の確認：受託企業が定期的にモデル牧場の乳質データを確認する。 
1-10 作業効率の確認：機材設置前後の搾乳にかかる作業時間及び負荷を確認する。 

 

②成果 2 にかかる活動 

2-1 研修計画の策定：受託企業は DLD と協議のもと、DLD 職員や試験場職員を対象とした研

修計画（各モデル牧場における技術指導、本邦受入活動）を策定する。本邦受入活動の参

加者は DLD が受託企業と協議のもと選定する。 
2-2 DLD 職員、試験場職員に対する搾乳指導：機材設置後の各モデル牧場において、DLD 職

員、試験場職員に対して実機を使用して正しい搾乳方法と洗浄の重要性を伝える。（機材

設置後、各試験場 1 回） 
2-3 DLD 職員、試験場職員への酪農技術指導：各モデル牧場において、DLD 職員および試験

場職員に対して、正しい搾乳方法、生乳の品質、衛生管理に加え、生産性、疾病と関連が
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ある飼養管理に関する指導を行う。（2 年間で各モデル牧場 4 回） 
2-4 本邦受入活動：DLD 職員と 3 か所の試験場職員合計約 20 名を本邦に 4 回に分けて受け入

れ、生乳の品質向上のための高度な技術指導および酪農家への効果的な指導方法の研修を

実施する。また、研修後半では、研修で得た知見をタイの酪農関係者に広める方策につい

て、参加者主体で議論し計画を策定するとともに、活動最終日にはアンケート調査を行い、

本邦受入研修の効果測定に活用する。出席者はタイ国内での講習にも出席できる人員を招

致する方向で、同講習と日本での研修を組み合わせたカリキュラムを構成するが、政策面

での普及の観点も視野に、タイ側と協議して決定する。 
 
③成果 3 にかかる活動 

3-1   実証データ項目の策定：モデル牧場における乳質、作業時間、研修対象者の理解度など、

機材導入と技術指導による効果を測るためのデータおよび取得方法を決定する。 
3-2   データ収集・分析：上記データを収集、分析し、DLD、各試験場と共有する。 
3-3   モデル牧場の見学受け入れ：各試験場の受け入れ可能性に応じて随時、酪農家向けにモデ

ル牧場としての視察見学受け入れを行う。 
3-4   展示会への出展：現地で酪農関係の展示会へ出展し、受託企業及び製品の PR を図る。 
3-5   ワークショップの開催：DLD への最終報告会を兼ね、酪農関係者向けのワークショップを

事業終了約 2 ヶ月前に開催する。 
3-6   リスク分析：タイにおける商習慣、関連法制度等を確認し、事業展開に向けたリスク分析

を行う。 
3-7   上記の成果 1、2 にかかる活動および 3-2～3-6 の結果をふまえ、受託企業のタイにおけるビ

ジネス展開計画を策定する。
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表 2-1 作業工程表 

  
(注)「中間予定」は一部変更後の予定を示す。 

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

2019

10 11 12 1 2 3 108 94 5 6 7 8 9
活動内容

2017 2018

4 5 6 710 11 12 1 2 3

現地仕様及び導入機材の協議・確定（1-3）

自社導入機材の生産準備・輸送（1-4）

海外・現地調達機材の発注・輸送（1-4）

導入機材到着後の現物確認（1-6）

Pakchong試験場

定期訪問（ヒアリング）1回/2ヶ月（1-8）
 ⇒2019年1月以降は乳質検査に併せて1回/月

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

中間

予定

中間

予定

実績

データ分析・レポート作成・報告事項集約（1-10）

建築協議・確定（1-5）

造成・インフラ整備・搾乳舎建築（1-5）

搾乳舎建築確認（1-5）

設置工事・試運転（1-6）

実技講習・座学講習会（1-7、2-2、2-3）

乳質検査（設置2ヶ月前から月1回）（1-9）
 ⇒変更後：DLD2回/月、提案企業1回/月実施

中間

予定

中間

予定

中間

予定

中間

予定

中間

予定

中間

予定
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表 2-1 作業工程表（続き） 

 

  

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

中間

予定

10310 11 12 1 2

中間
予定

中間

予定

中間

予定

中間
予定

中間

予定

中間
予定

中間

予定

設置工事・試運転（1-6）

実技講習・座学講習会（1-7、2-2、2-3）

乳質検査（設置2ヶ月前から月1回）（1-9）
 ⇒変更後：DLD2回/月、提案企業1回/月実施

定期訪問（ヒアリング）1回/2ヶ月（1-8）
 ⇒2019年1月以降は乳質検査に併せて1回/月

データ分析・レポート作成・報告事項集約（1-10）

2019

10 11 12 1 2

Sakaeo試験場

建築協議・確定（1-5）

造成・インフラ整備・搾乳舎建築（1-5）

搾乳舎建築確認（1-5）

3 4 5 6 7 8 989
活動内容

2017 2018

4 5 6 7
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表 2-1 作業工程表（続き） 

 
 

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

中間

予定

中間

予定

中間

予定

中間

予定

中間

予定

中間

予定

中間

予定

中間

予定

Huai Hong Krai試験場

建築協議・確定（1-5）

造成・インフラ整備・搾乳舎建築（1-5）

搾乳舎建築確認（1-5）

設置工事・試運転（1-6）

実技講習・座学講習会（1-7、2-2、2-3）

乳質検査（設置2ヶ月前から月1回）（1-9）
 ⇒変更後：DLD2回/月、提案企業1回/月実施

定期訪問（ヒアリング）1回/2ヶ月（1-8）
 ⇒2019年1月以降は乳質検査に併せて1回/月

データ分析・レポート作成・報告事項集約（1-10）

3 4 5 6 7 8 9 10
活動内容

2017 2018 2019

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
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表 2-1 作業工程表（続き） 

 

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲

▲

▲

：現地業務

：国内作業

2018

8 9 106 78 9 10 11 12 12 3 4 5 6 7

各試験場研修計画協議・策定（2-1）

本邦受入活動計画協議・策定（2-1）

本邦受入活動実施（2-4）

2 3 4 5

2019

10 11 12 1
活動内容

2017

業務完了報告書

法制度・市場調査（3-6）

事業展開計画策定（3-7）

報告書等提出時期

月報

進捗報告書

業務完了報告書（案）

講習会開催（2-2、2-3）

展示会・共進会出展（3-4）

実証データ項目の策定（3-1）

データ収集・分析（3-2）

モデル牧場への見学受け入れ（3-3）・・・適時

ワークショップの開催（3-5）

△

業務
計画

書
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（４）投入（要員、機材、事業実施国側投入、その他） 

①要員計画表 

 

現地 国内 現地 国内

予定

氏名 人・日計

現地 国内

予定 5 6 5 5 8 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 4 36.00 50.00

実績 1 5 1 1 1 1 3 1 1 5 1 8 1 4 4 4 3 5 1 1 7 3 2 4 5 1 43.00 27.00

予定 5 7 5 5 5 5 6 5 3 3 5 5 6 6 5 4 5 4 5 5 4 5 4 52.00 60.00

実績 1 5 1 6 2 2 1 1 7 5 1 5 1 4 3 2 2 5 3 7 4 5 1 5 5 1 2 1 1 8 6 4 3 6 5 7 1 125.00 42.00

予定 5 0 1 7 5 5 4 5 6 5 1 5 5 5 1 3 3 1 6 5 5 6 1 1 4 5 5 1 6 6 6 1 1 5 5 5 5 6 5 5 5 5 1 4 1 65.00 113.00

実績 1 5 1 7 2 4 1 8 4 4 1 5 5 1 4 2 1 7 5 4 1 2 1 6 1 8 4 5 4 5 4 1 1 3 5 1 4 5 1 5 7 1 92.00 68.00

予定 5 5 5 8 5 23.00 20.00

実績 1 1 1 0.00 3.00

予定 5 5 5 8 5 23.00 20.00

実績 3 5 1 1 5.00 5.00

予定 5 5 8 5 5 8 5 10 5 5 5 36.00 40.00

実績 5 2 1 1 1 7 1 1 1 5 1 1 1 1 9 1 4 5 43.00 15.00

予定 5 1 5 1 5 5 5 6 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 1 4 5 5 1 8 6 6 1 1 6 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 1 33.00 129.00

実績 1 5 1 1 1 5 5 2 4 1 5 4 3 2 6 1 5 1 4 1 5 3 1 6 2 5 5 3 5 5 3 1 1 4 3 3 29.00 84.00

予定 3 6 8 2 14.00 5.00

実績 2 1 1 2 3 4 6.00 7.00

予定 2 2 2 2 2 2 2 2 56.00 0.00

実績 4 5 6 2 5 8 4 7 41.00 0.00

予定 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58.00 0.00

実績 2 2 4 5 6 2 4 4 2 4 3 3 52.00 0.00

予定 2 2 2 2 2 2 52.00 0.00

実績 4 5 5 5 8 8 35.00 0.00

予定 3 8 6 6 8 2 28.00 25.00

実績 2 1 2 5 2 1 1 2 1 5 5 1 1 4 4 3 2 4 3 8 4 4 4 3 5 2 5 5 1 2 3 5 4 55.00 49.00

予定 5 2 4 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 40.00 0.00

実績 2 1 2 1 2 1 2 2 2 4 12.00 7.00

予定 40.00 0.00

実績 4 5 5 5 8 4 4 7 42.00 0.00

予定 40.00 0.00

実績 4 5 5 5 8 4 4 7 42.00 0.00

予定 0.00 0.00

実績 2 1 2 2 9 2 5 4 4 30.00 1.00

機材設置① Chakkaphan

機材設置② Chatcharin

機材設置・管理③
Phongpitak→
Natthapong

13 1413

通訳業務／資料作成② Tanaphat

13

11

業務主任者／全体統括 金子　亨

事業管理／副統括 池田智彦

乳質検査立会い・機材管
理

Detchart

搾乳指導／アドバイザー 安田　元

通訳業務／資料作成① Supassorn

20

バルククーラーの設置・維
持管理方法の指導

田村茂樹

機材設置・管理① Pacharaphol

現地業務統括

事業管理補佐①／
CPへの連絡報告実務

坂口直弥

搾乳機の設置・維持管理
方法の指導

金児憲史

2019

担当業務
実績 10 11 12 1 2 9 104 5 6 7 8

2017 2018

11 12 1 23 4

1314

39 105 6 7 8

11

10

14

14

13

14

14

13

13

13

13

15

15

1313

10

事業管理補佐②／
事務調整

土門理香子

清水由和

13

機材設置・管理② Chanchai
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現地 国内

予定

氏名 人・日計

現地 国内

予定 5 1 1 6 2 2 1 5 2 1 5 2 2 1 1 1 6 1 5 5 4 2 5 31.00 35.00

実績 1 5 1 1 7 1 2 0 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 7 2 2 3 2 3 5 0.5 0.5 35.00 33.00

予定 5 1 8 1 2 1 8 2 1 6 1 2 1 5 5 4 5 27.00 31.00

実績 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 5 1 1.5 3 3 1 2 1 1 5 1 21.00 30.50

予定 5 1 1 1 1 1 7 2 1 7 2 1 1 4 5 5 4 5 23.00 31.00

実績 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 2 2 1 7 4 7 3 3 1 1 2 21.00 35.00

予定 1 8 1 8 1 1 36.00 4.00

実績 1 7 1 1 1 1 9 5 4 36.00 4.00

受注企業　人・月計（予定） 596 462

受注企業　人・月計（実績） 652 308

外部人材　人・月計（予定） 117 101

外部人材　人・月計（実績） 113 103

人・月計（予定） 713 563

人・月計（実績） 765 411

5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
担当業務

実績 10 11 12 1 2 3 4

搾乳指導／アドバイザー 錦見勝之

10 10

実証活動②／普及活動
／事業展開計画

横溝聰史

10

チーフアドバイザー／
事業計画

南　玲子

実証活動①／法制度調査
／市場調査

中川葉子
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②資機材リスト 

導入した資機材を以下に示す。 
表 2-2 資機材リスト  

出所：JICA 調査団 

 

設置

場所
No. 機材名 規格・品番 数量 納入年月日 現況

パクチョン試験場

1 搾乳機一式

タイ向け受乳装置2S組立（16-PM-008）、タイ向け制

御装置セット組立（16-PM-009）、洗剤自動供給装置

（16-PM-334）等

1 2018/7/11 稼働中

2 パソコン
PC Dell Vostro V3670-W268916114TH
Windows10pro64bit ENG OEM 1 2018/7/11 稼働中

3 ステンレス製配管等現地調達品一式
SUS Pipe, PVC Pipe,
Breaker, valve, ferrule等

1 2018/7/11 稼働中

4 ヒーター式ボイラー Strage Water Heater DUX Model PROFLO 315 T2 1 2018/7/11 稼働中

5 軟水器 F02-023 TK-JK-001 Softner 1 2018/7/11 稼働中

6 バルククーラー
RC-15-0015
Milk Cooler First 1500.CS 1 2018/7/11 稼働中

7 ストール及び搾乳機部品
S-side stall, Side stall front door, Side stall beck
door, Solenoid Pulsator Assy(CB01169000)等 1 2018/7/11 稼働中

8 飼養管理機器

4498999 Afimilk MPC Milk Meter、520C00S
Afifarm5.2 License, Size S,
First 2 PCS 等

1 2018/7/11 稼働中

9 搾乳室 ヘリングボーンパーラー6W、処理室、パソコン室 1 2018/7/11 稼働中

サケオ試験場

1 搾乳機一式

タイ向け受乳装置2S組立（16-PM-008）、タイ向

け制御装置セット組立（16-PM-009）、洗剤自動

供給装置（16-PM-334）等

1 2019/4/30 稼働中

2 パソコン(アップグレード済み）

PC Dell Vostro V3670-W268916114TH
Windows10pro64bit ENG OEM
【追加品】CPU INTEL 1151 COREi7, DDR4-RAM,
THARMAL GREASE ARCIC

1 2019/4/30 稼働中

3 ステンレス製配管等現地調達品一式
SUS Pipe, PVC Pipe,
Breaker, valve, ferrule等 1 2019/4/30 稼働中

4 ヒーター式ボイラー Strage Water Heater DUX Model PROFLO 315 T2 1 2019/4/30 稼働中

5 バルククーラー
RC-10-0022
Milk Cooler First 1000.CS 1 2019/4/30 稼働中

6 ストール及び搾乳機部品
S-side stall, Side stall front door, Side stall beck
door, Solenoid Pulsator Assy(CB01169000)等 1 2019/4/30 稼働中

7 飼養管理機器

4498999 Afimilk MPC Milk Meter、520C00S
Afifarm5.2 License, Size S,
First 2 PCS 等

1 2019/4/30 稼働中

8 搾乳室 ヘリングボーンパーラー6W、処理室、パソコン室 1 2019/4/30 稼働中

フォイフォンカイ王立試験場

1 搾乳機一式

タイ向け受乳装置2S組立（16-PM-008）、タイ向

け制御装置セット組立（16-PM-009）、洗剤自動

供給装置（16-PM-334）等

1 2019/3/9 稼働中

2 パソコン(アップグレード済み）

PC Dell Vostro V3670-W268916114TH
Windows10pro64bit ENG OEM
【追加品】CPU INTEL 1151 COREi7, DDR4-RAM,
THARMAL GREASE ARCIC

1 2019/3/9 稼働中

3 ステンレス製配管等現地調達品一式
SUS Pipe, PVC Pipe,
Breaker, valve, ferrule等 1 2019/3/9 稼働中

4 ヒーター式ボイラー Strage Water Heater DUX Model PROFLO 315 T2 1 2019/3/9 稼働中

5 バルククーラー
RC-10-0022
Milk Cooler First 1000.CS 1 2019/3/9 稼働中

6 ストール及び搾乳機部品
S-side stall, Side stall front door, Side stall beck
door, Solenoid Pulsator Assy(CB01169000)等 1 2019/3/9 稼働中

7 飼養管理機器

4498999 Afimilk MPC Milk Meter、520C00S
Afifarm5.2 License, Size S,
First 2 PCS 等

1 2019/3/9 稼働中

8 搾乳室 ヘリングボーンパーラー6W、処理室、パソコン室 1 2019/3/9 稼働中
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③事業実施国政府機関側の投入 

C/P である DLD における本事業の担当者は以下 2 名である。 
 

 Mr. Sinchai Ruengpaibul, Dairy Extension Expert（シンチャイ氏） 
 Mr. Jaruwat Nutdechanan, Senior Dairy Extension Officer（ジャルワット氏） 

 
C/P は、受託企業と綿密な協議の上、本事業の計画及び実施に必要な関係者との調整、国内手

続きを実施した。また、事業の実施に際して発生する経費のうち、事業期間中の消耗品購入費、

上水道並びに電気引き込みにかかる費用、水道料金及び電気料金は C/P が負担した。 
 

（５）事業実施体制 

本事業の実施体制は、受託企業であるオリオン機械を中心に、オリオン機械のタイ現地法人

Orion Machinery Asia（OMA）、外部人材の錦見勝之氏及び大和総研で構成した。OMA は実証活

動、普及活動、現地調整を担当した。現地で実施する講習会においては、オリオン機械の社員に

加え、オリオン機械の元顧問であり、搾乳技術に関する豊富な知見と経験を有する錦見勝之氏が

講師を担当した。事業計画策定、実証活動、事業環境調査、タイ展開計画策定、各種報告書作成

についてはコンサルティング企業である大和総研が支援した。 
C/P である DLD は、受託企業と協議の上で機材導入対象施設を選定、各施設に対し本事業への

協力を指示し、必要なタイ国内手続きを実施した。第 1 回本邦受入活動には本事業担当者を含む

DLD 職員が参加し、日本の酪農業の現状、酪農関連法制度、酪農業に対する支援制度等について

日本側から情報共有した。 
機材導入対象である農業試験場 3 施設は、搾乳室及び機材の設置に必要な土地を提供し、搾乳

室建設、機材設置、機材運用、実証のためのデータ収集に協力した。現地研修においては原則と

して各施設内の会議室等を研修会場として提供し、研修受講者の選定、招集を担当した。 
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図 2-1 事業実施体制 
出所：JICA 調査団 

 
（６）事業実施国政府機関の概要 

事業実施国政府機関は農業・協同組合省（Ministry of Agriculture and Cooperatives）畜産振興局

（DLD: Department of Livestock Development）である。農業・協同組合省は農業（畜産、水産を含

む）、水資源管理並びに灌漑開発、農学振興、協同組合振興及び農産品製造工程管理を所管31す

るタイ中央政府の省庁である。農業・協同組合省の職員数は 34,182 人（2014 年）32となっている。 
 

                                                        
31 農業・協同組合省ウェブサイト（https://eng.moac.go.th/ewt_news.php?nid=190）、2017 年 12 月 26 日アクセス。 
32 Statistical Yearbook of Thailand 2016 
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図 2-2 農業・協同組合省組織図 
 

出所：農業・協同組合省ウェブサイト（https://eng.moac.go.th/ewt_news.php?nid=191、2017 年 12 月 25 日）をもとに JICA

調査団作成。 

 
DLD は動物衛生、畜産、畜産の普及、畜産品の食品安全、畜産公衆衛生、動物福祉、畜産の環

境への影響、家畜防疫、検疫、輸出入管理、衛生証明、畜産農場・屠畜場のモニタリングを所管

する。DLD は本省内各部署の他、9 つの地域畜産事務所、地域畜産事務所の下に計 77 の県畜産

事務所33、さらに 888 の郡に計 946 か所の郡畜産事務所を設置している。 
 

                                                        
33 76 県及びバンコク。 
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図 2-3 DLD 組織図 

 
出所： DLD ウェブサイト（http://www.dld.go.th/th/index.php/en/about-dld-menu-eng?tmpl=component&print=1&page=、2017

年 12 月 13 日アクセス）より JICA 調査団作成 
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図 2-4 畜産行政組織 
 

出所：DLD ウェブサイト（http://en.dld.go.th/index.php/en/about-us/organization、2017 年 12 月 26 日アクセス）より JICA 調

査団作成 
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3. 普及・実証事業の実績 

（１）活動項目毎の結果 

①成果 1 にかかる活動 

ア）「1-1 機材導入対象の選定」 
本事業開始以前に行った DLD との協議において、受託企業から DLD に対し、機材導入対象施

設の条件として以下を提示した。 
 
 搾乳開始時に搾乳頭数は 50 頭とする 
 タイの北部、中部、北東部の DLD が今後酪農を

発展させたい地域とする 
 タンクローリーもしくはそれに準ずる方法で毎

日もしくは隔日で集乳が可能 
 集乳した生乳の日々の乳量、月 2 回の細菌数・体

細胞数・無脂固形・乳糖・全固形を近隣の集乳ス

テーションもしくは外部検査機関で測定でき、報

告できる 
 搾乳開始時に 1 回の乳量が 200L 以上あり、バル

ククーラーを使用する 
 試験場の敷地内に搾乳室を建築できるスペース

が確保、提供できる 
 水源、三相 380V、ネット環境が確保できる 
 セミナー・講習会の開催が可能である 
 搾乳のサンプリング・パソコン管理・飼養データ

管理及びメンテナンスの人材が確保できる 
 近隣の酪農協、酪農家に指導するため人材が確保

できる 
 
上記の条件に基づいて DLD が候補施設を選定、両者協議の結果、農業・協同組合省管轄下の

機関からパクチョン家畜研究開発センター（Dairy Cattle Research and Development Center、北東部

ナコンラチャシマ県、以下「パクチョン試験場」）、サケオ研究繁殖センター（Sakeao Research and 
Breeding Center、中部サケオ県、以下「サケオ試験場」）及びフォイフォンカイ王立開発研究セ

ンター（Huai Hong Krai Royal Development Study Center、北部チェンマイ県、以下「フォイフォン

カイ王立試験場」）の 3 試験場34を機材導入対象施設（モデル牧場）として選定した。 
機材導入以前の 2017 年 12 月時点における各試験場の概要は以下のとおりである。 
 

                                                        
34 パクチョン試験場及びサケオ試験場は DLD 畜産・遺伝改善部、フォイフォンカイ試験場は王立案件・特別活

動部に所属する（２．（３）図 2-3 参照）。 

フォイフォンカイ王立試

験場（チェンマイ県） 

 

パクチョン試験場 

（ナコンラチャシマ県） 

サケオ試験場 

（サケオ県） 

バンコク 

出所：白地図専門店 http://freemap/jp 

図 3-1 試験設置対象施設の所在地 
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(a) パクチョン試験場 
DLD 管轄下の畜産試験場は全国に 60 施設あるが、パクチョン試験場は唯一の酪農試験場であ

り、牛の品種改良、飼料、乳質改善等の研究を行っている。飼養する乳牛は 370 頭、うち搾乳牛

は 68 頭である（2018 年 7 月現在）。搾乳は、3～4 年前に導入されたインターパルス社（Interpuls、
イタリア）のミルキングパーラーによって行っている。 
  

 
外観 インターパルス社パーラーによる搾乳 

図 3-2 パクチョン試験場 
出所：JICA 調査団（2017 年 12 月撮影） 

 
(b) サケオ試験場 
サケオ試験場は乳牛、鶏（食肉用、鶏卵用）及び豚を取り扱う畜産試験場であり、主に、ホル

スタイン 75%の乳牛の繁殖と酪農家への供給及び生乳の販売を行っている。同試験場では牛 360
頭を飼養し、このうち搾乳牛は 50～70 頭であり、年間約 30 頭の子牛を販売している。搾乳には、

約 20 年前に導入した SAC 社（Aktieselskabet S.A.Christensen & co、デンマーク）製のミルキング

パーラーが用いられている。 
 

 

 

 

 

ホルスタイン 75%の乳牛 SAC 社製ミルキングパーラー 

図 3-3 サケオ試験場 
出所：JICA 調査団（2017 年 12 月撮影） 
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(c) フォイフォンカイ王立試験場 
フォイフォンカイ王立試験場は、全国に 6 か所設置されている王立農業試験場の一つである。

王立農業試験場は農業・協同組合省とタイ王室との共同管轄下にある。同試験場は 8,800 ライ（約

1,400 ヘクタール）の広大な敷地を持ち、淡水魚、森林、水利、土壌、畜産、米及び米以外の農業

と広範な分野の研究を行う他、チュラロンコン大学及びチェンマイ大学との共同研究部門も有す

る。ただし、牛に関する研究開発は行っておらず、牛舎 1 棟で乳牛、肉牛合わせて 36 頭を飼養し

ているのみであり、このうち 4 頭をバケット式ミルカーで搾乳している。 
本事業の試験設置対象となったことを受け、酪農部門を拡大する方針となり、酪農担当職員 1

名が新たに配置された。また、機材導入までにパクチョン試験場及びチェンマイ試験場から計 50
頭の乳牛を移動させる予定であるとの説明があった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

乳牛と肉牛が混在する牛舎 バケット式ミルカー 

図 3-4 フォイフォンカイ王立試験場 
出所：JICA 調査団（2017 年 12 月撮影） 

 
イ）「1-2 各関係者の責任分担の決定」 
本事業開始に先立ち、DLD との間で、オリオン機械、DLD 及び導入先各試験場の役割及び費

用負担について協議し、合意内容を協議議事録別紙として取りまとめた。同別紙には導入先各試

験場責任者の署名も得た。 
2017 年 11 月 8 日、バンコク市内ホテルにおいて、JICA、DLD 及びオリオン機械の共催による

事業開始記念セレモニーを開催した。受託企業（オリオン機械株式会社常務取締役・海外事業本

部長 金子亨）による事業概要説明の後、在タイ王国日本大使館福島秀夫次席公使から来賓挨拶

が行われた。続いて、事業主体として、JICA タイ事務所田中啓生所長、オリオン機械株式会社代

表取締役社長太田哲郎、Dr. アパイ・スッティサン DLD 局長（当時）によるスピーチが行われた。

記念撮影の後、記者会見を開催した。 
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アパイ局長（当時）スピーチ 記念撮影 

図 3-5 事業開始記念セレモニー 
出所：JICA 調査団（2017 年 11 月撮影） 

 
ウ）「1-3 搾乳室の設計と現地仕様の機材仕様の決定」 
 搾乳室の建築業者の決定 
搾乳室の建設は、基本的に試験場毎、周辺の建築業者から相見積りを取得し、安価かつ希望工

期への対応などを比較して、最も適切と判断した事業者を選定した。 
パクチョン試験場の搾乳室の建築は、NOR MUANG Co.,Ltd に委託した。サケオ試験場の搾乳

室の建築は、Nikom Karnchang 2017 Limited Partnership に委託した。フォイフォンカイ王立試験場

の建築は、Chaiwang Construction Limited Partnership に委託した。 
 搾乳室の設計 
受託企業が使用している 6W へリングボーンパーラー舎の基本的な建築レイアウト図面をもと

に、各試験場の設置場所に応じて修正し、各試験場の搾乳室建設を担当する建築業者に提供した。 
各建築業者が建築レイアウト図面に基づいて詳細な建築図面を作成した後、両者で数回の協

議・現場確認を重ねて最終的に以下の図面を作成した。 
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図 3-6 搾乳室図面 
出所：JICA 調査団 
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 機材仕様の決定：搾乳システム（スーパーラインミルカー） 
搾乳システムは、受託企業の「スーパーラインミルカー」を選定した。 
飼養管理機器は Afimik 社の機材を選定した。ミルキングパーラーの重要な構成要素である飼養

管理機器（牛の識別､牛の乳量測定､PC 管理）は、受託企業独自では開発しておらず、日本市場で

は GEA 社、海外（中国､韓国及び台湾）市場では Afimilk 社の製品を採用している。2006 年に中

国及び韓国で同社製品の採用を開始して以降、各国市場において”ORION & Afimilk”のブランドを

確立しており、10 年の実績を持つ。また、受託企業の上海の関連会社では、同社専用の部品等を

生産し、マッチング試験等を行っており、Afimilk 社製品を採用することで、将来のこれら部品の

タイにおける拡販も期待できる。 
 

表 3-1 搾乳システムの仕様 

出所：JICA 調査団 

注：3 施設とも仕様は同様。 

 
 機材仕様の決定：生乳冷却機（バルククーラー） 
生乳冷却機は、Serap 社の「バルククーラー」を選定した。パクチョン試験場には容量 1,500 リ

ットルのクーラー、サケオ試験場及びフォイフォンカイ王立試験場には容量 1,000 リットルのク

ーラーを設置する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

へリングボーン6W（片側6頭搾乳×両サイド、12頭同時搾乳が可能）

受乳装置 材質：ステンレス（SUS304)、レシーバージャー75L、ミルクポンプにて送乳

【洗浄方式】チューブポンプ供給式、全自動方式プログラム制御

【洗浄槽】材質：ステンレス（SUS304)　6ﾕﾆｯﾄ用洗浄槽

真空発生装置 三相380V　排気量：1450L/h

真空圧 40kPa

乳量計付自動離脱装置 Afimilk製：Afimilk MPC Milkmeter

飼養管理ソフト Afimilk製：Afimifarm5.2

Window 10Pro 64bit Corei7 ﾓﾆﾀｰ　UPS　

材質：ステンレス（SUS304）、2ｲﾝﾁ

材質：ステンレス（SUS304）、1.5ｲﾝﾁ

材質：ステンレス（SUS304）、1.5ｲﾝﾁ

材質：硬質塩化ビニール、3ｲﾝﾁ

315L　3相380V　12000W

65L　1000L貯水ﾀﾝｸ　圧送ポンプ式

ミルキングパーラー（ストール）

ヒーター式ボイラー

飼養管理機器

軟水器

搾
乳

シ
ス
テ

ム

パソコン

自動洗浄機能
搾乳機

ミルク配管

洗浄配管

送乳配管

パルセータ配管
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表 3-2 バルククーラーの仕様 

 
出所：JICA 調査団 

 
受託企業は､国内市場のバルククーラーの開発において、部品供給も含めた同社との技術協力を

20 年以上実施しており､同社の製品を受託企業の商品の一つとして国内に販売している。搾乳シ

ステムの構成において、受託企業の製品と同社製品を組み合わせることで最良の性能を発揮する

ことを確認済みであり、他社製品による代替は困難である。タイ市場の展開においても、同社と

の技術協力を軸に生乳冷却機の普及を図るため、本事業の導入機材として同社製品を選定した｡ 
 

エ）「1-4 機材の生産」 
受託企業の日本国内工場で搾乳機器一式、受託企業の上海の関連会社でストール及び搾乳機器

部品を生産した。また一部の製品加工、組立を OMA で実施した。 
 

オ）「1-5 搾乳室の建設」 
各試験場において、DLD および試験場、建築業者で協議のもと決定した必要な工事を各建築業

者が行った。建築工事（水道・電気を含む）は建築業者が行い、搾乳室までの水道・電気工事は

DLD が行った。 
パクチョン試験場の搾乳室の完成は、2018 年 6 月 14 日に DLD、同試験場および受託企業によ

って確認された。サケオ試験場は 8 月 10 日に、フォイフォンカイ王立試験場は 10 月 15 日に確認

された。 
  

導入対象施設 パクチョン試験場
サケオ試験場

フォイフォンカイ王立試験場

型式 First.CS 1500 First.CS 1000

標準容量（ℓ） 1500 1000

最大容量（ℓ） 1540 1030

幅×奥行×高さ（m) 1980×1482×1700 1980×1482×1370

最低投入量（ℓ） 300 200

冷凍機 TAG4553 FH4531

コンプレッサ出力(hp) 4.5 2.5

冷却容量 1500 1000

電源電圧 三相440V 単相230V
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図 3-7 パクチョン試験場（左）、サケオ試験場（右）の搾乳室完成 
出所：JICA 調査団 

 
 

 

 

 
図 3-8 フォイフォンカイ王立試験場の搾乳室建築と完成 

出所：JICA 調査団 

 

カ）「1-6 製品の輸送・設置」 
搾乳機器（受託企業製品）は、受託企業本社工場より横浜港、バンコク港を経由し、OMA ま

で輸送した。また、ストール及び搾乳機器部品を受託企業の上海工場より上海港、バンコク港を

経由し、OMA まで輸送した。 
バルククーラー（Serap 製品）の輸送は、フランス／Serap 工場よりルアーブル港、レムチャバ

ン港を経由し、OMA まで輸送した。 
飼養管理機器（Afimilk 製品）の輸送は、イスラエル／Afimilk 工場よりハイファ港、バンコク

港を経由し、OMA まで輸送した。 
最終的に OMA に集められた製品は、現地配送会社に委託して各試験場まで輸送した。 
各試験場で委託された建築業者と OMA が設置スケジュールを策定し、オリオン機械作成の設

置要領書に基づき作業を実施した。パクチョン試験場の機材の設置は 2018 年 6 月 20 日から 7 月

7 日までの計 15 日間、サケオ試験場は 2018 年 10 月 8 日から 10 月 12 日、10 月 24 日から 10 月

31 日、2019 年 1 月 23 日から 1 月 26 日までの計 17 日間で完了した。フォイフォンカイ王立試験

場は 2019 年 2 月 25 日から 3 月 11 日の 15 日間で設置作業を実施した。 
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図 3-9 パクチョン試験場の機材設置・完了 
出所：JICA 調査団 

 
 

 

 

 
図 3-10 サケオ試験場の機材設置・完了 

出所：JICA 調査団 

 

  
図 3-11 フォイフォンカイ試験場の機材設置・完了 

出所：JICA 調査団 
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キ）「1-7 試運転の実施」 
パクチョン試験場、サケオ試験場及びフォイフォンカイ王立試験場の 3 か所においてシステム

点検を実施し、問題なく稼動していることを確認した。また、DLD 職員、試験場作業者に対して

操作方法を指導した。 
 

  

図 3-12 パクチョン試験場での試運転実施 
出所：JICA 調査団 

 

  

図 3-13 サケオ試験場での試運転実施 
出所：JICA 調査団 
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図 3-14 フォイフォンカイ王立試験場での試運転実施 

 
出所：JICA 調査団 

 
ク）「1-8 稼働状況の確認」 
現地講習会あるいは乳質確認のため各試験場を訪問した際、機材の稼働状況を確認した。現地

講習会の際には、午後の搾乳作業時に合わせて稼働状況を確認した。この他、OMA では、導入

したコンピュータから送信されるデータによる稼働状況も随時行い、不具合等が発生した場合は

直ちに受託企業（本社）に報告、対応に当たった。 
 

ケ）「1-9 乳質の確認」 
乳質検査はパクチョン試験場、サケオ試験場、フォイフォンカイ王立試験場がそれぞれ通常の

検査委託先としている検査機関に依頼することとした。検査は、機材導入前後とも月 2 回実施し

た。 
なお、乳質検査結果の一部に信頼性の疑問が生じたため、受託企業が独自に他の検査機関に同

じサンプルを検査委託し、数値を確認することとなった。酪農場から集乳ステーションまたは酪

農協が生乳を買い取る価格、及び、集乳ステーションまたは酪農協から乳業メーカーが生乳を買

い取る価格は、基準価格と乳質によって決定される。仮に、公立の検査機関の検査精度が低いと

すれば、現在の取引価格は乳質を反映した価格となっていない可能性がある。また、今後、搾乳

技術の向上と搾乳機器の導入によって乳質が改善しても、乳質が正確に計測されないため、買い

取り価格に適切に反映されない可能性がある。 
 

コ）「1-10 作業効率の確認」 
機材導入前に、作業プロセスを把握し作業フローを作成するとともに、各業務の時間を測定し

た。機材導入後も同様に作業フローを作成し、機材導入前と後で変更した業務プロセスを明確に

した上で、各業務の時間を測定した。 
3 試験場ともバルククーラーを設置していなかったので、該当するプロセスの作業フローが大

きく変更されている。さらに、フォイフォンカイ王立試験場では、搾乳機器がバケット式であっ

たので、該当プロセスの作業フローも大きく変更される。 
各試験場での実証事業の概要をまとめると以下のとおりである。 
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表 3-3 各試験場の実証事業概要表 
 

パクチョン試験場 サケオ試験場 
フォイフォンカイ 

王立試験場 

搾乳室の設計 受託企業、建築業者 

バルククーラーの調達 Serap Industries 

飼養管理機器の調達 Afimilk Agricultural Cooperative Ltd. 

搾乳機器の生産 受託企業 

搾乳室の建設 NOR MUANG Co.,Ltd Nikom Karnchang 2017 

Limited Partnership 

Chaiwang Construction 

Limited Partnership 

製品の輸送・設置 搾乳機器は受託企業、バルククーラーは Serap Industries、飼養管理機器は

Afimilk が各々の工場から OMAまで輸送 

OMA が現地配送会社を利用し各試験場まで輸送・設置 

試運転の実施 受託企業、DLD 職員、各試験場作業者で実施 

稼働状況の確認 建築業者と OMAで実施 

乳質の確認（DLD実施） スリン県 Veterinary 

Research and 

Development Center 

lower Northeastern 

Region で検査を実施 

チョンブリ県 Veterinary 

Research and 

Development Center, 

East Region で検査を実

施 

ランパーン県 Veterinary 

Research and 

Development Center 

Upper North Region で

検査を実施 

乳質の確認（受託企業実

施） 

ラチャブリ県 Kasetsart 

University Animal 

Hospital で検査を実施 

ラチャブリ県 Kasetsart 

University Animal 

Hospital で検査を実施 

チェンマイ県の Chiang 

Mai University(SPC）及

び Central Laboratoly 

Co., Ltd.(SCC)で検査を

実施 

作業効率の確認 機材導入前・後の作業フローを各々作成し、特に、変更した業務プロセスを明

確にした上で、各業務の時間を測定した。 

出所：JICA 調査団 

 
②成果 2 にかかる活動 

ア）「2-1 研修計画の策定」 
DLD との協議の結果、現地講習会を 4 回、本邦受入活動を 4 回実施することで合意した。 
現地講習会はモデル牧場である 3 ヵ所の試験場またはそれらの周辺施設で実施することとし、

DLD 職員、試験場職員、各地域の主要酪農協職員を対象とした技術指導が中心となる。講習は 1
回あたり 2 日間、2 回（合計 4 日間）で 1 クールとし、事業実施期間中、各モデル牧場で 2 クー

ルずつ実施した。本邦受入活動の参加者選定にあたっては、現地講習 1 クールへの参加を条件と

し、DLD が受託企業と協議のもと合計 20 名を選定した。第 1 回目は酪農行政に携わる政府関係

者（DLD 職員）向けの内容とし、第 2～4 回目は各試験場職員を選定することで合意した。 
 
イ）「2-2 DLD 職員、試験場職員に対する搾乳指導」 
機材設置後、各モデル牧場において、DLD 職員、試験場職員に対して実機を使用して正しい搾
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乳方法と洗浄の重要性について指導を行った。パクチョン試験場については 2018 年 7 月の機材設

置時に、OMA 社員が試験場職員に対し、機械の使用方法について指導を行った。また、同試験

場で実施された第 2 回現地講習会（2018 年 9 月）、第 3 回現地講習会（2019 年 2 月）、第 4 回現

地講習会（2019 年 6 月）の際にも参加者に対し、安田、錦見が試験場の機械を用いて指導を行っ

た。 
サケオ試験場でも同様に、機材設置時および第 3 回、第 4 回現地講習会の際に、フォイフォン

カイ試験場では機材時設置時と第 4 回現地講習会の際に、実機を用いた参加者への搾乳指導を行

った。 
指導の際には下記資料「オリオンが勧める正しい搾乳手順～乳房炎防止と乳質改善のための 10

ステップ」のタイ語版を配布し、「①真空度の確認」から「⑩搾乳終了後のユニット洗浄」まで

の各工程について、実演しながら正しい手順や留意点の説明を行った。 
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図 3-15 搾乳指導時の配布資料（上：日本語版、下：タイ語版） 
 

出所：JICA 調査団 

 
ウ）「2-3 DLD 職員、試験場職員への酪農技術指導」 

(a) 第 1 回現地講習会 
2018 年 3 月に第 1 回現地講習会を 3 試験場にて実施した。講師は安田、錦見が担当し、1 日目、

2 日目の 10～15 時の時間帯で合計 8 コマの座学講義を行った。1 日目の終了後は搾乳見学を受け
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入れ、2 日目の午後にはフリーディスカッション・質疑応答、小テスト・アンケート記入の時間

を設けた。パクチョン試験場におけるカリキュラムは下図のとおり（他の 2 ヵ所もほぼ同じ内容）。 
 

表 3-4 第 1 回現地講習会のカリキュラム（2018 年 3 月、パクチョン試験場） 

 
出所：JICA 調査団 

 
講義の 1 日目ではまず、JICA 事業について解説した後、「①乳牛とは、牛のライフサイクル（安

田）」の講義において、牛が誕生してから搾乳牛へと成長するまでのライフサイクルや、牛の性

質・基本行動について講義を行った。「②搾乳室、牛舎の衛生管理（安田）」では、高品質の牛

乳を生産するためには、乳牛を清潔かつ快適な環境で飼育するとともに、酪農家が目で乳牛の状

態を確認しながらきめ細やかなケアを行う必要があるとの説明があった。次に「③泌乳生理と正

しい搾乳（錦見）」では、乳房炎をタイの酪農業における最重要課題と位置づけ、乳房・泌乳の

メカニズムに触れながら、乳房炎の症状や発生原因、治療方法、そして乳房炎を防ぐための正し

い搾乳技術について解説した。講義終了後は試験場に移動して、参加者による搾乳見学が行われ

た。 
2 日目の「④生乳の衛生管理（安田）」、「⑤冷却と洗浄（安田）」では、生乳内に含まれる

菌の繁殖を防ぐためには速やかに冷却する必要があるとともに、冷却に用いるバルククーラーも

適切に洗浄、メンテナンスすることが重要であると指摘した。「⑥周産期の管理（錦見）」では、

乾乳牛と搾乳牛それぞれに適した飼料の配合について言及し、その管理が不十分であると、乳量

の減少や疾病の発生、繁殖障害を引き起こす恐れがあるとの説明を行った。 
 
 
 
 
 

１日目

時 間 内 容 担 当

１ 11:00 - 11:15 JICA事業説明 安田

2 11:15 - 12:00 乳牛とは、牛のライフサイクル 安田

3 13:00 - 13:45 搾乳室、牛舎の衛生管理 安田

4 13:45 - 14:30 泌乳生理と正しい搾乳 錦見

5 15:00 - 適時 搾乳見学

2日目

時 間 内 容 担 当

1 9:30 - 10:15 生乳の衛生管理 安田

2 10:15 - 11:00 冷却と洗浄 安田

3 11:00 - 11:45 周産期の管理（1） 錦見

4 13:00 - 14:00 フリーディスカッション、質疑応答 安田・錦見

5 14:00 - 15:00 小テスト、アンケート 安田・錦見



72 
 

 
表 3-5 第 1 回現地講習会の講義後アンケート結果（2018 年 3 月、パクチョン試験場） 

 
出所：JICA 調査団 

 
参加者は合計 65 名となり、DLD からは第 1 回本邦受入事業参加者、試験場職員等が参加、他

に酪農協関係者、近隣農家が多かった。フリーディスカッション、質疑応答では日本の乳価決定

要素（乳質と乳成分）、搾乳ユニットの離脱のタイミング、乳房炎にならないための方法などの

質問が出た。これに関しては、その場でも回答をし、第 2 回の現地講習会の内容にも反映する。

また、小テスト、アンケートを実施し、理解度を確認した。 
 

(b) 第 2 回現地講習会 
第 2 回の現地講習会は、2018 年 9 月、3 ヵ所の試験場にて合計 189 名を対象に行った（うち

DLD100 名、酪農家 50 名、その他 39 名）。講師は安田、錦見の 2 名が担当し、2 日間、それぞ

れ 9:00～15:00（パクチョンのみ 2 日目は 13:30 まで）の時間帯で合計 3 コマの座学講義およびフ

リーディスカッション、質疑応答、小テスト・アンケートを実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1．講義の内容 ４．今回の講義で一番興味深かった項目

とても難しい 1 乳牛とは、牛のライフサイクル 5

やや難しい 6 搾乳室、牛舎の衛生管理 3

ちょうどよい 50 乳房炎とは、泌乳生理と正しい搾乳 45

やや簡単 7 生乳の衛生管理 5

とても簡単 0 周産期の管理 6

２．講師の使う言葉 ５．今回の講義全体をとおして

とても難しい 3 全て理解できた 10

やや難しい 8 ほとんど理解できた 47

ちょうどよい 48 あまり理解できなかった 7

やや簡単 2 全く理解できなかった 0

とても簡単 2

３．講義のスピード ６．自由記述

とても速い 1

やや速い 18

ちょうどよい 41

やや遅い 4

とても遅い 0
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表 3-6 第 2 回現地講習会のカリキュラム（2018 年 9 月） 

 
注：パクチョン試験場のみ 2 日目は 13：30 に終了、搾乳立会実施 

出所：JICA 調査団 

 
1 日目の「①今回の講習の狙いと地域をあげた乳質改善の重要性（安田）」では、第 1 回の講

義で触れた正しい搾乳手順について、改めて解説するとともに、搾乳機のチェックすべきポイン

ト（真空度、パルセータ設定、ユニット装着・離脱ポイント）について講義を行った。「②乳房

炎防除のための泌乳生理と正しい搾乳の実践（錦見）」では、タイで過搾乳が現在も日常的に行

われていることを踏まえ、泌乳の生理や乳房の構造について再度説明した上で、乳房に負荷をか

けないミルカーの装着・離脱のタイミングと方法について解説した。講義終了後は、試験場にて

搾乳作業の視察や実地指導が行われた。 
2 日目の「③周産期の飼養管理」では、適切な飼養管理、発情検知、人工授精を通じた周産期

の管理の必要性や、疾病の予防について講義を行った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１日目
時 間 内 容 担 当

１ 9:00 - 10:30 今回の講習の狙いと地域をあげた乳質改善の重要性 安田

2 10:40 14:45 乳房炎防除のための泌乳生理と正しい搾乳の実践 錦見

3 15:00 フリーディスカッション、質疑応答

2日目

時 間 内 容 担 当

1 9:00 - 12:00 周産期の飼養管理(2) 錦見

3 13:00 14:00 フリーディスカッション、質疑応答 安田・錦見

4 14:15 15:00 小テスト、アンケート 安田・錦見
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表 3-7 第 2 回現地講習会の講義後アンケート結果（2018 年 9 月） 

 
出所：JICA 調査団 

 
講義後に実施したアンケートでは、「乳質改善のポイント」、「飼養管理」に関心を持った参

加者が多く、また、周産期の疾病の予防・治療方法、日本における酪農の現状（日本政府の酪農

推進策、乳牛の種類、飼料の配合の割合）などに関する質問を記載する参加者も見受けられた。

さらに、今後のセミナー開催の要望などのコメントが出るとともに、「受託企業の商品に興味を

持った」と答えた参加者も多かった。 
 

(c) 第 3 回現地講習会 
第3回の現地講習会は、2019年2月、3ヵ所の試験場にて合計150名を対象に行った（うちDLD85

名、酪農家 65 名）。講師は安田、錦見の 2 名が担当し、講義の内容は第 1 回現地講習会と同じ内

容とした。後半にはフリーディスカッション、質疑応答、小テスト・アンケートを実施した。 
なお、講義の内容をより充実させるため、最初に参加者に対する事前アンケートを実施し、講

義で解説予定の 10 項目について、既に理解しているかどうかを質問した。下図は回答状況を示し

た表である。3 ヵ所の会場それぞれで傾向は異なるものの、「1. 搾乳牛の体のしくみ」、「7. 乳
房炎を起こす細菌類」については「理解している」と答えた参加者が多く見られた一方、「5. 牛
乳の成分とそれを洗い流す洗剤の種類」については割合が低かった。 
 

 
 
 
 

サケオ パクチョン ﾌｫｲﾌｫﾝｶｲ サケオ パクチョン ﾌｫｲﾌｫﾝｶｲ

１. 講義の内容 ４. 今回最も興味深かった項目

とても難しい　　 4 5 5 乳質改善のポイント　 8 4 24

やや難しい　　 27 27 32 正しい搾乳の実践（ハード）　 5 5 8

ちょうどよい 0 3 4 正しい搾乳の実践（ソフト） 4 3 8

やや簡単　　 1 1 0 冷却　　 4 3 4

とても簡単 0 0 0 洗浄 1 2 2

飼養管理　　 4 12 4

２. 講師の使う言葉 周産期の管理 5 10 3

とても難しい　　 0 2 1

やや難しい　　 7 10 7 ５. 今回の講義全体をとおして

ちょうどよい 24 19 27 全て理解できた　 2 1 17

やや簡単　　 0 5 3 ほとんど理解できた　 23 31 33

とても簡単 1 0 2 あまり理解できなかった　 4 2 3

全く理解できなかった 0 2 0

３, 講義のスピード

とても速い　　 0 1 1

やや速い　　 0 4 5

ちょうどよい 28 25 35

やや遅い　　 3 8 0

とても遅い 0 0 0
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表 3-8 第 3 回現地講習会における事前アンケート：「理解している」と答えた人の割合 

 
注：青いシャドーは「理解している」と答えた参加者が 7 割を超えた項目、ピンクのシャドーは 3 割を下回った項目

を示す。 

出所：JICA 調査団 

 
各地における講習会初日の講義終了後、安田、錦見は各試験場における実際の搾乳作業を見学

し、指導を行った。改善すべき点については、2 日目の講義内で参加者に共有された。例えばフ

ォイフォンカイ試験場における指摘内容は以下の通りとなった。 
 

表 3-9 第 3 回現地講習会で指摘されたフェイフォンカイ試験場の課題 

 搾乳開始前、12 頭全てを水で洗っていた。水をかけて乳房を洗う刺激でオキシトシンの分泌が始

まっている。オキシトシンは 1 分でピークを迎えるため、そこでミルカーを装着しなければなら

ない。ところが、装着まで 5～10 分以上かかっている牛もあった。オキシトシンが減少している

時間帯であり、乳腺葉内の乳を搾れなくなってしまう。1～1.5 分以内にミルカーを付けるように

心がけてほしい。 
 前搾りが行われていなかった。前搾りが不十分の状態でミルカーを装着しても、しばらく泌乳さ

れず、結果として搾乳時間が多くかかる。 
 乳が出なくなってきた時点でミルカーを引っ張るマシンストリッピングが行われていた。マシン

ストリッピングは行ってはならない。マシンストリッピングで出てくる量は 100～200cc にすぎ

ないが、これは乳頭槽の中に残すことが望ましい。これを搾りたければ手絞りで行うこと。 
 ポストディッピングまでの所要時間が長かった。ミルカーを外したらすぐに行うべきである。 
 また、真空計のメーターがすぐに確認できない位置に取り付けられていた。最初に真空圧を確認

することが重要である。 
 ミルカーの装着の時にエアーを吸い込ませていた。ミルカーを 2 台以上使っている場合、別の 1

台の真空圧の影響を及ぼしてしまう。必ずライナーを曲げて真空圧をカットして装着する。 
 10kg 以上の乳量の多い牛があった（他の牛は 5～6kg）が、その牛は痩せていた。餌が足りない

のだと推測される。恐らく TMR の量は低い乳量の牛に合わせているのであろうが、乳量が多い

牛には追加の濃厚飼料が必要であり、乳量に応じて牛をグループ分けして管理することが必要で

ある。濃厚飼料と粗飼料のバランスは 5：5 が理想であるが、乳量の多い牛は 6：4 でも問題ない。 
 

 
 

サケオ パクチョン
フェイフォ
ンカイ

1 搾乳牛の体のしくみについて十分理解していますか？ 81.3% 68.8% 63.6%

2 搾乳牛の基本行動を理解していますか？ 81.3% 56.3% 63.6%

3 あなたの牧場では飼養管理作業を理解していますか？ 75.0% 59.4% 56.8%

4 搾乳機の洗浄の重要性を理解していますか？ 87.5% 59.4% 61.4%

5 牛乳の成分とそれを洗い流す洗剤の種類について知っていますか？ 43.8% 25.0% 11.4%

6 搾乳牛の泌乳生理を十分理解していますか？　 81.3% 46.9% 59.1%

7 乳房炎を起こす細菌類について知っていますか？ 56.3% 78.1% 79.5%

8 乳房のしくみを理解していますか？ 50.0% 65.6% 70.5%

9 正しい搾乳手順を理解していますか？ 68.8% 78.1% 79.5%

10 バルククーラーの重要性を理解していますか？ 50.0% 65.6% 54.5%
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表 3-10 第 3 回現地講習会の講義後アンケート結果（2019 年 2 月） 

 

出所：JICA 調査団 

 
 

  

図 3-16 第 3 回現地講習会（左：講義の様子、右：試験場における搾乳指導） 
 

出所：JICA 調査団 

 
(d) 第 4 回現地講習会 

第 4 回現地講習会は、2019 年 6 月、3 ヵ所の試験場にて合計 190 名を対象に行った（うち DLD・
農協職員 90 名、酪農家 100 名）。講師は安田、錦見の 2 名が担当し、講義の内容は第 2 回現地講

習会と同じ内容とした。後半にはフリーディスカッション、質疑応答、小テスト・アンケートを

実施した。 
第 3 回現地講習会の時と同様、初日の講義終了後には各試験場の搾乳作業の視察を行ったとこ

ろ、各牧場にて作業工程に大きな改善が見られた。フェイフォンカイの状況は下記の通りとなっ

サケオ パクチョン ﾌｫｲﾌｫﾝｶｲ サケオ パクチョン ﾌｫｲﾌｫﾝｶｲ

１. 講義の内容 ４. 今回最も興味深かった項目

とても難しい　　 1 0 0 乳牛とは、牛のライフサイクル 1 0 0

やや難しい　　 5 5 0 搾乳室、牛舎の衛生管理 3 4 4

ちょうどよい 20 30 32 乳房炎とは、泌乳生理と正しい搾乳 8 13 15

やや簡単　　 0 2 7 生乳の衛生管理 0 2 0

とても簡単 0 0 1 冷却と洗浄 6 6 12

周産期の管理 8 12 9

２. 講師の使う言葉

とても難しい　　 0 1 0

やや難しい　　 4 14 4 ５. 今回の講義全体をとおして

ちょうどよい 21 21 29 全て理解できた　 2 3 8

やや簡単　　 1 1 6 ほとんど理解できた　 24 34 31

とても簡単 0 0 1 あまり理解できなかった　 0 0 1

全く理解できなかった 0 0 0

３, 講義のスピード

とても速い　　 0 0 0

やや速い　　 1 1 0

ちょうどよい 24 33 37

やや遅い　　 1 3 3

とても遅い 0 0 0
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ており、成果は 2 日目の講義の中で出席者に共有された。 
 

表 3-11 第 4 回現地講習会におけるフォイフォンカイ試験場の講評 

 搾乳手袋を装着していた。 
 以前は乳房を水洗い後ミルカー装着まで 10 分以上かかっていたが、水洗い、清拭の後、遅くと

も 2～3 分でミルカーを装着していた。本来は清拭後 60～90 秒で装着することが望ましいが、当

試験場の乳牛の能力に照らせば、おおむね合格。 
 以前は前絞りを行っていなかったが、今回は前絞りが行われていた。ただし、前絞りの回数はや

や少ない。 
 以前はミルカーを 5～10 分間装着した後マシンストリッピングを行っていたのに対し、今回は、

遅くとも開始後 3～4 分で自動離脱しており、マシンストリッピングは行っていなかった。自動

離脱機能による面もあるが、マシンストリッピングを行わないようになったことは評価。 
 作業開始前の真空計数値の確認が行われていた。以前は真空計が上部の高い位置に設置されてお

り、数値の確認自体困難であった。なお、以前はエアーの漏れが多く、圧力が安定していなかっ

たと推測される。 
 総合的には、現在の当試験場の乳牛の能力（約 4kg 台）に照らせば、搾乳作業はおおむね合格点

であり、以前に比較して大きく改善された。ただし、今後、乳量が多い牛が増えた場合を想定す

ると、より改善の余地がある。 
 なお、（HHK 王立試験場に限らず）装着前に乳房を水洗いしていた。水の温度が低い場合、水洗

いによってアドレナリンが誘発され、血管の収縮を招き、オキシトシンの伝達を阻害するおそれ

があること、及び、かけた水が乳頭口まで垂れ、細菌感染を招く恐れがあることから、米国等で

は水洗いは絶対に行ってはならないとされている。タイの場合、全般的に気温が高く、水温も高

いため、前者はそれほど問題にはならないと考えられる。また、全ての作業について完璧を求め

るのではなく、可能な部分から改善することで差し支えない。許容範囲であろう。日本において

も、可能な部分から改善することで差し支えない旨指導している。 
 

 

  
図 3-17 第 4 回現地講習会（左：講義の様子、右：試験場における搾乳指導） 

出所：JICA 調査団 
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エ）「2-4 本邦受入活動」 
(a) 第 1 回本邦受入活動 

第 1 回本邦受入活動は 2018 年 4 月 22～27 日の期間で実施した。DLD にて酪農行政に携わる職

員 6 名（上記シンチャイ氏、ジャルワット氏を含む）を受け入れ、①日本酪農の歴史、変遷およ

び補助金政策、統計の整備・方法、②日本の酪農業界に係る関連組織や牛乳・乳製品生産、③日

本の酪農家の現状と酪農保険制度、に関する講義を設定した。 
 

表 3-12 第 1 回本邦受入活動の参加者（DLD 職員） 

出所：JICA 調査団 

 

表 3-13 第 1 回本邦受入活動のカリキュラム 

出所：JICA 調査団 

 
  

氏名 所属 肩書

1 Mr. Sinchai Ruengpaibul Department of Livestock  Development,
Ministry of Agriculture and Cooperatives Dairy Extension Expert

2 Mr. Jaruwat Nutdechanan same as above Senior Dairy Extension Officer

3 Ms. Krongkaew Borisutsawat same as above Senior Animal Scientist

4 Ms. Kanchana Thammarat same as above Animal Husbandry Technical Officer

5 Ms. Montakan Kunkaew same as above Animal Husbandry Technical Officer

6 Ms. Siriporn Ratsameemonthon same as above Policy and Plan Analyst

日付 活動場所

22 Apr.
(Sun)

南 玲子 様
大和総研
アジア事業開発本部
シニアコンサルタント

東京

金子 亨 オリオン機械海外事業本部

前田 勉 様
全日本ホルスタイン協会会長
（前田牧場経営者）

25 Apr.
(Wed)

松岡 竜矢 様
明治乳業株式会社
海外事業本部

明治乳業㈱
守谷工場

安宅　倭 様
農林水産省
生産局畜産部 生乳乳製品課
乳業班　課長補佐（乳業再編班）

金澤 正尚 様
生産局畜産部 生乳乳製品課
乳業班　課長補佐（生乳班担当）

三宅 康弘 様
統計部統計企画管理官
管理官補佐（海外協力班）

近藤 光隆 様
統計部生産流通消費統計課
畜産・木材統計班
畜産統計第一係長

櫻井 克成 様
統計部消費統計室
課長補佐（食品産業動向班）

横道 美智 様
統計部経営・構造統計課
企画班 計画係長

坂口 直弥
オリオン機械
海外事業本部 酪農海外営業部

27 Apr.
(Fri)

24 Apr.
(Tue)

オリオン機械
本社

11:20 - 15:40 移動（羽田⇒バンコク）JL031便

13:00 - 15:00

日本の農業統計の概要

畜産統計調査

牛乳乳製品統計調査

営農類型別経営統計調査（酪農）
生乳生産費統計調査

15:00 - 16:00 研修まとめ、アンケート

26 Apr.
(Thu)

農林水産省

9:45 - 10:30 日本の酪農の歴史

10:30 - 12:15 日本の農業政策

13:00 - 16:00
明治乳業守谷工場見学
牛乳生産の取組

11:00 - 13:00
日本の乳質改善の事例
（北海道標茶町の取組み）

9:00 - 11:00
酪農協・関連組織の役割
農協と農家の関係性

安田 元 オリオン機械酪農事業本部

23 Apr.
(Mon)

10:30 - 12:00 オリオン機械工場見学

13:00 - 15:30 日本の酪農家

8:10 - 16:15 移動（バンコク⇒成田）JL708便

時刻 活動内容/移動 講師または研修先担当者
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図 3-18 第 1 回本邦受入活動の様子 

 

出所：JICA 調査団（2018 年 4 月撮影） 

 
今回の受入活動を通じて、日本の酪農家、酪農関連企業、農林水産省による酪農業発展に向け

た各種制度や実態について、参加者の理解を深めることができた。研修の場ではいずれの参加者

前田勉・全日本ホルスタイン協会会長の講義 牧場の様子を動画で説明 

日本の酪農関連組織に関する講義 明治乳業・守谷工場訪問 

生乳生産に関する講義 農林水産省様による講義 
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からも高い意欲が感じられ、各講義にて多数の質問やコメントが出た。特に、小規模酪農家の負

担軽減のための取り組み（酪農家のヘルパー制度、公共牧場における子牛の飼育）に関するコメ

ントや質問が多く、タイにおける酪農家の「なり手」拡大に向けた施策として具体的に検討した

いとの意見が目立った。また、乳業メーカーによる酪農家に対する品質管理のための指導内容に

ついても関心が示された。 
乳質検査の具体的な手法や酪農保険、ワクチン接種方法等、いくつかのトピックについては、

講義終了後のアンケートにおいて、さらに詳細な情報提供を求めるコメントが見受けられた。 
 

(b) 第 2 回本邦受入活動 
第 2 回の本邦受入活動は 2018 年 9 月 30 日～10 月 5 日に実施した。チェンマイ、サケオ、フォ

イフォンカイの試験場職員を含む 7 名が来日し、①日本の酪農家と乳質改善の事例、②本事業で

導入する機材の基本的な知識、簡単なメンテナンス方法、③正しい搾乳方法の重要性と本事業で

導入する機材の役割、について学習した。 
 

表 3-14 第 2 回本邦受入活動の参加者（DLD 職員） 

出所：JICA 調査団 

 
 
 

  

氏名 所属 肩書

1 Dr. Boondharika Krajangwong Division of International Livestock Cooperation,
Department of Livestock Development (DLD) Veterinary Officer, Senior Level

2 Ms. Partoung Kosantia The 3 Region Livestock Office, Nakhon Ratchasima,
DLD

Animal Husbandry Technical Officer,
Professional Level

3 Ms. Amornrat Wannachote The 5 Region Livestock Office, Chiang Mai, DLD Human Resource Officer, Professional
Level

4 Mr. Vichai Tippawong Dairy Research and Development Centre, Nakhon
Ratchasima, DLD Animal Scientist Officer

5 Mr. Tawatchai Teltathum Chiang Mai Livestock Research and Development
Centre, DLD Senior Animal Scientist

6 Mr. Youngyote Jindatajak Sakon Nakhon Livestock Research and Breeding
Centre, DLD Senior Animal Scientist

7 Mr. Chairit Sirichai Huai Hong Krai Royal Development Study Centre,
DLD Senior Paraveterinary Officer



81 
 

表 3-15 第 2 回本邦受入活動のカリキュラム 

出所：JICA 調査団 

 
第 2 回の本邦受入活動を通じて、受託企業、日本の酪農家、酪農関連企業（乳業メーカー）の

取組及び正しい搾乳機・冷却器の取り扱いについて、参加者の理解を深めることができた。いず

れの参加者からも高い意欲が感じられ、どの講義においても熱心に受講していた。また、導入機

材を継続的に使用するための各機器の基本的な知識や簡単なメンテナンス法について理解を深め

ることができた様子であった。乳業メーカーによる酪農家に対する品質管理のための指導内容に

ついても関心が示された。 
一方、参加者が農業試験場の職員であったこともあり、実際に農家へ訪問して農場の様子を見

たかったという声が多く上がった。しかしながら防疫の観点から実現は難しく、次回以降は動画

の内容を充実させるなど、より多くの情報を農場以外の場所で提供できるように検討する必要性

が明らかになった。 
  

日付 活動場所

9/30(日) 東京

金子 亨 オリオン機械
海外事業本部

安田 元
オリオン機械
酪農事業本部
オリオン機械
海外事業本部

前田　勉様
日本ホルスタイン協会会長
前田牧場

オリオン機械
生産本部

金児　憲史
オリオン機械
酪農事業本部

田村　茂樹
オリオン機械
酪農事業本部

オリオン機械
海外事業本部、酪農事業本部

オリオン本社

移動（長野⇒東京）

10/4(金) 森永乳業株式会社
工場見学ご担当者様

森永乳業

10/5(土) 11:05-15:40 移動（羽田⇒バンコク）NH847便

13:00-14:30 森永乳業多摩工場見学

10/3(木)
9:00-10:00 講習のまとめ

11:30-13:00

10/1(火)

13:00-16:30 講習：冷凍・洗浄知識

10/2(水)
9:00-12:00 講習：ミルカーの基礎知識

オリオン本社

9:00 挨拶、活動の主旨説明

オリオン本社

9:30-11:30 講習：日本の乳質改善の事例

11:30-12:00 酪農ショールーム見学

13:00-15:30 講習：日本の酪農家の一日

15:45-16:30 工場見学

06:50-15:00 移動（バンコク⇒成田）NH806便

時刻 活動内容/移動 講師または研修先担当者
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図 3-19 第 2 回本邦受入活動の様子 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

講義：日本の乳質改善の事例 講義：日本の酪農家の一日 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オリオン機械工場見学  講義：ミルカー、冷却・洗浄の基礎 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実機を使った講義（冷凍・洗浄知識） 

 

森永乳業多摩工場の訪問 

出所：JICA 調査団 
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(c) 第 3 回本邦受入活動 
第 3 回の本邦受入活動は 2019 年 2 月 11 日～2 月 16 日に実施し、サケオ試験場、パクチョン試

験場の実務従事者および DLD の研修会担当者など 4 名が来日し、乳質向上のための正しい技術、

導入機材の使用方法について講義、視察を行った。 
 

表 3-16 第 3 回本邦受入活動の参加者（DLD 職員） 

 
出所：JICA 調査団 

 
今回の受入活動を通じて、受託企業、日本の酪農家、酪農関連企業（乳業メーカー）の取り組

み及び正しい搾乳機・冷却機の取り扱いについて、参加者の理解を深めることができた。実際に

現地で導入機材を管理している参加者は、機材の仕様や保守点検の重要性、機材を使用していく

上での注意点、管理法など質問しながら熱心に学ぶ姿勢が見られた。消耗品の交換頻度など論理

的に説明することができたことは受託企業にとっても良い機会となった。 
 

表 3-17 第 3 回本邦受入活動のカリキュラム 

 

出所：JICA 調査団 

 
 
 

氏名 所属 肩書

1 Ms. Sahattaya Subrod Sa Kaeo Livestock Research and Development
Center Director

2 Mr. Chalermpon Patipan Dairy Research and Development Center Animal Husbandry Technical Officer

3 Mr. Siriphong Masamran, The 2 region livestock office (Chachoengsao) Animal Husbandry Technical Officer

4 Ms. Sutida Onsongchun Bureau of Animal Husbandry and Genetic
Improvement Senior Animal Scientist

2/11(月) 東京

金子亨
オリオン機械
海外事業本部

安田元
オリオン機械
酪農事業本部
オリオン機械
海外事業本部

前田勉様
日本ホルスタイン協会会長
前田牧場
オリオン機械
生産本部

金児憲史
オリオン機械
酪農事業本部

田村茂樹
オリオン機械
酪農事業本部

2日間の講習のまとめ
オリオン機械
海外事業本部

坂口直弥
オリオン機械
海外事業本部
森永乳業株式会社
工場見学ご担当者様

森永乳業

錦見勝之 コンサルタント

2/16(土) 10:35-15:40 移動（羽田⇒バンコク）TG683

2/15(金)
10:00-13:00 タイの酪農に関する情報交換

14:00-15:00 活動全体の振返り等

8:00-13:00 移動（長野⇒東京／桜街道）

13:00-15:00 森永乳業多摩工場見学

13:00-15:00 講習：冷凍・洗浄知識

15:00-16:00

2/14(木)

2/13(水)

9:00-12:00 講習：ミルカーの基礎知識
オリオン本社

講習：日本の乳質改善の事例

11:30-12:00 酪農ショールーム見学

13:00-15:30 講習：日本の酪農家の一日

15:45-16:30 工場見学

2/12(火)

9:00 挨拶、活動の主旨説明

オリオン本社

9:30-11:30

活動場所

8:00-15:50 移動（バンコク⇒成田）TG676

日付 時刻 活動内容/移動 講師または研修先担当者
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図 3-20 第 3 回本邦受入活動の様子 

  
講義：日本の酪農家の一日 オリオン機械酪農ショールーム見学  

  
講義：ミルカーの基礎 実機を使った講義（冷凍・洗浄知識） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

長野牛乳株式会社の訪問 長野牛乳株式会社の訪問 

出所：JICA 調査団 

 
(d) 第 4 回本邦受入活動 

第 4 回の本邦受入活動は 2019 年 5 月 27 日～6 月 1 日に実施し、DLD の職員 4 名が来日した。

講義内容は第 3 回本邦受入活動と同様、乳質向上のための正しい技術、導入機材の使用方法につ

いて講義、視察を行った。 
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表 3-18 第 4 回本邦受入活動の参加者（DLD 職員） 

 
出所：JICA 調査団 

 
第 4 回の受入活動では、パクチョン試験場、タイ北部試験場の実務従事者および DLD の研修

会担当者（Sinchai 氏、Jaruwat 氏の部下）を受け入れ、乳質向上のための正しい技術、導入機材

の使用方法について講義、視察を行った。活動を通じて、受注者、日本の酪農家、酪農関連企業

（乳業メーカー）の取り組み及び正しい搾乳機・冷却機の取り扱いについて、参加者の理解を深

めることができた。 
実際に現地で導入機材を管理している参加者からは、機材の仕様や保守点検の重要性、機材を

使用していく上での注意点、管理法など質問しながら熱心に学ぶ姿勢が見られた。消耗品の交換

頻度など論理的に説明することができたことは受注者にとっても良い機会となった。 
全体の振り返りとして、今回学んだ内容を自身の試験場職員に対して再教育（搾乳機の使い方、

搾乳手順）を徹底したいとの意志を聞くことができた。また、日本のヘルパー制度については非

常に興味深く、タイでも同様の取組みができないか検討したいとの感想があった。 
 

表 3-19 第 4 回本邦受入活動のカリキュラム 

 

出所：JICA 調査団 

 
 
 

氏名 所属 肩書

1 Ms. Warocha Jamprat Dairy Cattle Research and Development Center Animal Husbandry Technical Officer,
Senior Professional Level

2 Mr. Preecha Sarin Dairy Cattle Research and Development Center Animal Husbandry

3 Ms. Pornpimon Boonwong Lampang Animal Nutrition Research and
Development Center Animal Husbandry Technical Officer

4 Ms. Kusumarn Chinawong Animal Scientist

5/27(月) 東京

金子亨
オリオン機械海外事業本部
常務取締役海外事業本部長

土門理香子 オリオン機㈱械海外事業本部

安田元 オリオン機㈱械酪農事業本部

前田勉様
日本ホルスタイン協会会長
前田牧場

オリオン機械㈱生産本部

金児　憲史 オリオン機械㈱酪農事業本部

土門理香子 オリオン機械㈱海外事業本部

瀧本孝宏様
長野牛乳株式会社
代表取締役社長

長野牛乳㈱

池田智彦 オリオン機械㈱海外事業本部 東京

5/31(金) 池田智彦 オリオン機械㈱海外事業本部 東京

6/1(土) 10:35-15:40 移動（羽田⇒バンコク）TG683

10:00-11:30 長野牛乳㈱工場見学

13:00-15：00 移動（長野⇒秋葉原）

12:00-16:00 活動全体の振返り、まとめ等

13:00-16:00 講習：冷凍・洗浄知識

5/30(木)

5/29(水)
9:30-12:00 講習：ミルカーの基礎知識

オリオン本社

10:00-12:00 講習：日本の乳質改善の事例

13:00-15:30 講習：日本の酪農家の一日

15:45-16:30 工場見学

5/28(火)

9:00 挨拶、活動の主旨説明

オリオン本社

9:30-10:00 酪農ショールーム見学

活動場所

8:00-15:50 移動（バンコク⇒成田）TG676

日付 時刻 活動内容/移動 講師または研修先担当者
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図 3-21 第 4 回本邦受入活動の様子 

  
オリオン機械酪農ショールーム見学 講義：日本の乳質改善の事例 

  
講義：日本の酪農家の一日 実機を使った講義（冷凍・洗浄知識） 

  

長野牛乳株式会社の訪問 長野牛乳株式会社の訪問 

出所：JICA 調査団 

 
③成果 3 にかかる活動 

ア）「3-1 実証データ項目の策定」 
本事業は、機材導入と技術指導等の活動によって、生乳の品質向上及び酪農業（搾乳）の効率

化、生産性向上を図ることを目的とする。品質向上効果を実証するデータ項目として細菌数及び
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体細胞数、効率性向上を実証するデータ項目として作業時間を用いる。受注企業は、これら 3 つ

のデータを収集して効果を実証する計画について DLD に説明し、DLD の同意を得た。 
 

表 3-20 実証データ項目 

出所：JICA 調査団 

 
(a) 品質向上効果 

生乳の品質には衛生的乳質、成分的乳質の 2 つの側面がある。本事業における機材導入及び搾

乳技術指導によって期待される効果は、前者の衛生的乳質の改善である。生乳の衛生状態を示す

主要な指標である細菌数及び体細胞数について機材導入前後のデータを比較し、品質向上効果を

実証する。  
 

(i) 細菌数 
細菌は、乳房炎等乳牛の健康不良に由来する場合もあるが、不衛生な牛舎等飼養環境、搾乳機

器や搾乳作業による細菌による汚染が原因となって混入、増殖することが多い。細菌による生乳

の汚染を防止するためには、「適正な搾乳技術、搾乳機器の洗浄と殺菌、牛舎、牛床の清掃と消

毒、牛体の管理（乳房炎の防除）」35等が重要である。生乳中に存在する細菌には中温菌36の比率

が高く、時間の経過と温度上昇に伴って細菌数が増殖するため、搾乳後の生乳を直ちに 10℃以下

に冷却、保存することが効果的である。搾乳システムの導入及び搾乳技術指導によって生乳への

細菌混入を防止する効果、バルククーラーの導入によって細菌の増殖を防止する効果が期待でき

る。 
機材導入前と機材導入後の細菌数の変化を、最も効果が大きいと考えられるフォイフォンカイ

王立試験場（バケット式ミルカーからパーラーへの移行、常温保管からバルククーラーによる搾

乳直後の冷却）を例にとってイメージを示すと以下のとおりとなる。 
 

                                                        
35 「日本における乳質改善の経過」、荒木威吉、Milk Science Vol.55, No.4 2007, p.211。 
36 「細菌の増殖に最も適した温度（最適増殖温度）は菌種によって異なり、一般に低温菌（最適増殖温度；12～
18℃、0℃で増殖可能）、中温菌（最適増殖温度；30～38℃）、高温菌（最適増殖温度；55～65℃、一部の菌は 95℃
でも生育可能）の 3 群に大別される。」（「HACCP 関連情報データベース」、一般財団法人食品産業センター、

https://haccp.shokusan.or.jp/basis/term/ondo/（2018 年 12 月 13 日アクセス）） 

期待される便益 指標 データ収集方法 目標

細菌数 乳質検査 30％の減少

体細胞数 乳質検査 30％の減少

効率性向上 作業時間 作業時間測定 50％の減少

品質向上
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図 3-22 機材導入前後の細菌数変化イメージ 

 
出所：JICA 調査団 

 
細菌の測定方法には、細菌に反応する染色液を生乳のサンプルに添加し、染色された細菌数を

計測する方法、及び、生乳を培地で培養し、そこに増殖した細菌群の数を計測する方法がある。

前者の方法で計測される細菌数は生きた細胞と死滅した細胞の両方を含んだ数であり（総菌数

（TPC: Total Plate Count））、後者の方法では生きた細胞のみの数（生菌数（SPC: Standard Plate 
Count））が計測される。本事業では後者の生菌数（SPC）を実証データとして用いることとし、

機材導入前に比較して SPC を 30%減少させることを目標とする。 
タイの牛乳・乳製品規格 TAS6003-2010（任意規格）では、食品加工の原料とする生乳の生菌数

（SPC）は 500,000cfu/ml 以下とされている37。ミルクボードが定めた集乳ステーションにおける

買い取り価格は、SPC が 500,000cfu/ml を超えると買い取り単価が減額され、400,000CPU/ml を下

回る場合は上乗せされる38。「酪農及び乳製品振興戦略 2017-2016」では、集乳ステーション段階

の生乳の細菌数の目標を 300,000cfu/ml としている39。これらの各種基準から、機材導入後は、酪

農協や集乳ステーションにおける標準買い取り価格から上乗せされる生菌数（SPC）

400,000CPU/ml 以下の達成を目標とし、品質改善が酪農家の収入増加につながることも確認する。 
 

                                                        
37 １．（１）③イ）(c)参照。 
38 なお、ミルクボードの通知に基づかず生乳の買い取り価格を決めている集乳ステーションも存在し、乳業メー

カーによっては独自に細菌数の基準を設けている場合もある。 
39 １．（１）③ア）(a)参照。ただし、同数値が総菌数を指すか生菌数を指すかについては明記されていない。 
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表 3-21 生産者乳価の調整基準（生菌数、再掲） 

 
出所：ミルクボード通知「2016 年の集乳ステーションにおける生乳標準買い取り価格」（2016 年 9 月 28 日付） 

 
日本の食品衛生法においては、牛乳、加工乳、乳製品等を製造する原料の生乳は、直接個体鏡

検法による細菌数（総菌数（TPC））が 1ml あたり 400 万以下であることが必要とされている（「乳

及び乳製品の成分規格等に関する省令（乳等省令）」附則（平成 30 年 8 月 8 日厚生労働省令第

106 号）別表）。しかし、「実際には、製品の品質の確保/向上のため、生産者と乳業メーカーの

間ではこれらの基準よりも厳しい規格で取引されて」40いる。近年においては酪農場からバルク

クーラーで出荷される時点の生菌数は 1 万 CFU/ml 以下（未満）が推奨値とされており41、事実上

の基準値となっている。 
なお、生菌数（SPC）ではなく総菌数（TBC）であるため参考に留まるが、タイの集乳ステー

ションにおける TBC の平均値は 654,629cfu/ml（2018 年度）となっている。 
 

表 3-22 総菌数の平均値（集乳ステーション） 

出所：DLD 

注：DLD 資料では TBC の値として掲載されてい

るが、DLD からは「SPC と同義である」との

説明があった（2019 年 2 月ヒアリング）。 

 
(ii) 体細胞数 
体細胞とは、血液中の白血球や上皮細胞が乳中に混入したものである。血中の体細胞数（SCC: 

Somatic Cell Count）は乳牛の健康状態を反映する。乳牛が乳房炎に感染すると、侵入してきた細

菌を取り込んで消化、分解する役割を担う白血球が血液から乳に移動し、乳中の白血球の比率が

高くなり、体細胞数が増加する。乳房炎以外にも様々な体細胞数変動要因が考えられるが、「乳

                                                        
40 「牛乳乳製品の知識 改訂版」、一般社団法人 J ミルク、2017 年 10 月

（http://www.j-milk.jp/tool/kiso/berohe0000004ak6.html、2018 年 12 月 17 日アクセス）、p.22。 
41 「乳汁中の細菌」、「酪農家のための技術シリーズ」（雪印メグミルク酪農総合研究所、2001 年 6 月
（http://rakusouken.net/series/pdf/371.pdf、2018 年 12 月 17 日アクセス））ほか複数の資料による。 

SPC 買い取り価格の調整

1,000,000CPU/ml超 0.50THB/kg減額

700,001～1,000,000CPU/ml 0.30THB/kg減額

500,001～700,000CPU/ml 0.20THB/kg減額

400,001～500,000CPU/ml 調整なし

300,001～400,000CPU/ml 0.20THB/kg増額

200,001～300,000CPU/ml 0.30THB/kg増額

200,000CPU/ml以下 0.50THB/kg増額

年度 サンプル数 平均値（cfu/ml）

2015 2,577 778,245

2016 2,556 607,184

2017 2,665 687,534

2018 1,896 654,629
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房炎では、生乳の成分や外観などに異常が起こる前に細胞数の増加が見られ、（JICA 調査団注体

細胞数は）乳房炎を早期に発見する方法として有効であり、潜在性でも容易に判断できる」42こ

とから、乳房炎の感染有無を判断する基準として広く用いられている。機材導入及び機材導入と

ともに実施する搾乳技術指導によって搾乳技術が向上し、乳牛の良好な健康状態が維持されるこ

とで、乳房炎のリスクが低下し、体細胞数が減少することが期待される。本事業では、機材導入

前に比較して SCC が 30%減少することを品質向上効果の指標とする。 
牛乳・乳製品規格 TAS6003-2010（任意規格）では、食品加工の原料とする生乳の体細胞数（SCC）

は 500,000 個/ml 以下とされている43。ミルクボードが定めた集乳ステーションにおける買い取り

価格は、SCC が 500,000 個/ml を超えると減額され、400,000 個/ml 以下であれば上乗せされる。

学校牛乳向け生乳の品質規定では、体細胞数が 700,000 個以上の場合は納入停止措置の対象とな

る44。また、「酪農及び乳製品振興戦略 2017-2016」では、酪農場段階の生乳の体細胞数の目標を

400,000 個/ml としている45。これらに基づき、機材導入後は、酪農協や集乳ステーションにおけ

る標準買い取り価格から上乗せされる SCC 値 400,000 個/ml 以下の達成を目標とし、品質改善が

酪農家の収入増加につながることも確認する。 
 

表 3-23 生産者乳価の調整基準（体細胞数、再掲） 

 
出所：ミルクボード通知「2016 年の集乳ステーションにおける生乳標準買い取り価格」（2016 年 9 月 28 日付） 

 
なお、タイに関し、2018 年の集乳ステーションにおける体細胞数の平均値は 421,000 個/ml と

なっている。 
 

表 3-24 体細胞数の平均値（集乳ステーション） 

出所：DLD 

 

                                                        
42 「乳汁中の体細胞」、雪印メグミルク酪農総合研究所前掲。 
43 １．（１）③イ）(c)参照。 
44 １．（１）③イ）(d)参照。 
45 １．（１）③ア）(a)参照。 

SCC 買い取り価格の調整

1,000,000個/ml超 0.50THB/kg減額

700,000～1,000,000個/ml 0.30THB/kg減額

500,001～700,000個/ml 0.20THB/kg減額

400,001～500,000個/ml 調整なし

300,001～400,000個/ml 0.20THB/kg増額

200,001～300,000個/ml 0.30THB/kg増額

200,000個/ml以下 0.50THB/kg増額

年度 サンプル数 平均値（個/ml）

2015 3,263 485,000

2016 3,849 551,000

2017 3,964 470,000

2018 3,805 421,000
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日本においては、法律による生乳の体細胞数の基準は設けられていないが、生産者団体による

自主規制や乳業メーカーによる取引基準が設けられており、SCC が 300,000 個/ml 以上でペナルテ

ィ（買い取り価格の減額）を課す場合が多く46、事実上の基準値となっている。 
ただし、体細胞数は乳房炎の指標として用いられているものの、体細胞数は乳房炎以外の疾病

によっても増加し、牛の年齢が高くなるほど増加する傾向がある。乳牛が何らかのストレスを受

ければ体細胞数は増加する可能性があり、搾乳作業そのものが体細胞増加の刺激となっていると

の調査結果もある47。本事業によって新たな搾乳機器を導入することが乳牛にとってストレスと

なり、特に導入直後はむしろ体細胞数の増加を招くことともなり得る。機材導入及び技術指導に

よって搾乳技術が向上したとしても、体細胞数の減少につながらない可能性があることに留意が

必要である。 
 

 (b) 生産性向上効果 
搾乳作業は、搾乳機器の準備に始まり、乳頭の清拭、前搾り等の前処理、搾乳（本搾り）、乳

頭消毒等の後処理で構成され、さらに機器の洗浄等の付帯作業も発生する。搾乳作業は酪農の飼

養管理のうち最も重要であり、かつ、最も多くの労働力と時間を要する作業である。搾乳システ

ムの導入によって、作業量及び作業負荷が軽減され、搾乳作業にかかる時間が短縮されることが

期待される。また、より少ない人数で搾乳作業が可能となることも期待される。 
 

                                                        
46 中央酪農会議が平成 12 年度に実施したアンケート調査によれば、体細胞数を生産者団体の自主規制（ペナルテ

ィあるいはプレミアム等）や乳業者との取引条件にしている 44 か所のうち 29 か所が 300,000 個/ml に対しペナル

ティを課している（中央酪農会議『良質乳生産ガイド』（http://www.dairy.co.jp/archive/ryoushitu.html、2018 年 12 月
18 日アクセス）、2004 年 3 月、p.9）。同資料によれば、EU、ニュージーランドにおいては 400,000 個/ml が基準と

なっている。 
47 前掲「乳汁中の体細胞」。 
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図 3-23 機材導入による搾乳作業の変化 
 

出所：JICA 調査団 

 
機材導入以前、バケット式ミルカーで搾乳していたフォイフォンカイ王立試験場は、パーラー

の導入によって作業量及び作業負荷が大きく減少することが期待される。特に、バケット式ミル

カーによる搾乳はユニット装着、脱着及びバケット移動のため蹲踞と立位を繰り返す（立ったり

座ったりを繰り返す）必要があるが、本事業で建設した搾乳室は作業場所を牛の立ち位置より低

く設計しているため、ユニット装着等の作業負荷が大きく軽減される。各作業に要する時間も削

減されることが期待される。 
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表 3-25 機材導入による作業量及び及び作業負荷の変化 

 

出所：JICA 調査団 

注：腰を屈めてしゃがみこむこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3-24 バケット式ミルカーとパーラーの作業ポジション 
 

出所：JICA 調査団 

 
パクチョン試験場及びサケオ試験場は、機材導入以前にもパーラーで搾乳していたが、多くの

機能が自動化された機材を導入することで、これまで手作業あるいは手動で行っていた作業負担

が軽減され、作業時間が短縮することが期待される。 
 

  

機材導入前 機材導入後

蹲踞して（注）

ユニットを装着

直立姿勢をほぼ保って

ユニットを装着

手動（蹲踞して脱着） 自動離脱

手作業で集乳缶に集約 パイプラインで自動送入

洗剤供給 手動投入 自動供給

温水供給 手動投入 自動供給

（バケット）

手洗い、天日干し

（配管）

自動洗浄

（集乳缶）

手洗い

（バルククーラー）

自動洗浄

装着

離脱

集乳

搾乳機洗浄

搾乳缶洗浄

集乳缶洗浄

作業エリア 

および乳牛立ち位置 作業 

エリア 

パーラーの作業ポジション 

（パクチョン試験場） 

バケット式ミルカーの作業ポジション 

（フォイフォンカイ王立試験場） 

乳牛 

立ち位置 
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 表 3-26 機材導入による作業工程の効率化（パクチョン試験場及びサケオ試験場） 

出所：JICA 調査団 

 
このように、機材導入による生産性向上効果は、作業量及び作業負荷の軽減（作業「量」の変

化）と搾乳作業時間の短縮（作業「時間」の変化）の 2 つの側面で現れると期待される。本事業

では、このうち、搾乳作業時間を指標として機材導入等の効果を確認する。機材導入前に比較し

て作業時間を 50%減少させることを目標とする。 
 

イ）「3-2 データ収集・分析」 
 (a) データ収集方法 
(i) 生乳の品質 
機材導入対象 3 試験場の搾乳プロセス及び乳質検査方法の現状を確認後、DLD 及び各試験場と

の協議を経て、生乳の品質に関わる細菌数及び体細胞数の基本的な収集方法は以下の内容で行う

こととした。 
 
 検査期間：機材導入前 2 か月間、機材導入後は機材導入から最低 6 か月間48、検査を実施す

る。 
 検査タイミング：細菌数、体細胞数ともに月 2 回検査を実施する。 
 サンプル採取方法：  

①タイミング：搾乳終了時点及び集乳ステーション到着時 
②実施者：試験場の担当者が実施 
③採取量：30cc／検査機関指定の容器に採取 
④低温維持の方法：クーラーボックスに氷をいれ、5～10℃以下を維持して輸送 

 

                                                        
48 ただし、フォイフォンカイ王立試験場については、機材導入時期が計画より遅れた影響で、機材導入後の検査

期間を 5 ヶ月間とするが、導入前後の比較に必要なデータは確保する予定である。 

機材導入前 機材導入後

手動離脱 自動離脱

パーラー洗浄

洗剤供給 手動投入 自動供給

温水供給 手動投入 自動供給

（集乳缶）
手洗い

（バルククーラー）
自動洗浄

離脱

集乳缶洗浄
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図 3-25 サンプル採取タイミング 

 
出所：JICA 調査団 



 
 

 

 検査方法：各試験場が生乳サンプルを最寄りの検査センターに送付し、検査を依頼する。指

定した検査項目（細菌数及び体胞数）について数値による検査結果を入手する。 
 データ回収：当月分を翌月末に各試験場から受託企業に提出する。 
 

(ii) 作業時間 
搾乳機器準備（P1）、前処理（T1）、搾乳（T3）、搾乳機器洗浄（A1）及び集乳機器洗浄（A2）

の各作業に要した時間をストップウォッチで計測することとした49。総搾乳時間（MT）は搾乳機

器準備（P1）から搾乳機器洗浄（A1）までの合計時間とする。総搾乳時間（MT）と搾乳頭数、

作業人数に基づいて搾乳能率（時間当たり搾乳頭数、頭／時間）、作業者一人当たり・時間当た

り搾乳頭数を算出し、機材導入前後の変化を確認した50。 
 
 搾乳機器準備 P1 
 前処理 T1 
 搾乳（本搾り） T2 
 後処理 T3 
 搾乳機器洗浄 A1 
 集乳機器洗浄 A2 
 総搾乳時間 MT=P1+T1+T2+T3+A1+A2 
 

各試験場において、各プロセスの作業時間、搾乳工程総時間を機材導入前と機材導入後で測定

し、機材導入による作業効率の改善度合いを作業時間で実証することとした。 
 
(b)実証の結果 
 (i) 生乳の品質 
生乳の品質を示す主要な指標である生菌数（SPC）及び体細胞数（SCC）の 2 項目について、機

材導入前後の数値を比較した。その結果、3 試験場平均で、機材導入後は生菌数が 91％、体細胞

数が 51％減少し、いずれについても目標としていた「30％減少」を大きく超える結果が得られた。

機材導入と技術指導等の活動による生乳の品質の改善効果が実証されたと考える。 
以下、各試験場の実証結果である。 
 

パクチョン試験場 
検査はパクチョン試験場が日常的に乳質検査を委託している検査機関に委託した51。測定は原則、

                                                        
49 (a)(i)「サンプル採取タイミング」図参照。 
50パーラーによる搾乳では、牛舎や牧場から搾乳室に牛を追い込み（牛入れ）、ユニットに入れて機材を装着する。

機材に慣れた後は牛が自発的にパーラーに移動するようになるが、新しい機材に慣れるまでの間は牛入れ作業に

長時間を要すると予想される。そのため、作業時間の計測は牛入れがスムーズに実施できるようになった時点か

ら開始する。 
51 同様に、他 2 試験場についても、各試験場が日常的に乳質検査を委託している検査機関に委託した。 
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朝の搾乳で採取した生乳を用いることとし、月初と月中の月 2 回実施した。機材導入前は 2018 年

2 月～7 月初めまでの期間に測定を実施した。導入後は同年の 7 月末から 11 月末までの期間に測

定を実施した。導入前後とも、各期間に測定した測定数値の平均値である52。 
機材導入前後の測定値を比較する前に、機材導入前における試験場と集乳ステーションでの測

定結果を比較した。生菌数に関して試験場と集乳ステーションの測定値を比較すると、1,088%（約

12 倍）という極めて高い増加率を示した。常温で輸送したことにより、集乳ステーションに輸送

する間に生菌数が大きく増加していることがわかる。体細胞数については試験場における値と集

乳ステーション到着時点の値にはほとんど差が見られなかった。前述したとおり、体細胞数は乳

牛の健康状態を反映するものであり、搾乳技術の適・不適や搾乳後の生乳の衛生管理や温度管理

のみが変動要因ではない。そのため、機材導入前であっても常温輸送による増加がみられないこ

とがあり得る。 
 

 
図 3-26 機材導入前の生菌数及び体細胞数の変化（試験場と集乳ステーション） 

 
出所：JICA 調査団 

 
次に、機材導入前後の測定値を比較した。 
機材導入前後の「試験場」の測定値を比較すると、生菌数は機材導入後に 36％、体細胞数は 44％

減少し、目標としていた「30％減少」を超えた。機材導入による品質向上効果が実証できたと言

える。 
 

                                                        
52 測定数値のうち著しく不自然と考えられるデータは異常値として除外した。 
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図 3-27 機材導入による品質改善結果（試験場） 

 
出所：JICA 調査団 

 

次に、試験場から輸送後の集乳ステーションにおける値をみる。ここでは、機材導入前は「集

乳ステーション」、導入後は「試験場」の測定値を比較した。機材導入前は、パクチョン試験場

で搾乳した生乳が集乳缶で集乳ステーションまで輸送されていたが、導入後は、機材と併せてタ

ンクローリーによる試験場から集乳ステーションへの輸送が開始され、他の酪農場等の生乳と混

合して輸送されることとなった。タンクローリーで低温を保って輸送する場合、輸送中に生菌数

及び体細胞数が変化することはほとんどないと考えられる。これらにより、導入前の「集乳ステ

ーション」到着時の生乳と導入後の「試験場」到着時の生乳がほぼ同条件であるとみなした。 
導入前は、試験場から集乳ステーションまで常温で搬送するため、時間の経過に伴って生菌数

が増加し、集乳ステーション到着時には測定値が極めて高い値となっている。導入後は生菌数が

95%減少、体細胞数も 44％減少し、目標としていた「30％減少」を達成した。特に生菌数につい

て、搾乳システム及びバルククーラーによる冷却搬送の導入による高い品質向上効果が実証でき

たと言える。 
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図 3-28 機材導入による品質改善結果（導入前：集乳ステーション、導入後：試験場） 
 

出所：JICA 調査団 

 
 
サケオ試験場 
検査はサケオ試験場が日常的に乳質検査を委託している検査機関に委託した。測定は原則、朝

の搾乳で採取した生乳を用いることとし、月初と月中の月 2 回実施した。機材導入前は 2018 年 8
月～2019 年 1 月末までの期間に測定を実施した。導入後は同年の 2 月初めから 6 月初めまでの期

間で測定を実施した。導入前後とも各期間に測定した測定数値の平均値である53 
機材導入前後の測定値を比較する前に、機材導入前における試験場と集乳ステーションでの測

定結果を比較した。生菌数に関して試験場と集乳ステーションの測定値を比較すると、190%（約

1.9 倍）という極めて高い増加率を示した。常温で輸送したことにより、集乳ステーションに輸送

する間に生菌数が増加していることがわかる。体細胞数については、パクチョン試験場の検査に

おいて、試験場における数値と集乳ステーション到着時点の数値にはほとんど差が見られなかっ

たことを考慮し、サケオ試験場では検査は行わなかった。 

                                                        
53 測定数値のうち著しく不自然と考えられるデータは異常値として除外した。 



100 
 

 

図 3-29 機材導入前の生菌数の変化（試験場と集乳ステーション） 
出所：JICA 調査団 

 
次に、機材導入前後の測定値を比較した。機材導入前後の「試験場」の測定値を比較すると、

生菌数は機材導入後に 57％、体細胞数は 21％減少した。体細胞数は目標の「30%減少」を超えな

かったものの、生菌数については目標を達成した。前述したとおり、体細胞数は乳牛の健康状態

を反映するものであり、搾乳技術の適・不適や搾乳後の生乳の衛生管理や温度管理が変動要因と

は限らない。 

 
図 3-30 機材導入による品質改善結果（試験場） 

 
出所：JICA 調査団 
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機材導入前の集乳ステーションと機材導入後の試験場を比較すると生菌数は 78％と大幅に減少

した。なお、機材導入後は、タンクローリーで集乳し、他の酪農場で集入したものと混合される

ため、集乳ステーションにおける測定値の機材導入前・後で比較することはできない。 

 

図 3-31 機材導入による品質改善結果（導入前：集乳ステーション、導入後：試験場） 
 

フォイフォンカイ王立試験場 
検査はフィオフォンカイ王立試験場が日常的に乳質検査を委託している検査機関に委託した。

測定は原則、朝の搾乳で採取した生乳を用いることとし、月中と月末の月 2 回実施した。機材導

入前は 2018 年 12 月～2019 年 4 月中旬までの期間に測定を実施した。導入後は同年の 4 月末から

6 月末までの期間で測定を実施した。導入前後とも各期間に測定した測定数値の平均値である54。 
機材導入前後の測定値を比較する前に、上記の 2 試験場では機材導入前における試験場と集乳

ステーションでの測定結果を比較した。しかし、フォイフォンカイ王立試験場では、機材導入前

の試験場で搾乳した生乳を集乳ステーションに輸送せず、同試験場内の子牛用に消費したため集

乳ステーションの数値データがない。そのため、上記の 2 試験場と異なり、機材導入前の試験場

と集乳ステーションの間の数値を比べることはできなかった。 

機材導入前後の「試験場」の測定値を比較すると、生菌数は機材導入後に 99％、体細胞数は 91％
減少し、生菌数、体細胞数ともには目標としていた「30％減少」を大きく超えた。 
 

                                                        
54 測定数値のうち著しく不自然と考えられるデータは異常値として除外した。 
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図 3-32 機材導入による品質改善結果（試験場） 
 

出所：JICA 調査団 

 
(ii) 作業時間 
生産性向上を示す主要な指標である作業時間の減少に関する機材導入前後の数値を比較した。3

試験場の測定数値を平均すると、機材導入後は作業時間が 62％短縮され、目標としていた 50％減

少を大きく上回った。機材導入による生産性向上効果が確認されたと考える。 
以下、各試験場の実証結果である。 

 
パクチョン試験場 
 パクチョン試験場における作業時間を測定するにあたって、機材導入前と機材導入後の搾乳頭

数、作業担当者数等の搾乳条件と搾乳作業のプロセスフローを把握し、その変更点を確認した。 
機材導入前の搾乳頭数は 62 頭であった。搾乳機材はインターパルス製の搾乳機である。搾乳室

に 12 頭（片側 6 頭×2 レール）を入れ、搾乳を行うことを 1 回りとすると 5 回り（12 頭×5 回り

＝60 頭）及び牛 2 頭のための 1 回りで計 6 回実施することにより搾乳作業が完了する。作業担当

者は合計 4 名、3 名でシフト制を敷いて作業を行っている。冷却設備であるバルククーラーは設

置されておらず、常温での搬送となっている。試験場から集乳ステーションへの搬送に要する時

間は約 60 分である。搾乳は毎日 5 時と 15 時の 2 回実施し、生乳は集乳缶に送乳され、1 日に 2
回集乳ステーションに搬送される。 
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図 3-33 機材導入前のプロセスフロー（パクチョン試験場） 

 

出所：JICA 調査団 

 
機材導入後は、全搾乳頭数は 68 頭となり、導入前より 6 頭増加した。導入前と同様に搾乳室に

12 頭を入れ、搾乳を実施し、計 6 回りで搾乳作業が完了する。搾乳頭数は増加したが作業担当者

は 3 名のままである。バルククーラーを新たに設置し、搬送は常温ではなく、バルククーラーで

冷却した生乳をタンクローリーで保冷して搬送することとなった。 
搾乳は、導入前と同様に毎日 5 時と 15 時の 2 回実施し、1 日に 1 回集乳ステーションに搬送さ

れる。 
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図 3-34 機材導入後のプロセスフロー（パクチョン試験場） 
 

出所：JICA 調査団 

 
変更した搾乳プロセスは、上図の網かけで示した部分であり、導入前と異なり、ユニットが自

動で離脱され、生乳も自動でバルククーラー、タンクローリーに送乳される。搾乳機は自動で洗

浄される。 
 上記導入前と導入後において、搾乳頭数・作業人数の増加割合、搾乳作業の各々のプロセス

の作業時間を計測し、まとめたのが下表である。なお、乳牛は非常にストレスを感じやすく、機

材導入直後の作業時間計測データのみでは比較に適さないため、導入後 2 ヶ月に 1 度の定期訪問

時にあわせ複数回計測した。 
搾乳頭数は 62 頭から 68 頭へと 6 頭増加した。作業人数は導入前後で変化なく、3 人である。 
作業時間の比較に関しては、１人で 1 回作業を行う作業（A1 搾乳機器洗浄、A2 集乳缶洗浄）、

また 3 人で複数回行う作業（T1 前処理、T2 実搾乳、T3 後処理）があるため、工数（分）を測定

しその改善度合いの比較を行うこととした。前処理（T1）で 13％、実搾乳（T2）で 73%、後処理

（T3）で 27%、搾乳機洗浄（A1）で 67%、集乳缶洗浄（A2）で 100%、総工数で 49%の短縮が確

認された。さらに、機材導入後に頭数が増加しているためその効果を織り込むこととした。従っ

て、総工数 49%に頭数の増加度合い 9%=1+(68 頭－62 頭/68 頭)を乗じて 53%（49%×1.09）となる。

目標とした作業時間の 50%減少が実現し、効率性向上が確認された。 
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表 3-27 搾乳作業時間測定結果（パクチョン試験場） 

出所：JICA 調査団 

 
サケオ試験場 
 サケオ試験場における機材導入前後の搾乳プロセスフローは以下の通りである。 
機材導入前には、全搾乳頭数は 49 頭であった。搾乳機器は SAC 社製であった。搾乳室に 12 頭

（片側 6 頭×2 レール）を入れ、搾乳を行うことを 1 回りとすると計 4 回りで搾乳作業を完了す

る。作業担当者は 2 名であった。冷却設備であるバルククーラーは設置されておらず、常温での

搬送であるが、試験場から集乳ステーションへの搬送に要する時間は 10 分程度である。搾乳は毎

日 6 時と 14 時の 2 回実施し、生乳は集乳缶に集乳され、1 日に 2 回集乳ステーションに搬送され、

集荷時刻は搾乳から概ね 2、3 時間後であった。 
  

プロセス
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間（分）
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(c)' 回数

（回）

(d)' 工数(a×

b×c)

P1 搾乳機器準
備

2 3 1 6 搾乳機器準

備
2 3 1 6 0%

T1 前処理 10 3 11 330 前処理 8 3 12 288 13%

T2 実搾乳 15 3 11 495 実搾乳 4 3 12 144 71%

T3 後処理 3 3 11 99 後処理 2 3 12 72 27%

A1 搾乳機洗浄 30 1 1 30 搾乳機洗浄 10 1 1 10 67%

A2 集乳缶洗浄 60 1 1 60 バルククー
ラー洗浄

5 1 1 5 92%

MT 計 210 1,020 計 105 525 49%

導入前 導入後 改善度
(d)'/(d)

（％）
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図 3-35 機材導入前のプロセスフロー（サケオ試験場） 
 

出所：JICA 調査団 

 
機材導入後は、全搾乳頭数は 40 頭となり、導入前から 9 頭減少した。作業担当者は導入前同様

2 名である。バルククーラーを新たに設置し、搬送は常温ではなく、バルククーラーで冷却した

生乳をタンクローリーで保冷して搬送することとなった。搾乳は、導入前と同様に毎日 6 時と 14
時の 2 回実施し、1 日に 1 回集乳ステーションに搬送される。 
変更した搾乳プロセスは、下図の網かけで示した部分であり、導入前と異なり、ユニットが自

動で離脱され、生乳も自動でバルククーラー、タンクローリーに送乳される。搾乳機も自動で洗

浄される。 
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図 3-36 機材導入後のプロセスフロー（サケオ試験場） 
出所：JICA 調査団 

 

 上記導入前と導入後において、搾乳作業の各々のプロセスの作業時間を計測し、まとめたのが

下表である。 
搾乳機器準備（P1）が 100％の増加となったものの、前処理（T1）で 75％、実搾乳（T2）で 50%、

後処理（T3）で 71%、搾乳機洗浄（A1）で 50%、集乳缶洗浄（A2）で 83%がそれぞれ減少し、

総工数で 60%減少した。しかし、頭数が 49 頭から 40 頭に減少しており、減少分 40÷49＝0.816
を加味すると、60%×0.816＝50%の減少となった。目標とした作業時間の 50%減少となり、効率

性向上が確認された。 
なお、下表のバルククーラー洗浄時間は、洗剤をボトルに入れて、洗浄スイッチを押すまでの

時間である。 
  

真空確
認・準
備

ﾕﾆｯﾄ装
着・ｱﾗｲ
ﾒﾝﾄ

自動搾
乳前搾り

乳頭
清拭

ﾊﾞﾙｸｸｰ
ﾗｰ

ﾀﾝｸﾛﾘｰ
搬送

集乳
ｽﾃｰｼｮﾝ

自動離
脱

ﾎﾟｽﾄﾃﾞｨ
ﾂﾋﾟﾝｸﾞ

自動洗
剤投入

自動洗
浄

自動洗
剤投入

自動洗
浄

サンプル採取（合乳のため）

牛だし

T2(実搾乳) T3(後処理)

A1(搾乳機洗浄)

A2(ﾊﾞﾙｸ洗浄)

T1(前処理)

牛入れ



108 
 

表 3-28 搾乳作業時間測定結果（サケオ試験場） 

出所：JICA 調査団 

 
フォイフォンカイ王立試験場 
 フォイフォンカイ王立試験場における機材導入前・後の搾乳プロセスフローは以下の通りであ

る。 
機材導入前には、全搾乳頭数は 24 頭であった。バケット 2 台による搾乳であったため、パクチ

ョン試験場及びサケオ試験場とは処理方法が異なる。作業担当者は 3 名であった。冷却設備であ

るバルククーラーは設置されておらず、常温での搬送であるが、試験場から集乳ステーションへ

の搬送に要する時間は 15 分程度である。搾乳は毎日 5 時 30 分と 15 時の 2 回実施し、生乳は集乳

缶に集乳され、1 日に 2 回集乳ステーションに搬送され、集荷時刻は搾乳から概ね 3 時間後であ

った。 
 

  

プロセス
(a) 作業時間

（分）
(b) 作業者数

（人）
(c) 回数

（回）
(d) 工数(a×

b×c)
プロセス

(a)’ 作業時

間（分）

(b)' 作業者
数（人）

(c)' 回数
（回）

(d)' 工数(a×
b×c)

P1 搾乳機器準
備

5 2 1 10 搾乳機器準

備
10 2 1 20 -100%

T1 前処理 7 2 8 112 前処理 2 2 7 28 75%

T2 実搾乳 7 2 8 112 実搾乳 4 2 7 56 50%

T3 後処理 3 2 8 48 後処理 1 2 7 14 71%

A1 搾乳機洗浄 20 1 1 20 搾乳機洗浄 10 1 1 10 50%

A2 集乳缶洗浄 30 1 1 30 バルククー
ラー洗浄

5 1 1 5 83%

MT 搾乳工程総

時間
140 332 搾乳工程総

時間
80 133 60%

導入前 導入後 改善度

(d)'/(d)

（％）

記号
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図 3-37 機材導入前のプロセスフロー（フォイフォンカイ王立試験場） 

 
出所：JICA 調査団 

 

機材導入後は、全搾乳頭数は 25 頭となり、導入前より 1 頭増加した。作業担当者は導入前後と

もに 3 名である。バルククーラーを新たに設置し、搬送は常温ではなく、タンクローリーで保冷

しながら搬送することとなった。搾乳は、導入前と同様に毎日 5 時半と 15 時の 2 回実施し、1 日

に 1 回集乳ステーションに搬送される。 
変更した搾乳プロセスは、下図で示した部分であり、導入前と異なり、ユニットが自動で離脱

され、生乳も自動でバルククーラー、タンクローリーに送乳される。搾乳機も自動で洗浄される。 
 上記導入前と導入後において、搾乳作業の各々のプロセスの作業時間を計測し、まとめたのが

下表である。 
作業時間は搾乳機器準備（P1）で 75％、前処理（T1）で 85％、実搾乳（T2）で 79%、後処理

（T3）で 69%、搾乳機洗浄（A1）で 67%、集乳缶洗浄（A2）で 89%各々減少し、総工数で 82%
と大きくが減少した。さらに、頭数が 24 頭から 25 頭に増加したため、増加分 25÷24＝1.041 を

加味すると、82%×1.0４１＝85%となる。作業の効率性が向上されたと言える。  
なお、バルククーラー洗浄時間は、洗剤をボトルに入れて、洗浄スイッチを押すまでの時間で

ある。 

5.に戻る9.ﾊﾞｹｯﾄ
持ち運び

5.ﾊﾞｹｯﾄ
持ち運
び

11.集乳缶
に移し変え

1.搾乳缶、
集乳缶、
計量器、ﾀ
ｵﾙ準備

6.ﾕﾆｯﾄ装
着・ｱﾗｲﾒﾝﾄ

7.ﾊﾞｹｯﾄ搾乳
（2頭ずつ）

4.牛洗浄、清拭
（最初6頭のみで最初4
頭搾乳終了時に残り6頭

実施）

8.ﾏｼﾝｽﾄﾘｯ
ﾌﾟ+手動離

脱

2.真空
ﾎﾟﾝﾌﾟ入

3.牛入れ
(12頭）

10.ﾊﾞｹｯﾄ
から計量
器に移し
変え

3.～12.の工程を
2回り実施

12.全頭終了後
牛だし

3.に戻る

13-1.ﾊﾞｹｯ
ﾄを食器洗
剤で洗浄

14-1.洗
浄後自
然乾燥

蹲踞：24回
（30秒/頭）

蹲踞：24回
（30秒/頭）

蹲踞：24回
（1分/頭）

蹲踞：5回
（5分/缶）

T2(実搾乳)

T3(後処理)

A1(搾乳ﾊﾞｹｯﾄ洗浄)

T1(前処理)P1(準備)

サンプル採取

14.常温での搬送
（約8km 15分）

13.集乳缶
積み込み

15.集乳
ST到着後
移し変え

16.帰着後ﾊﾞｹｯ
ﾄを食器洗剤で

洗浄
蹲踞：2回
（4分/缶）

A2(集乳缶洗浄)
その場で集乳缶返却
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図 3-38 機材導入後のプロセスフロー（フォイフォンカイ王立試験場） 

 

出所：JICA 調査団 

 
 

表 3-29 搾乳作業時間測定結果（フォイフォンカイ王立試験場） 

出所：JICA 調査団 

 
 
ウ）「3-3 モデル牧場の見学受け入れ」 

2018 年 7 月 13 日、機材設置完了したパクチョン試験場において、同試験場周辺の酪農家を招

待して見学会を実施した。 
 
  

プロセス
(a) 作業時間

（分）

(b) 作業者数

（人）

(c) 回数

（回）

(d) 工数(a×

b×c)
プロセス

(a)’ 作業時

間（分）

(b)' 作業者

数（人）

(c)' 回数

（回）

(d)' 工数(a×

b×c)

P1 搾乳機器準

備
8 3 1 24 搾乳機器準

備
2 3 1 6 75%

T1 前処理 33 3 2 198 前処理 2 3 5 30 85%

T2 実搾乳 6 3 12 216 実搾乳 3 3 5 45 79%

T3 後処理 1 2 24 48 後処理 1 3 5 15 69%

A1 搾乳機洗浄 30 1 1 30 搾乳機洗浄 10 1 1 10 67%

A2 集乳缶洗浄 20 1 11 220
バルククー

ラー・集乳缶
洗浄

25 1 1 25 89%

MT 搾乳工程総

時間
200 736 搾乳工程総

時間
60 131 82%

導入前 導入後 改善度

(d)'/(d)
（％）

記号

12.常温での
搬送（約

8km 15分）

11.集乳
缶積み
込み

13.集乳
ST到着後
移し変え

14.帰着後
ﾊﾞｹｯﾄを食
器洗剤で
洗浄

A2(集乳缶洗浄)その場で集乳缶返却

1.真空
確認・
準備

5.ﾕﾆｯﾄ
装着・ｱ
ﾗｲﾒﾝﾄ

6.自動
搾乳

3.前搾
り

4.乳頭
清拭

8.ﾊﾞﾙｸ
ｸｰﾗｰ

7.自動
離脱

9.ﾎﾟｽﾄ
ﾃﾞｨﾂﾋﾟﾝ

ｸﾞ

17.自動
洗剤投
入

18.自動
洗浄

15.自動
洗剤投
入

16.自動
洗浄

サンプル採取

10.牛だ
し

T2(実搾乳) T3(後処理)

A1(搾乳機洗浄)

A2(ﾊﾞﾙｸ洗浄)

T1(前処理)P1(準備)

2.牛入
れ
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見学会に参加した近隣酪農家 見学風景 

図 3-39 パクチョン試験場見学会 
出所：JICA 調査団（2018 年 7 月撮影） 

 
エ）「3-4 展示会への出展」 
ａ）サラブリ共進会 
2018 年 1 月～2 月、受託企業は、タイにおける販売促進と知名度向上を目的として、DPO 主催

による牛の品評会を中心とする酪農総合展示会（このような展示会を我が国においては一般に「共

進会」という。以下「サラブリ共進会」。）に出展した。同共進会の概要は以下の通りである。 
 
 名称：National Dairy Festival Thailand 
 開催日程：2018 年 1 月 24 日～2 月 4 日 
 開催場所：サラブリ県 Muak Lek 
 主催：Dairy Farming Promotion Organization of Thailand（DPO） 
 
受託企業は、受託企業名（オリオン機械）のブースを 2 コマ出展した。ブースには本事業の概

要を説明するパネル及び本事業で試験設置予定の搾乳室、搾乳機器等のイメージを示したミニチ

ュア・モデルを設置し、DLD 及び JICA と協力関係にあることをアピールした。 
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オリオン機械ブース①（本事業の紹介） 

（2018 年 1 月） 

オリオン機械ブース②（ミニチュア・モデル） 

（2018 年 1 月） 

図 3-40 サラブリ共進会① 
 
出所：JICA 調査団 

 
受託企業のブースは、DLD アパイ局長（当時）の案内により、プミポン前国王同様に農業分野

の振興に高い関心を有するシリントーン王女のご視察を得た。 
なお、同共進会には、デラバル社（DeLaval、スウェーデン）、GISS 社（タイ）による酪農機

器の展示も確認された。 
 

 

 

 

 

シリントーン王女のオリオン機械ブース視察 デラバル社のブース 

 

図 3-41 サラブリ共進会② 
出所：JICA 調査団（2018 年 1 月撮影） 

注：右から 2 人目がシリントーン王女、左から 2 人目がアパイ局長（当時）。 
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ｂ）VIV ASIA 
2019 年 3 月 13 日～15 日、バンコクで開催された ASEAN 最大の酪農機械展”VIV Asia 2019”55に

JICA、DLD 及び受託企業の三者共同で出展した。共同出展ブースにはモデル牧場のうちフォイフ

ォンカイ王立試験場における実施状況、本事業の概要説明、三者の紹介及び提案企業製品である

ミルカーを展示した。この他タイの販売代理店のブースにも展示を行った。三者ブースの訪問者

は ASEAN 各国の酪農関係者及び他国の同種の展示会主催者が中心であり、タイ国内の酪農関係

者は少なかったため、直接の引き合いにはつながらなかった。一方、ASEAN 各国の情報を収集し

た点では成果があった。特に、ミャンマーの政府関係機関と接触する機会があったことは、将来、

タイを拠点とした近隣国への展開を図る上で有益であった。 
 

  

タイトルパネル 共同出展ブース 

図 3-42 VIV Asia 
出所：JICA 調査団（2019 年 3 月撮影） 

 
 

オ）「3-5 ワークショップの開催」 
2019 年 8 月 29 日、バンコク市内において、本事業の成果報告及び意見交換を行うフォーラム、

並びに本事業の終了を記念するクロージング・セレモニーを開催した。フォーラムでは、受託企

業（オリオン機械株式会社常務取締役・海外事業本部長 金子亨）及び C/P である DLD のシンチ

ャイ専門官から成果報告を行った後、DLD ユイ氏をモデレーターに、宮崎桂 JICA タイ事務所長、

シンチャイ専門官及び受託企業（金子）によるパネル・ディスカッションを実施した。クロージ

ング・セレモニーにおいては、受託企業としてオリオン機械代表取締役社長太田哲郎が冒頭あい

さつを述べた後、事業の成果報告を行った。続いて在タイ王国日本大使館川村博司次席公使、JICA
タイ事務所宮崎所長、タイ側として Dr. サロー・バンコク畜産振興局獣医系技官（アドバイザリ

ー・レベル）からスピーチが行われた。その後、機材譲与覚書（ハンドオーバー・レター）に署

名が行われた。 

                                                        
55 メイン会場の出展者数は約 1,200 社・団体であった。 
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パネル・ディスカッション バンコク畜産振興局 Drサローのスピーチ 

 

 

 

オリオン機械太田スピーチ 成果報告 

図 3-43 クロージング・セレモニー 
 

出所：JICA 調査団（2019 年 8 月撮影） 

 
カ）「3-6 リスク分析」 
タイにおける商習慣、関連法制度を確認し、事業展開に向けたリスク分析を行った。 

「4. 本事業実施後のビジネス展開計画（２）想定されるリスクと対応」にその内容を記載した。 
 
キ）「3-7 ビジネス展開計画の策定」 
上記の普及・実証事業の結果をふまえ、タイの酪農機器市場の現状と今後の成長性を見据えて

オリオン機械のタイにおけるビジネス展開計画を策定する。 
同社は、搾乳機器のコア部品の開発製造は日本で行い、他の部品は現地と海外拠点から調達し、

タイ現地法人である OMA が販売活動、販売後の搾乳機器等のサイトでの組立・設置並びにアフ

ターサービスを実施することを計画している。 
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本普及・実証事業においては、タイ市場では比較的ハイエンドとなる搾乳システムである「ス

ーパーラインミルカー」と「バルククーラー」を導入し、今後の同国での現地調査活動を通じて、

現地ニーズをより明確に把握し、現地市場に適合した製品導入も計画し、タイ市場の拡販を計画

する。 
 

（２）事業目的の達成状況 

①期待される成果１に関する達成状況 

事業計画に基づき、パクチョン試験場、サケオ試験場及びフォイフォンカイ王立試験場の 3 か

所に機材を導入し、稼働を確認した。各施設を訪問の際には稼働状況を確認しており、これまで

のところ大きな不具合等は発生していない。DLD の試験場（パクチョン及びサケオ）及び DLD
とタイ王室が共管する試験場（フォイフォンカイ）に設置したことで、各地域に所在する酪農家

が常時視察し機器の操作方法や搾乳技術を学習することが可能な体制となった。  
 

②期待される成果２に関する達成状況 

ア）現地講習会 
2 日間の講習会を 4 回開催し、延べ 600 人が参加した。C/P の要望を受け、可能な限り多くの参

加者を受け入れた。講義においては、搾乳方法と生乳の衛生管理を中心に乳牛の飼養管理につい

ても幅広く取り上げ、特に、細菌混入予防、乳房炎の予防及び悪化防止、乳牛の健康維持の観点

で、搾乳作業時の衛生管理に重点を置いて説明した。いずれの回についても受講者の理解度はお

おむね高かった。特に、酪農場に情報提供や指導を行う立場にある試験場職員及び酪農協職員が

熱心に受講する姿が見られた。また、現地講習会の一部として各試験場を訪問し、機材設置前の

搾乳作業、機材設置後及び現地講習会後の搾乳作業を視察し、講師が改善すべき点を指摘した。

これらの活動によって、試験設置対象 3 試験場周辺地域において、従来の搾乳作業の課題把握と

適切な搾乳方法の理解促進について、一定の成果が得られたと考える56。 
具体的には、講義の最後に、2 日間の講義で説明した内容のうち、特に受託企業が重要と考え

るポイントを理解できているかを問うテストを実施した。テストは下図の通り選択問題形式であ

り、2 日間の講義内容を詳細にわたって理解できていれば 80 点以上を取得できるレベルの設定と

なっている。 
 

                                                        
56 例えば、フォイフォンカイ王立試験場では、第 3 回講習会時の搾乳作業視察において改善すべき点が多く見ら

れたため、指摘及び指導を行った。第 4 回講習会には同試験場の職員も聴講し、その際再度搾乳作業を視察した

ところ、大部分の指摘事項が改善されていた。 
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図 3-44 現地講習会におけるテスト（第 1 回、第 3 回開催分） 
出所：JICA 調査団 
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第 3 回現地講習会における正答率をみると、テストを受けた 3 ヵ所の 107 名の平均は 75％、ほ

ぼ完全に理解できた目安となる 80％を超えた参加者は全体の約 4 割、おおむね理解できたと捉え

られる正答率 60％以上の受講者は約 9 割を占めた。各講習会会場の試験場における搾乳作業を視

察したところ改善すべき点が非常に多く、現地酪農関係者の知識レベルがかなり低いことを示唆

していたが、講習を通じて必要な知識の定着を図ることができたと考えられる。 
 

 

図 3-45 第 3 回現地講習会におけるテスト結果 
出所：JICA 調査団 

 
イ）本邦受入活動 

4 日間（本邦滞在 6 日間）の本邦受入活動を 4 回実施し、合計 20 人が参加した。本邦受入活動

についても、C/P の要望を受けて可能な限り多くのタイ側関係者を受け入れた。 
第 1 回は、DLD の酪農行政に携わる職員を受け入れ対象とした。受託企業の製造ライン見学の

他、我が国酪農業の構造、農協組織等について講義を行った。農林水産省から、我が国の酪農の

歴史、変遷、生乳取引のしくみ、酪農関連統計等、我が国の酪農業及び酪農行政の全体を概観で

きる講義が提供された。第 2 回～第 4 回は主に機材設置 3 試験場の職員を受け入れ、我が国の酪

農業・乳業を概観した上で、実機を使用した搾乳機器の操作方法及びユーザーによるメンテナン

スについて説明と実習を行った。 
いずれの回の参加者も熱心に受講し、日本における生乳の品質向上の取り組みについて理解を

深め、一定の成果が得られたと考える。特に、日本と同様、酪農業・乳業を振興する方針を持ち、

中小規模酪農場も含めた振興政策に取り組む DLD からは、細部に踏み込んだ質問が提示され、関

心の高さがうかがわれた。 
受託企業は、研修終了後も多数の参加者とコンタクトを継続して情報提供を行うなど、タイの

酪農業を主導する立場の人物と良好な関係を構築することができた。活動最終日に行われたアン

ケート調査では、日本における乳質改善に対する取り組みについて、今後のタイの酪農政策に活

かしたいと答える受講者が多数見受けられた。受託企業および日本の酪農関係者がタイの酪農業
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発展に貢献できる素地ができたと考える。 
 

③期待される成果３に関する達成状況 

ア）実証活動 
生乳の品質向上の指標として細菌数（SPC）及び体細胞数（SCC）、搾乳作業の効率性向上の指

標として作業時間、計 3 つの指標を設定し、機材導入前後のデータを比較した。その結果、3 つ

の指標すべてについて導入後の改善が確認された。受託企業が導入した搾乳システム及び生乳冷

却機の有用性及び優位性が実証され、期待した成果が得られたと考える。 

 
表 3-30 実証データ（目標及び結果） 

出所：JICA 調査団 

 

イ）ビジネス展開計画 
受託企業は、本事業実施以前からタイにおける営業活動を開始し、販売実績を有していたが、

本事業開始後はタイ市場参入に向けた活動を一層積極的に進めた。 
2017 年 11 月に開催した本事業開始記念セレモニーには、DLD の呼びかけによりタイ国内の有

力酪農協、乳業メーカー等が出席し、酪農機器メーカーとしての知名度向上につながった。事業

期間中の 2018 年 1 月及び 2019 年 3 月の 2 回、タイで開催された酪農展示会に出展し、本事業を

紹介するパネル、搾乳機器のモデル等を展示した。JICA の ODA 事業として位置付けられた効果

は非常に大きく、タイにおける知名度向上につながった。また、2018 年の展示会では、DLD の協

力により、シリントーン王女の受託企業ブースご視察が実現した。プミポン前国王同様、農業振

興に高い関心を有する同王女のご視察を得たことは、タイにおける企業イメージ向上に効果的だ

と考える。 
並行して、個別の酪農協及び酪農場に対する営業活動を実施した。DLD の紹介を得て、約 7 団

体の酪農協を訪問した。このうち 4 団体、8 戸の酪農家から引き合いがあり、うち 3 戸が成約し

た。また、年 1 回開催されるサラブリ共進会（2018 年 1 月）及び 2 年に一度開催される VIV ASIA
（2019 年 3 月）に出展し、引き合いがあった牧場を各試験場の視察を実施。合計で 7 戸が成約し

た。 
 

（３）開発課題解決の観点から見た貢献 

DLD は、牛乳・乳製品に対する需要の拡大見通し、オーストラリア及びニュージーランドとの

FTA 等を背景に、タイの酪農業・乳業の競争力強化が課題だと認識しており、その問題意識に基

づいて今後の酪農業・乳業政策の方向性と施策を「酪農及び乳製品振興戦略 2017-2028」を策定し

期待される便益 指標 データ収集方法 目標 結果

細菌数 乳質検査 30％の減少 平均91%減少

体細胞数 乳質検査 30％の減少 平均51%減少

効率性向上 作業時間 作業時間測定 50％の減少 平均62%減少

品質向上
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た。同戦略のゴールは①酪農家・酪農団体が強化される、②国産牛乳の品質が向上する、及び③

乳製品が年齢層に対応して多様化するの 3 つである。本事業は、機材導入と人材育成によって生

乳の衛生的品質が改善することを実証し、「②国産牛乳の品質が向上する」の実現に貢献した。

また、搾乳作業を中心とする飼養技術の向上、搾乳作業の効率化・生産性向上を通じて「①酪農

家・酪農団体が強化される」にも貢献したと考える。 
 

（４）日本国内の地方経済・地域活性化への貢献 

受託企業は、本事業の成果を活用し、長年の経験やノウハウに基づいて開発・製造した酪農機

器をタイ全土に水平展開し、タイにおける事業が軌道に乗った後にはカンボジア、ミャンマー等

の近隣諸国の市場開拓を進める計画である。タイの酪農家に機械搾乳を普及させるためには、現

地の環境や搾乳技術レベルに応じた仕様とし、タイの酪農家が購入検討可能な価格を設定する必

要がある。 
コア部品は日本から供給し、その他部品及びコンポーネントは現地法人で生産することで原価

低減を図る。さらに、各農家の経営状態、使用頭数、求めている経営スタイルに柔軟に対応でき

るようラインナップを増やす計画である。コア部品を日本から供給することで、生産の拡大、酪

農機器の技術開発継続が図られ、日本の酪農機器業界にとってもメリットが期待できる。また、

受託企業の生産工場が位置する長野県須坂市及び北海道千歳市において、部品を提供している地

元企業も含め、雇用の維持、拡大につながる。 
タイにおける酪農の経験を通じて、熱帯地域特有の環境下での酪農にかかる知見を深め、亜熱

帯化しつつある日本の酪農業における温暖化の対策を講じ、迫り来る状況に向けた日本の将来の

酪農を展望するとともに、受託企業と同様に開発途上国の酪農発展への寄与を目指している大学

等と連携し、日本の学術研究の分野においても貢献可能である。 
 

（５）環境社会配慮 （※） 

本事業におけるサイトは国立公園等の保護対象地域ではなく、非自発的住民移転も発生しない

ことから該当しない。 
 

（６）ジェンダー配慮 （※） 

該当しない。 

 

（７）貧困削減 （※） 

該当しない。 

 

（８）事業後の事業実施国政府機関の自立的な活動継続について 

事業開始前に JICA、DLD 及び受託企業の三者が署名した協議議事録において、導入する機材は

事業終了後に DLD に譲渡され、終了後における機材の維持・管理は DLD の責任において行うこ
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とを確認している。また、機材の導入対象施設 3 か所のうち 2 か所は農業・協同組合省管轄下の

試験場であり、1 か所は同省とタイ王室が共管する試験場である。これらの点から、本事業で導

入した機材が終了後も適切に維持・管理され、DLD の酪農政策の中で活用されることが期待でき

る。特に、フォイフォンカイ王立試験場については、酪農業の振興に高い関心を示したプミポン

前国王ゆかりの施設であるにも関わらず酪農部門の規模はごく小さかったが、本事業のモデル牧

場となったことを契機に、乳牛の頭数を増やし、酪農部門の規模を拡大しており、本事業で得た

技術を含め、タイ北部の酪農業に対する指導的役割を果たしていくことが期待される。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

酪農業に対するプミポン前国王の関心 

（HHK 王立試験場内のパネル（本事業以前から設置）） 

プミポン前国王の HHK 王立試験場視察風景 

（同左） 

図 3-46 HHK 王立試験場の酪農部門 
 

出所：JICA 調査団（2017 年 12 月撮影） 

 

現地講習会は、主として 3 試験場近隣の酪農協職員を対象とし、その他近隣の主要な酪農家の

参加も得て実施した。特に酪農協の参加者からは講義内容に基づいた専門的な質問が出され、講

習会の内容が 3 試験場及び酪農協を通じて広がることが期待される。すでに、パクチョン試験場

では、本事業の講習会を元に、酪農家を対象とする各種搾乳技術の講習会が実施されており57、本

事業がタイ政府機関の自立的な活動を促した成果の一つだと考えられる。 
 

（９）今後の課題と対応策 

実証活動において、公立の検査センターに依頼した乳質検査結果の一部に信頼性の疑問が生じ、

他の検査センターにも同時に検査依頼して結果を確認する対応に迫られた。搾乳技術の向上と搾

乳機器の導入によって乳質が改善しても、乳質が正確に計測されず、買い取り価格に適切に反映

されない可能性がある。 
本邦受入活動及び現地講習会において、搾乳技術、飼養管理等の研修を実施した。経験豊富な

                                                        
57 乳業メーカーMary Anne Dairy Products Co.,Ltd のナコンラチャシマ工場（パクチョン試験場と同地域）に対する

インタビュー（2019 年 6 月）。 
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講師による搾乳の実技指導も行った。適切な機器の導入とともに、酪農技術向上の重要性は高い。

現地講習会等で伝達した知識や技術が、受講した酪農協職員及び主要酪農場から各地の多くの酪

農家に伝達されることが望まれる。 
タイの酪農業においてはフリーバーン（ルーズバーン）形式による飼養が主流であるため、本

事業で導入する搾乳システムはパーラーを選定した。また、生乳の品質を劣化させない最大の対

策は冷却と低温維持であることから、搾乳システムとともにバルククーラーを導入した。しかし、

学識経験者を含む複数の業界関係者から、パーラーまたはパイプライン、すなわち一定以上の長

さの配管を要する搾乳機器は、導入コスト、ランニングコストともに高く、配管内の衛生状態を

維持する知識を必要とするため、過剰ではないかとのコメントがあった。 
本事業開始にあたり、投資金額と償却から搾乳頭数 50 頭、12.5kg/日/頭搾乳、乳価 17 バーツ/kg

において、7 年以内の償却が可能であることを確認した。現在も状況は変わらないが、タイの酪

農家の資金力や投資に対する不安を考慮し、最小限の投資金額で導入可能、かつ、既設の牛舎に

も設置可能なパイプラインの開発も行った。この安価仕様であれば、搾乳頭数が少なくとも十分

に余裕をもって償却が可能である。さらに、4 年前から政府が実施している低金利融資制度等の

継続、弊社も含めた民間の融資制度等も普及のためには必要な方策であると考える。 
複数の業界関係者から、タイにおいては酪農場から集乳ステーションまでの距離が短く、搾乳

から短時間で集乳ステーションに運び込まれるため、バルククーラーの必要性は小さいとの意見

があった。今回の実証結果の酪農場と集乳ステーションでの細菌数の増加度から、生乳の乳質に

おいて、タイの周囲温度の環境下に置かれることで飛躍的に細菌が増殖することは一目瞭然であ

る。また、タイにおいては、集乳ステーションにおける乳質の検査及び確認が必ずしも徹底され

ておらず、品質が低下した生乳が混合されることが起こり得る。過去に発生した学校牛乳におけ

る食中毒は、このことが一因となった可能性がある。牛乳・乳製品の消費拡大、それによる国民

の健康増進を図るためには、学校牛乳を含めた国産牛乳の品質に対する信頼度を高める必要があ

る。バルククーラーによる即時の冷却及び保冷は、酪農場段階における生乳の品質向上に対し不

可欠だと考える。酪農場へのバルククーラーの普及が生乳の品質向上と普及に結びつくことは、

日本のみならず先進諸国で検証されており、タイにおいても、業界関係者含めて科学的で正しい

知識の普及・啓発をさらに行う必要がある。 
 

 

4. 本事業実施後のビジネス展開計画 

（１）今後の対象国におけるビジネス展開の方針・予定 

本事業実施後は事業の成果を活用し、タイの現地法人を中心にした酪農機器の販売を行う。酪

農機器は、コア部品を日本で開発・調達し、残りの部品はタイ及び受託企業の海外拠点を通じて

調達し、一部タイ現地法人で組立、最終的には、顧客が指定する場所に組立・設置する。 
酪農機器の販売は酪農協、代理店を通じて最終顧客である酪農家に販売し、一部有力な酪農家

には直接販売を行う。タイの酪農業は、主に集乳ステーションを有する酪農協とその傘下の酪農
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家で構成されており、酪農家の多くは飼育乳牛数が少なく、また１頭あたりの生産量も低く生産

性が低く設備導入に必要な資金力も乏しいため、酪農協を通じて傘下の酪農家に販売する。また

一部酪農協では酪農家向けに政府の低利融資が受けられる制度を有しており、受託企業は、この

酪農協の組織機能を活用して酪農機器等の販売及びアフターサービスの確立を目指す。  
また、酪農協以外に代理店に販売し、代理店を通じて酪農家に販売する。現在 2 つの代理店と契

約を締結している状況である。受託企業の現地法人からアクセスしにくくかつ小規模な酪農家が

多いタイ南部 10 県に対し、ある代理店を通じて販売する。この代理店はタイの一番有力な酪農協

と取引があり、このルートを通じて将来的に販売することを計画している。更にもう一つ代理店

は、グループ会社に集乳ステーションを経営する酪農会社を有しその傘下の酪農家に販売する。

両代理店とも、受託企業が重要視している酪農機器の ISO 基準に則った施工・設置を行うことと

しており、受託企業の製品とサービス品質の高さを維持できると考えている。 
販売する酪農機器は、本事業で実証したフルスペックであり、どちらかと言えばタイの酪農機

器市場のハイエンドの領域に属し、その需要は今後も営業活動の進展により高まると予定してい

る。また、タイ市場での拡販を行うために、タイの酪農機器のボリュームゾーンであるミドルゾ

ーンでの販売を行い更なる拡販を行う。そのために、タイのより小規模酪農家のニーズに合致し

た、ユニット数を減少させたミルカーをタイ現地法人で開発し、既に販売活動を始めている。 
タイの酪農機器の販売市場では、現地の酪農機器の商社が販売後、設置されたものの稼動不調

のため放置されているケースが数十件確認されている。酪農は設備設置後のアフターサービス、

設備点検、消耗品の補充が必要とされており、これらを含めたサービスを提供していきたいと考

えている。日本におけるアフターサービスの歴史、実績、ノウハウを活かし、現地法人によって、

酪農協、代理店とも連携し、キメ細かなサービス、メンテナンスが提供可能である。日本では受

託企業独自のアフターサービスであるルートカーを通じた 24 時間体制のアフターサービスを確

立し、その中で点検による収益、消耗財販売による収益といった顧客から継続的に収益をあげて

いるが、タイにおいても将来的に確立させる計画である。その一環として、消耗財である洗剤を

タイで製造・販売する許認可を受託企業は得たので、その製造・販売を近々に実施する予定であ

る。 
なお、タイにおける事業が軌道に乗った後は、カンボジア、ミャンマー等の近隣諸国の市場開

拓を進める計画である。 
 

（２）市場分析 

①マーケット分析（競合製品及び代替製品の分析を含む） 

ア）タイの酪農機器市場の現状と今後の成長性 
タイでは酪農家の 70%が飼養頭数 20 頭以下の規模であるため、ミルカーの多くがバケット式ミ

ルカーを採用しているのが現状である。 
搾乳機および冷却機のタイでの市場規模は、受託企業の調査によれば、4 億円程度と推定され

る。また、その金額ベース（売上高）でのマーケットシェアを表したのが以下のグラフである。

最大のマーケットシェアを誇るのがタイの酪農機器商社であるデイリーハブ社である。同社の売
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上高は約 3,500 万バーツで、シェアは 28%を占める。デイリーハブ社は、デラバル社の元社員が

社長、副社長をつとめ、低価格を武器にして急速にマーケットシェアを伸ばした。2 番目のマー

ケットシェアを占めるのはスウェーデンのトゥンバに本社を置くデラバル社である。売上高は、

3,000 万バーツで 24％を占める。国際的な酪農および農業機械メーカーであり、現在は食品用紙

容器製造等を行うテトラパック（Tetra Pak）社グル－プの傘下に入っている。 デラバル社は 4,500
人の従業員を擁し、世界の 100 を超える市場で事業を展開している。2014 年の年間売上高は 10
億ユーロに達し、酪農機器およびソリューションを提供する世界的なリーディングカンパニーで

ある。同社は早くからタイに進出し、ミルカーやクーラーだけでなく、酪農関係機器をフルライ

ンナップで提供している。タイにおいてもその知名度は高く、DPO や共進会でもその存在は大き

く、受託企業の競合企業となっている。受託企業は 3 番目のマーケットシェアであり、1,800 万バ

ーツで 15%を占める。以下、タイの酪農機器商社であるガード社・ギス社（両社とも 1,500 万バ

ーツ 12％）、ミルクテック社（1,000 万バーツ 8%）と続く。 
近年のタイの経済成長に伴う食生活の多様化、嗜好の欧米化によって牛乳・乳製品に対する需

要が伸長しており、更に DLD が国民一人当たりの牛乳を飲む量を現在の平均 18 リットルから平

均 25 リットルに増やす５ヵ年計画を実施している。このような牛乳に対する消費と政府の政策を

受けて、酪農家が搾乳に対する生産性向上・乳質改善のために、バケット式ミルカーから、パイ

プライン式ミルカーへ買い替える十分な動機となりえる。従って、このような流れで今後とも酪

農機器市場は拡大していくと考えられる。特に、飼養頭数が 50 頭程度であった酪農家が規模拡大

をする過程でバケット式からパイプライン式に買い換えることが比較的多いのではないかと受託

企業は推察している。 

図 4-1 タイの酪農機器（ミルカーとクーラー機器）マーケットシェア 
出所：JICA 調査団 
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イ）競合分析・比較優位性 
下表は、タイ市場において受託企業の価格・品質等と競合するデラバル社、デイリーハブ社と

受託企業を比較したものである。 

 
表 4-1 パイプラインミルカー競合状況 

 デイリーハブ社 デラバル社 オリオン機械 

法人の国籍 タイ スウェーデン 日本 

業種 卸売業 製造業 製造業 

価格（THB） 

（スイング 6

ユニット） 

◎ ○ △ 

400,000 430,000 520,000 

品質 

× ○ ◎ 

ISO 基準に準拠していない 

品質トラブル多し 

ハイエンドの製品は、ISO 基準

準拠 
ISO 基準準拠 

品揃え 

○ ◎ ○ 

酪農関係の全ての機器を販売

しているわけではない 

酪農関係の全ての機器を販売

している 

タイではまだ酪農関係の全て

の機器を販売しているわけで

はない 

認知度 

○ ◎ ○ 

認知度は高くなってきている 

 市場参入の歴史が長くタイ

市場での認知度が高い 

 DPO、共進会でのプレゼンス

が高い 

認知度は高くなってきている 

アフターサー

ビス 

× △ ◎ 

なし 
最近、一部地域においてアフタ

ーサービス対応 

購入 1 年後に無料の保守・点検

サービスあり 

24 時間のサービス対応可能 
出所：JICA 調査団 

 

デイリーハブ社は、受託企業の製品と異なり、ISO 基準に準拠していない分価格は安価であり、

コストリーダーシップ戦略で市場を席巻していると言える。タイだけではなくカンボジアにも進

出していると聞く。しかし、急成長のため社員の人材教育が追いついていない状況で、売り切り

方式でアフターサービスがほぼなく品質トラブルを多く抱えている。今後も今のマーケットシェ

アを維持できるか疑問である。 
デラバル社は、タイ市場への参入の歴史が長く認知度が高い。また DPO、共進会でのプレゼン

スが高い。酪農関係の全ての機器をタイ市場で販売しており、酪農家に対しワンストップでソリ

ューション提供が可能である。しかし、同社のアフターサービスは一部の地域や大規模酪農家等

にのみ提供されているとの情報があり、アフターサービスを評価する意見は少ない。 
受託企業は、提案製品の価格がデイリーハブ社、デラバル社と比べ高いものの、ISO 基準に準

拠した高い品質とともに日本同様のアフターサービスの良さで差別化を図っている。また、受託
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企業のタイにおける酪農事業開始からわずか 3 年が経過したところであり、引き続きプロモーシ

ョン活動を継続的に行うことで、よりタイでの認知度も高まっていくものと考える。 
 

 

②ビジネス展開の仕組み 

企業機密情報につき非公表 
 
 

③想定されるビジネス展開の計画・スケジュール 

企業機密情報につき非公表 
 

 

④ビジネス展開可能性の評価 

受託企業の酪農機器は、導入したミルクボード委員から高い評価を得ているが、本普及・事業

実施後の酪農機器の販売は酪農協、代理店を通じて最終顧客である酪農家に販売し、一部有力な

酪農家には直接販売を行う。受託企業は、このような販路を通じて、酪農機器等の販売とともに

アフターサービスの確立も図る。 
酪農は酪農機器設置後のアフターサービス、設備点検、消耗品の補充が必要とされており、こ

れらを含めたサービスを提供することを計画している。日本におけるアフターサービスの歴史、

実績、ノウハウを活かし、現地法人によって、酪農協、代理店とも連携し、きめ細かなサービス、

メンテナンスが提供可能であると考える。 
加えて、日本では点検による収益、消耗品販売による収益といった顧客から継続的に収益を上

げているが、タイにおいても将来的に確立させる計画である。その一環として、消耗財である洗

剤をタイで製造・販売する許認可を受託企業は得たので、その製造・販売を近々に実施する予定

であり、新たな収益確保も期待できる。 
さらに、タイ市場での拡販を行うために、より小規模なタイの酪農家のニーズに合致した、ユ

ニット数を減少させたミルカーをタイ現地法人で開発し、既に販売活動を始めており、タイの酪

農機器のボリュームゾーンであるミドルゾーンでの販売が今後期待できる。 
中長期的には、タイでのビジネス展開で培ったノウハウや知識を活かしながらカンボジア、ミ

ャンマー等の近隣諸国の市場開拓を進める計画であり、アジアでの事業規模の拡大が益々期待で

きると考える。 
 
（２）想定されるリスクと対応 

 内容 対応 

乳製品の関税

撤廃のリスク 

タイは独自にオーストラリアやニ

ュージーランドと自由貿易協定を

タイ現地法人と共に現地調達・生産

を積極的に推し進め、現地のニーズ
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結んでおり、関税撤廃が 2021 年

に迫っている。関税が撤廃されれ

ば、外国から安い牛乳や乳製品が

タイに輸入され、酪農業界への打

撃になる可能性がある。 

に合った高品質かつ安価な搾乳シス

テムを提供、生乳の品質、生産性向

上を図り、タイ酪農業の強化を図る。 

製品・技術の模

倣リスク 

製品・技術が模倣され損害を被る

可能性がある。 

受託企業は、製品を構成する部品を

現地、日本・海外拠点を通じて調達

し、現地で設置・組立を行っている。

コア部品に関しては日本で開発・生

産し、タイに直接輸出している。そ

のため生産過程で技術を模倣される

リスクはなく、大きな脅威になると

は想定していない。万が一製品・技

術の侵害が顕在化した場合、現地法

人を通じ、迅速に管轄の政府機関に

適切な対処を求める等の対応を取

る。 

政治リスク 政変により、政治的、経済的な混

乱が発生し、事業継続が困難にな

る可能性がある。 

これまでのところ、タイでは政治の

混乱が実体経済に大きな影響を及ぼ

した事例はほとんど確認されない。

これまでの政変後も経済政策等は継

続されてきており、従って、事業継

続が困難になるリスクは小さいと考

えている。 

制度変更リス

ク 

DLD の政策変更により、酪農家に

実施している無金利・低金利貸付

制度の金利が上昇、もしくは制度

が廃止される可能性がある。 

資金力が無い農家に対しては、その

農家に見合った価格、仕様の製品を

開発し、提供する。 

競合メーカー

の台頭 

競合メーカーが割安な機械の販売

を開始した場合、値下げ競争に陥

るリスクがある。 

主な競合メーカー（国）：タイ、オ

ランダ、イタリア 

価格：現地製は安価、輸入品はほ

ぼ同等もしくはやや安価 

DLD 及び農協指導員などへの研修

体制を確立する。酪農家にハード面

＆ソフト面両面で支援を行う。 

さらに、受託企業は本普及・実証事

業で導入した 6 ユニットのハイエン

ドとともに、タイの中小規模の酪農

場のニーズに合わせたより安価な 3

ユニットのミドルクラスのミルカー

も導入し、競合メーカーに対抗し、

タイ市場での事業拡大を図る。 
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（３）普及・実証において検討した事業化による開発効果 

受託企業は、本事業実施中からタイ国内の酪農展示会出展、DLD に対する酪農場の紹介依頼、

見込み顧客に対する営業活動等を行ってきた。いくつかの販売会社と接触した結果、タイ北東部・

中部をカバーする販売代理店として NP アグリテック社を設立し、南部については Nutrimed 社と

の間で代理店契約を締結した。今後、タイ現地法人 OMA 及び 2 つの販売代理店を通じてタイに

おける搾乳機器販売を本格展開する。 
受託企業のタイ本格展開は、タイの酪農家にとって酪農機器の選択肢を広げることとなり、品

質向上、生産性向上への関心を喚起し、具体的な取り組みを促進する可能性がある。現地生産に

よって低価格化が図られれば、酪農家にとっての選択肢はさらに広がる。受託企業は、搾乳機器

の設置時稼働前に機器の操作方法、搾乳方法、日常的なメンテナンス方法等について詳細な説明

を行うこととしており、生乳の衛生管理の重要性、継続的な機器メンテナンスに対する酪農家の

知識及び意識を高めることに役立つ。稼働後は、日本国内で実施しているルートサービスを念頭

に、ユーザーを定期的に訪問して運転状況や機器洗浄状況の確認を行っており、衛生管理等につ

いて常に注意喚起することが可能である。定期訪問によって消耗品やライナー等の部品交換にも

随時対応可能であり、搾乳機器等の性能は安定的に維持される。 
このように、受託企業は、事業化を通じてタイ国内産生乳の品質向上及び酪農家の強化に対し

継続的に貢献可能である。 
 
（４）本事業から得られた教訓と提言 

①今後海外展開を検討する企業へ向けた教訓 

受託企業は、本事業受託以前から DLD と接触し、日本への招へい実施も含めた交流を通じて良

好な関係の構築に努めてきた。その結果、受託企業の技術力、製品の品質、酪農業のノウハウ等

に対する DLD の実務担当者の信頼を得、本事業の実施に向けた協力に合意した。こうした経緯か

ら、M/M の交渉、署名も円滑に進むと予想した。ところが、M/M の協議が開始すると、従来から

コンタクトしてきた DLD の実務担当者が同局内の承認を得ていくのではなく、改めて DLD 内の

別の担当者との協議が必要となることが判明した。同交渉担当者に対して受託企業が改めて事業

計画等を説明する必要も生じ、結果として、M/M の署名には想定より多くの時間を要した。実務

上のキーパーソンである政府職員と十分コミュニケーションしている場合も、当該政府機関とし

て一定レベル以上の意思決定を必要とする場合は、説明、協議、交渉等を改めて行う必要が生じ、

手続きに時間を要する場合があることに留意すべきである。また、軍事政権下であった58ことが背

景にあると思われるが、個別の民間企業、特に外国企業との協力に基づくプロジェクトは癒着と

みなされかねないとの警戒感があり、この点も M/M の交渉に想定以上の時間を要することにつな

がったと推測する。タイは、他国に比較して、国内政治の変動が外資ビジネスに直接影響を及ぼ

すことは少ないと言われるが、行政機関を相手方とする場合は、国内政治の状況によって行政機

                                                        
58 2019 年 7 月の総選挙によって 5 年ぶりに民政に復帰した。 
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関の意思決定が遅れるリスクがあることにも留意すべきだろう。 
受託企業は、本事業の実施と並行して、DLD、有力酪農協または酪農家から紹介を得て製品の

営業に取り組んでいる。紹介を得て訪問した結果、当該紹介者の「お墨付き」を得ていくつかの

受注獲得に至っている。一方、紹介や人脈がない相手先については、面談の約束を取り付けるこ

とすら極めて困難な場合があることを指摘したい。受託企業は長期的な視野でタイ市場開拓に取

り組む考えであるが、営業活動のすそ野を広げることは容易ではないと実感している。本事業の

実績や酪農展示会出展等を通じて知名度向上を図り、現地パートナーとのネットワークを構築す

ることで、タイ市場への浸透を図っていく考えである。 
 
②JICA や政府関係機関に向けた提言 

本事業の本邦受入活動及び現地講習会において、搾乳技術、飼養管理等の研修を実施した。特

に現地講習会においては、多くのタイ側関係者の出席を得、活発な質疑応答が行われた。また、

経験豊富な講師による搾乳の実技指導も好評を得た。適切な機器の導入とともに、酪農技術向上

の重要性は高い。複数の業界関係者から、DLD は過去にも酪農技術の研修プログラムを実施して

きたが、知識や技術が伝達されるのは酪農協レベルまでに留まり、現場の酪農場には十分裨益し

ていないとの指摘があった。今後は、より多くの酪農家の技術向上につながるしくみの導入が求

められる。 
生乳の品質向上、酪農業の生産性向上、効率化を図るためには、酪農の技術とともに、適切な

機器が不可欠である。酪農家が設備投資するための資金が供給されることが望ましい。DLDは、5

年間の酪農生産効率化プログラムを実施中であり、3つのモデル酪農協を通じて傘下の酪農場に

低利融資が提供されている。同プログラムはあくまでも単発の事業であるが、より広い地域でよ

り多くの酪農家が利用できる資金供給のしくみの創設が期待される。例えば、組合構成員から資

金を集め、それを原資として組合構成員に貸し付ける金融機能を制度化することが考えられる。 
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1. BACKGROUND 

Along with economic growth and diversification of dietary habit, demand for milk and dairy products 
is increasing rapidly in Thailand. Although domestic production of milk and dairy product are growing, 
they are still not adequate to meet the boosting domestic demand and dependency on import is 
increasing. Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand has focused on dairy industry as one 
of the strategic sectors in “Agricultural Development Plan (2012-2016)” and has been introducing 
measures to develop production capacity and value-added creation. One of the challenges for dairy 
industry in Thailand is the quality development of dairy products, especially raw milk. The milk for 
the “School Milk Program”, which was introduced in 1992 to provide children with milk produced in 
Thailand, had caused food poisoning. 
 
Of many challenges to improve the quality of milk, quality management in the milking process is 
critically important. Currently, more than 90% of dairy farmers in Thailand perform milking with 
bucket milker, wash the bucket and other equipment by hand and carry the milk using insufficiently 
sterilized tanks. Most of dairy farmers are small-scale and have insufficient capital to improve their 
equipment, facilities and management. There are not enough instructors who have proper knowledge 
for milking techniques to train dairy farmers.  
 
Orion Machinery Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Orion”), a Japanese company specialized in 
industrial machinery including machinery for dairy industry, has an abundant knowledge and 
experience on advanced milking system, and has contributed to the modernization of dairy industry in 
Japan.  
 
In addition, Orion has already established a 100%-owned local subsidiary for industrial machinery in 
Ayutthaya and has been preparing to get into Thai market with its Auto Milker and related products 
suitable for small and medium sized dairy farmers. 
 
It is an urgent issue for the Thai Government to strengthen competitiveness of domestic dairy industry. 
To achieve this, it is effective to introduce Orion’s modern milking system which realizes sufficient 
sterilization of the whole equipment, increase in the amount of milking backed up by appropriate 
livestock management scheme, and reduction of heavy labor for farmers, which are expected to 
contribute to the improvement of the quality of milk and productivity of the farmers in Thailand. 
 
2. OUTLINE OF THE PILOT SURVEY FOR DISSEMINATING SME’S TECHNOLOGIES 

(1) Purpose 

The Survey aims to verify the effectiveness of Auto Milker and Milk Cooler and relevant trainings of 
techniques and knowledge for milking, with the aim at contributing to improve milk quality control 
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and to enhance efficiency and productivity of dairy industry in Thailand. 
 

(2) Activities 

1) Verified the efficiency and productivity of Auto Milker and Milk Cooler (hereinafter referred to as 
“The Products”) installed in farms in Thailand. 

1-1. Chose and assigned 3 dairy farms in Middle, North and North East Thailand for installation of 
the Products (hereinafter referred to as “The Model Farms”) based on the discussion between 
the Department of Livestock Development (hereinafter referred to as “DLD”) and Orion 

Dairy Cattle Research and Development Center (Pakchong Model), Sakaeo Livestock Research 
and Breeding Center, and Huai Hong Krai Royal Development Study Center were selected as the 
Model Farms. The Products was installed in the premises of the Model Farms. 

1-2. Discussed and agreed on the undertakings of Orion, DLD and the Model Farms  
1-3. Designed the cowsheds and adjusted the model of the Products according to the specification of 

each sites 
1-4. Procured the parts from Japan, third countries and within Thailand, produced and developed the 

Products to comply with local conditions 
1-5. Constructed the cowsheds to be equipped with the Products. The details of the necessary work 

were discussed and decided among DLD, the Model Farms and Orion. Construction work were 
implemented by the local contractor assigned by Orion and checked by DLD, the Model Farms, 
Orion and Orion Machinery Asia 

1-6. Transported and installed the Products to the Model farms. Installation and operational 
qualification were done by Orion and Orion Machinery Asia 

1-7. Performed test operations of milking function and auto washing functions of the Products and 
provided operational guidance to DLD and Model Farms 

1-8. Visited each Model Farm at least once in 2 months to confirm operating status of the Products 
1-9. Inspected the quality of milk produced in the Model Farm 
1-10. Checked whether the work efficiency of farmers in each Model Farm has improved or not 

 
2) Increased the awareness of the issues on disseminating milking and quality control techniques and 

the solution was considered by DLD 
2-1. Developed training programs for DLD and Model Farms 
2-2. Provided instruction and training to DLD and Model Farms on milking techniques and hygiene 

control of milk, using the actual Products (after the installation of milking system in each Model 
Farm) 

2-3. Held workshops for DLD and Model Farms on milking techniques and hygiene control of milk, 
management of dairy cattle to improve efficiency and avoid disease (4 times in 2 years for each 
Model Farm) 

2-4. Conducted training courses in Japan for 4 times during the period, accepting 20 persons in total 
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(several persons each time). The participants were selected based on the discussion between 
DLD and ORION from persons who had finished taking the course in the workshops described 
in the activity 2-3. The advanced techniques to improve milk quality were provided, and an 
activity plan on disseminating the knowledge to farmers in Thailand was considered during the 
course. 

 
3) Disseminated the usefulness and effectiveness of the Products in Thailand and develop a market 

strategy 
3-1. Identified the data to verify the effectiveness of the Products and developed a data acquisition 

plan 
3-2. Acquired and analyzed the data necessary for the verification and shared the data with DLD and 

Model Farms 
3-3. Organized onsite tours in the Model Farms to accept surrounding farmers 
3-4. Participated in related exhibitions in Thailand for promotion 
3-5. Held a workshop jointly with DLD for the counterparts and dairy farming industry to share the 

results of the survey 
3-6. Identified risks related to the business development in Thailand’s market 
3-7. Based on the above activities, developed Orion’s market strategy in Thailand 

 
(3) Information of Product/ Technology Provided 

1) Products  

 Items Specifications 

Herringbone Parlor 
Room  

and Auto Milker 

 

 12 cattle milking at one time 
 Auto washing system 
 Auto detacher with a milk meter 
 Identification system 

Milk Cooler 

 

 Auto washing system 
 1000 litres for Huai Hong Krai and 

Sakaeo Model Farms, 1500 litres 
for Pakchong Model Farm 

 
2) Description of the products 
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・ Auto milker and milk cooler are both equipped with auto washing system to avoid bacterial 
contamination 

・ Auto milker is equipped as standard with auto detacher and milk meter to prevent over-milking. Auto 
milker is connected to livestock management software with a cattle identification system which is 
effective for health management and disease prevention of dairy cattle 

・ Raw milk is preserved in Milk Cooler to avoid bacterial contamination 
 

(4) Counterpart Organization 

Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives (DLD) 
 

(5) Target Area and Beneficiaries 

1) Target Area  
・ Chiang Mai (Huai Hong Krai Royal Development Study Center) 
・ Nakhon Ratchasima (Dairy Cattle Research and Development Center (Pakchong Model)) 
・ Sakaeo (Sakaeo Livestock Research and Breeding Center) 

 
2) Beneficiaries 
・ Direct beneficiaries: 3 dairy farms in the target areas selected as the Model Farms which can improve 

their milking techniques and hygiene control and gain higher efficiency and productivity 
・ Indirect beneficiaries: 

 Dairy farms in Thailand that can improve milking techniques and hygiene control and gain higher 
efficiency and productivity, along with the improved policies and measures for dairy industry 
taken by DLD 

 Consumers in Thailand who will be able to have access to the domestically produced raw milk 
and dairy products with high quality 

 Dairy farming industry and companies related to dairy farming in Thailand that can be benefited 
by the increased business opportunities with ORION 

 
(6) Duration 

From 13th October 2017 to 13th October 2019 
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(7) Progress Schedule 

 

 
 
  

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

2019

10 11 12 1 2 3 107 8 9

Discussion & designing of the Products and the
cowsheds （1-3）

Plans

Performance

Procurement and production of the Products in
Japan（1-4）

Plans

Performance

4 5 610 11 12 1 2 34 5 6 7 8 9
Assignment

2017 2018

Pakchong Dairy Cattle Research & Development
Center

Discussion to agree on the design of the
cowsheds (1-5）

Plans

Performance

Development of premises, instralltion of
infrastructure and construction of the
cowsheds （1-5）

Procurement and transportation of the Products
from overseas and in Thailand （1-4）

Plans

Performance

Check and confirm the Products （1-6）

Plans

Performance

Monthly inspetion of milk quality （1-9）

Periodical visit to the Model Farms（1-8）

Data analysis and reporting （1-10）

Confirmation of the construction of the
cowsheds （1-5）

Installation of the Products and test operation
（1-6）

Training in Thailand （1-7、2-2、2-3）
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Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

2019

10 11 12 1 2 3 108 9

Sakaeo Livestock Research and Breeding Center

Discussion to agree on the design of the
cowsheds (1-5）

Development of premises, instralltion of
infrastructure and construction of the
cowsheds （1-5）

4 5 6 710 11 12 1 2 34 5 6 7 8 9
Assignment

2017 2018

Monthly inspetion of milk quality （1-9）

Periodical visit to the Model Farms（1-8）

Data analysis and reporting （1-10）

Confirmation of the construction of the
cowsheds （1-5）

Installation of the Products and test operation
（1-6）

Training in Thailand （1-7、2-2、2-3）
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Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

2019

10 11 12 1 2 3 108 9

Huai Hong Krai Royal Development Study Center

Discussion to agree on the design of the
cowsheds (1-5）

Development of premises, instralltion of
infrastructure and construction of the
cowsheds （1-5）

4 5 6 710 11 12 1 2 34 5 6 7 8 9
Assignment

2017 2018

Monthly inspetion of milk quality （1-9）

Periodical visit to the Model Farms（1-8）

Data analysis and reporting （1-10）

Confirmation of the construction of the
cowsheds （1-5）

Installation of the Products and test operation
（1-6）

Training in Thailand （1-7、2-2、2-3）
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Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

Plans

Performance

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲

▲

▲

： Activities in Thailand

： Activities in Japan

2019

10 11 12 1 2 3 108 9

Planning of the training program in Thailand （2-1）

Planning of the training program in Japan （2-1）

Training in Japan (2-4）

Training in Thailand （2-2、2-3）

Participate in exhibitions in Thailand （3-4）

4 5 6 710 11 12 1 2 34 5 6 7 8 9
Assignment

2017 2018

Reporting schedule

Monthly Report

Progress Report

Draft Final Report

Final Report

Identification of the date for verification （3-1）

Data collestion and analysis （3-2）

Organize on-site tour in Model Farms （3-3）

Joint workshop in Thailand （3-5）

Research on market environment for business
development in Thailand （3-6）

Development of business strategy in Thailand （3-
7）

▲Implementation report
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(8) Manning Schedule 

 

 

 

Thai l and Japan Thai l and Japan

Plans

Name Organization Man/Day
Thailand Japan

Plans 5 6 5 5 8 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 4 36.00 50.00

Performance 1 5 1 1 1 1 3 1 1 5 1 8 1 4 4 4 3 5 1 1 7 3 2 4 5 1 43.00 27.00

Plans 5 7 5 5 5 5 6 5 3 3 5 5 6 6 5 4 5 4 5 5 4 5 4 52.00 60.00

Performance 1 5 1 6 2 2 1 1 7 5 1 5 1 4 3 2 2 5 3 7 4 5 1 5 5 1 2 1 1 8 6 4 3 6 5 7 1 125.00 42.00

Plans 5 0 1 7 5 5 4 5 6 5 1 5 5 5 1 3 3 1 6 5 5 6 1 1 4 5 5 1 6 6 6 1 1 5 5 5 5 6 5 5 5 5 1 4 1 65.00 113.00

Performance 1 5 1 7 2 4 1 8 4 5 5 5 1 4 2 1 7 5 4 1 2 1 6 1 8 4 5 4 5 4 1 1 3 5 1 4 5 1 5 7 1 92.00 68.00

Plans 5 5 5 8 5 23.00 20.00

Performance 1 1 1 0.00 3.00

Plans 5 5 5 8 5 23.00 20.00

Performance 3 5 1 1 5.00 5.00

Plans 5 5 8 5 5 8 5 10 5 5 5 36.00 40.00

Performance 5 2 1 1 1 7 1 1 1 5 1 1 1 1 9 1 4 5 43.00 15.00

Plans 5 1 5 1 5 5 5 6 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 1 4 5 5 1 8 6 6 1 1 6 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 1 33.00 129.00

Performance 1 5 1 1 1 5 5 2 4 1 5 4 3 2 6 1 5 1 4 1 5 3 1 6 2 5 5 3 5 5 3 1 1 4 3 3 29.00 84.00

Plans 3 6 8 2 14.00 5.00

Performance 2 1 1 2 3 4 6.00 7.00

Plans 2 2 2 2 2 2 2 2 56.00 0.00

Performance 4 5 6 2 5 8 4 7 41.00 0.00

Plans 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58.00 0.00

Performance 2 2 4 5 6 2 4 4 2 4 3 3 52.00 0.00

Plans 2 2 2 2 2 2 52.00 0.00

Performance 4 5 5 5 8 8 35.00 0.00

Plans 3 8 6 6 8 2 28.00 25.00

Performance 2 1 2 5 2 1 1 2 1 5 5 1 1 4 4 3 2 4 3 8 4 4 4 3 5 2 5 5 1 2 3 5 4 55.00 49.00

Plans 5 2 4 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 40.00 0.00

Performance 2 1 2 1 2 1 2 2 4 12.00 7.00

Plans 40.00 0.00

Performance 4 5 5 5 8 4 4 7 42.00 0.00

Plans 40.00 0.00

Performance 4 5 5 5 8 4 4 7 42.00 0.00

Plans 0.00 0.00

Performance 2 1 2 2 9 2 5 4 4 30.00 1.00

Observation of milk
quality test /

Management of
equipment

Detchart

Installation of the
Products #2

Chatcharin
Khomlek

13 13 14

Interpreter /
Documentation #2

Tanaphat
Khongtha

Installation of the
Products #2

Chakkaphan
Moolmee

Interpreter /
Documentation #1

Supassorn
Kongsimheng

20

13 13 14

Installation and
maintenance of the

Products #3

Phongpitak→
Natthapong

13 13 14

11

Installation and
maintenance of the

Products #2

Chanchai
Soovannaboot

13 13 14

OMA

14

10

Installation and
maintenance of the

Products #1

Pacharaphol
Pomhom

13 13

On-site activations
management

Yoshikazu
SHIMIZU

Assistant Project
Manager #2

Rikako DOMON

Instruction of installation
and O&M of bulk coolers

Shigeki TAMURA

15

Instruction of milking
techniques / Advisor

Hajime YASUDA

10

Instruction of installation
and O&M of milkers

Norifumi
KANEKO

15

Assistant Project
Manager #1

Naoya
SAKAGUCHI

13

13

Project Leader Toru KANEKO Orion

39 10 11 12 1 23 4

Project manager/
Sub-leader

Tomohiko IKEDA

14 11

5 6 7 8

2017 2018 2019

Assignment
Performance 10 11 12 1 2 9 104 5 6 7 8

Orion

Orion

Orion

Orion

Orion

Orion

OMA/
Orion

OMA

OMA

OMA

OMA

OMA

OMA

OMA
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現地 国内

Plans

Name Organization 人・日計

現地 国内

Plans 5 1 1 6 2 2 1 5 2 1 5 2 2 1 1 1 6 1 5 5 4 2 5 31.00 35.00

Performance 1 5 1 1 7 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 7 2 2 3 2 3 5 1 35.00 33.00

Plans 5 1 8 1 2 1 8 2 1 6 1 2 1 5 5 4 5 27.00 31.00

Performance 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 5 1 1.5 3 3 1 2 1 1 5 1 21.00 30.50

Plans 5 1 1 1 1 1 7 2 1 7 2 1 1 4 5 5 4 5 23.00 31.00

Performance 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 2 2 1 7 4 7 3 3 1 1 2 21.00 35.00

Plans 1 8 1 8 1 1 36.00 4.00

Performance 1 7 1 1 1 1 9 5 4 36.00 4.00

Total man/day(plans） 713 563

Total man/day（Performance） 765 411

Instruction of milking
techniques / Advisor

Katsuyuki
NISHIKIMI

10 10

10

Verification #2 /
Dissemination / Business

strategy

Satoshi
YOKOMIZO

3 4

Verification #1 /
Business environment

research

Yoko
NAKAGAWA

Chief Advisor Reiko MINAMI

5 6 7 8 9 10

2019

Assignment
Performance 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2

2017 2018

DIR

DIR

DIR

Individual
Specialist
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(8) Implementation System 

・ Japanese side: Orion Machinery Co., LTD. (Orion) and Orion Machinery Asia Co., Ltd, Orion’s 
affiliated company in Thailand, in cooperation with Daiwa Institute of Research Ltd. 

・ Thai side: Department of Livestock Development (DLD), Ministry of Agriculture and Cooperatives 
 

 

 
3. ACHIEVEMENT OF THE SURVEY 

(1) Outputs and Outcomes of the Survey 

1) Outputs 
・ Installed Herringbone Parlor Room, Auto Milker and Milk Cooler to Huai Hong Krai Royal 

Development Study Center in Chiang Mai, Dairy Cattle Research and Development Center 
(Pakchong Model) in Nakhon Ratchasima and Sakaeo Livestock Research and Breeding Center 
in Sakaeo ( “Model Farms”) 

・ Obtained milk quality inspection result and work time data required for milking 
・ Conducted 4 workshops (training courses) targeting DLD and Model Farms’ officials, dairy 

cooperatives staff in the surrounding areas of Model Farms. The total number of participants was 
594. 

・ Conducted 4 training courses in Japan targeting DLD and Model Farm’s officials. The total 
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number of participants was 21. 
・ Exhibited at 2 dairy exhibitions held in Thailand. 
 
2) Outcomes 
・ Equipment installed at the Model Farms have been in steady operation. 
・ Participants of workshops at the Model Farms achieved milking techniques, hygiene control of 

milk and dairy breeding.  The average score of achievement tests marked 75 out of 100 points. 
・ Participants of training courses in Japan shared Japan’s experiences in promoting dairy industry 

and deepened knowledge in milking techniques and hygiene control of milk including operating 
procedure of milking machines 

・ Hygienic quality of milk from Model Farms was improved. SPC (Standard Plate Count) 
decreased by 91% and SCC (Somatic Cell Count) decreased by 51% on average, both of which 
achieved the target in quality.   

・ Work time for milking at Model Farms was shortened by 62% on average and achieved the target 
in quality. 

・ Orion developed market penetration strategy in Thailand 
 
(2) Self-reliant and Continual Activities to be Conducted by Counterpart Organization  

After the conclusion of the Survey, the Products will be handed over to DLD. The Model Farms, 
namely Huai Hong Krai Royal Development Study Center, Dairy Cattle Research and Development 
Center (Pakchong Model) and Sakaeo Livestock Research and Breeding Center are expected to 
maintain the Product properly and to make good use of the Product under the direction of DLD.   
 
Training courses held at Model Farms were attended by many officials and staff engaged in dairy 
farming. Based on the experience, we would like DLD and Model Farms to continue and expand 
human resource development activities to benefit larger number of personnel of dairy industry all over 
Thailand. 

 
4. FUTURE PROSPECTS 

(1) Impact and Effect on the Concerned Development Issues through Business Development of 

the Product/ Technology in the Surveyed Country  

DLD has strong awareness toward strengthening domestic dairy industry facing changes in market 
condition and competitive environment such as growing demand for dairy products, Free Trade 
Agreement (FTA) with Australia and that with New Zealand and consumer’s raising concern for food 
safety. With such background, DLD has developed “The Strategy for Developing Dairy industry and 
Dairy Product B.E.2560-2569 (2017-2026)” (“The Strategy”). The Strategy sets three goals: 1) Dairy 
farmers and dairy organizations are strong, 2) Domestically produced milk has international quality, 
and 3) Dairy products are diversified to respond to consumers of all generations. The Survey, 
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implemented under agreement between DLD, JICA and Orion, verified that raw milk quality could be 
improved by introducing Orion’s auto milker and milk cooler and by providing training programs, 
which contributed to one of the Strategy’s goals i.e. 2) Domestically produced milk has international 
quality. The Survey also contributed to the Strategy’s first goal through improving efficiency and 
productivity of milking and through providing breeding and milking knowledges and techniques for 
government officials in DLD and dairy cooperative staffs. 
 
(2) Lessons Learned and Recommendation through the Survey 

 
The Survey provided DLD officials and staffs of dairy cooperative with training on milking techniques, 
breeding techniques and related knowledges at Model Farms. Seminars in Thailand, in particular, were 
attended by many people concerned and active question and answer sessions followed each lecture. 
Practical guidance on milking was also favorably accepted from the participants. Knowledges and 
techniques on dairy farming have much importance, as well as introducing superior dairy machineries. 
Based on the Survey’s experiences, we would like DLD to expand such training programs so that 
greater number of officials, staff and farmers can benefit. 
 
In order to improve milk quality and to enhance productivity and efficiency, it is necessary for 
Thailand’s dairy industry to introduce and utilize better dairy equipment. 5 year’s program with the 
aim to increase dairy industry’s productivity is in progress by DLD and the program includes 
providing funds for 3 major cooperatives and their group farms. We expect for the expansion of such 
scheme so that larger number of cooperatives and dairy farmers in the country can enjoy. Some 
countries including Japan have experiences to develop infrastructure for dairy cooperatives or other 
organization to provide funding to dairy farmers and dairy cooperatives backed by members’ 
investment or deposit, which can serve as a shining example for Thailand. 
 
Finally, Orion would like to express sincere appreciation to DLD for all its support, engagement and 
effort for the Survey, particularly for the support in applying tax exemption. 
 
ATTACHMENT: OUTLINE OF THE SURVEY  
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添付資料  

添付資料１ 現地講習会教材 

添付資料２ クロージング・セレモニー報告資料 
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添付資料１ 現地講習会教材 
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